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はじめに

ソフ トウェア技術 分 野で 実施 され てい る我 が 国の研 究 開発 プロ ジェ ク トは最近 に

なって特 に量的に充実 して きてお り、それ らは基礎研究的 な性格が支配的である ものか

ら産業への応用 を直接 的な 目標 に した もの まで幅広いスペ ク トル上 に分布 してい る。こ

う したプロジ ェク トの成果 はそれぞれの性格 に応 じて適切 に産業界で活用 される こ と

が期待 される。例 えば、基礎研究 を対象 に したプロジェ ク トの成果 を直ちに産業への応

用 に結びつけるこ とには無理が あるものの、幾 ば くかの時 間 をおいて新 たな産業創造の

萌芽 に成長す るこ とが侯 たれる し、基本特許取得 などを通 じて我が国の情報技術分野の

競 争力強化 に寄与す るよ うな局面 もあ り得 る。さらに、産業応 用 を目指 したプロジェク

トはそ もそ もの 目的がその成果 の普及に よって情報産 業の規模 を拡大 し活性化 を実現

す ることが直接的 な狙いであ る。したがって、国の プロジェ ク トの成果 を元 に企業内部

での商品化へ の発展 や国際 的なデ ファク トス タンダー ド化 な どの道 につ なが るこ とが

望 まれる。

しか し、我が国の ソフ トウェア技術分野の プロジェク トの成果が産業的な観点 で十分

に有効活用 されているか否かに関 しては、総 じて改善の余地 を無 しと しない。改善 策の

対象 には様 々 な要 因がある と考 え られるが、その一つ と して国の プロジェク トで生 じた

知 的財産権(以 下、IntellectualPropertyRight、IPRと 言 う)の 扱いが挙 げられ る。

従来の国の プロジェク トでは、そこで生 じたIPRは 基本 的 に国 に属す ると規定 されてい

るこ とが多 く、企業が その成果 を活用す るためには事務手続 き上の問題 や ロイヤ リテ ィ

支払いの必 要性 な どの い くつかの壁があった。最近の大 きな流れ と しては国のプロジェ

ク トのIPRを 受託 企業 に も何 らかの形で認 め活用の可 能性 を大 きくす る方向 に動い て

い るが、今後 プロジェク ト成果の有効活 用 を一層促 進す るためには、国の資金活用上 の

制約 、ソフ トウェア技 術の特殊性、さらにプロジェク ト参画機 関に よる展 開の容易 さな

どを勘案 した適切 なIPR政 策の確立が求め られている。

本調査で は、国の プロジェク トで生 じたIPRの 扱 いが、成果 を普及 させ る と言 う観点

で どの よ うな課題 を抱 えているか、またその解決のための方策 は何 か、な どを調査 して

まとめ てい る。調査 は、各種 プロジェ ク トの公募要領や成果報告書 を始め として公 開 さ

れ ている各種 資料 お よび国の ソフ トウェア技術分野の プ ロジェ ク トに何 らかの形 で関

わって こられた関係者 の方 々に対す る ヒアリングに基づい てい る。

し
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概 要

(1)問 題 の所在

ソフ トウェアの権利 を法的 に確立 し守る手段 は知的財産権(lntellectualProperty

Right、 以下IPRと 言 う)と 総称 され る一一群 の権利 を対象に した法律 に依 ってい る。国

の プロジェ ク トの成果 と しての ソフ トウェア も、したが って基本的 にはこの法律 の枠組

に基づ いて守 られるこ とになるが、もう一つの側面 として、公的資金 によ り作 り出 され

た財 産であ る との見 地か ら国有財産法 な どに したが った財産 管理 の規定が適用 され る

こ とにな り、権利の帰属やそれ を行使 で きる条件 などに関 してやや複雑 な状況が生 まれ

る9

極め て大 まか に言え ば、国の プロジェ ク トで生 まれたソフ トウェアの権利 を巡る議論

のポイ ン トは3つ あ る。それ らは、上 に挙げた2つ の要因 に基 づい てそれぞれ派生 して

いるい わば古 くて新 しい2つ の問題 と最近の高度 ネ ッ トワー ク社会の普及進展が顕 在

化 させた新 た な観点 か らの問題 とに分類で きる。

第一のポイ ン トは、著作物であ り同時に工業製品 とも言い得 る ソフ トウェアと言 う特

殊 な性質 を備 えた ものの権利 を主 として著作権 お よび特 許権で守 ることの是非～お よび

それに付随 して発生 す る問題点 に関す る議論 である。例えば、ソフ トウェアは複製が極

め て容 易であ ること、ソフ トウェアを作 り出す ソフ トウェアの扱 い、既存 ソフ トウェア

部分 と新規 ソフ トウェア部分 の間に明確 な境界 を定め るこ とが実 質的 に不可能 な こと

が多 いこ と、な どの点 に関す る疑問、議論がある。 もちろん、この問題 は単 に国の プロ

ジェク トの成果 と しての ソフ トウェアに限定 されない。

第二 のポイ ン トは著作 権や特許権 な どのIPRの 帰属先 をスポ ンサ ー としての国 にす

べ きかあるいは研究 開発 の主体 と しての受託者(企 業や大学 な ど)に 委 ね るべ きか と言

う点 に関す る見解 の相違であ る。税金で得 た成果 に対す る権利であ るか らそれを国有財

産 とし、国を介 して広 く第三者 も使 えるように して広範 な普及 を図 るのが納税者の利益

になる とす る考え方 と、逆 に受託者が権利 を持 つこ とで商品化 な どへ の展開が よ り容易

にな り、結 果 と して税収増 や雇用 などを通 じて産業 ・社 会へ の貢献 を促進 させ るこ とが

で きる と言 う考 え方が基本的 に対立 している。

第三のポイ ン トは、最近世界 的な規模で一般化 し始めてい るオー プ ンソース方式 と呼

ばれ る新 たな ソフ トウェア開発 ・普及の スタイルによって顕在化 して きた問題であ る
。

IPRの 諸制度 が これ まで前提 として きた立場 は、一方で知 的財産 の創 作者 にその優先的

使用権 を保証す るこ とで創意工夫 のイ ンセ ンテ ィブや事 業意欲 を鼓舞 しつつ 、他方で は

知的財産 の内容 を公 開 して第三者 も含 めた広 い層 の使用 を促 す こ とで産業 を高度 化 し

経 済 を繁栄 させ ることの微妙 なバ ランスを巧妙 に維持す る と言 う点であ った。したが っ
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て、IPRの 底流 には権利 の囲い込み、第三者 の使 用に対す る強い制約 と対価支払義務 な

どの機 能 を果 たす仕組みが内包 されていた。しか し、オープンソース方式 はソフ トウェ

アをその開発 当初か ら広 く公 開 し、制 約や ロイヤ リテ ィ無 しに第三者の使用 を促進す る

ことで一定の同調者 を生み、逆 に彼 らの試用結果 を反映す ることによって ソフ トウェア

の完成度 を高め さらなる普及が実現 で きる と言 う考 え方であ る。つ ま り権利 を囲い込 ま

ず 第三者使用 も制約 しないな どの点で従来のIPR諸 制度 とは基本 的に相容 れない側面

を持 ってい る(た だ し、オープンソースの開発者 は著作者人格権 に相当する権利 の擁護

には極めて敏 感 と言 われている)。 現在 までの ところ、国の資 金が意 図的な形で オープ

ンソースの世界 に投入 された例 は無い と考 え られ るものの、この よ うな新 しい流 れに ど

う対応すべ きか と言 う新 たな問題 が提起 されてい るこ とは確かであろ う。

これ らの問題 に対 して、常 に正 しい解答 を見つ けることは難 しい。 しか し、検討 し議

論す る基本的立場 は明 らかで、成果 と しての ソフ トウェア をいち早 く普及 させ ることに

よって産業的効果 を生み、社会 に広 くその利益 を還元 させ るための仕組み をいか に して

実現す るか、である。このためには国の ソフ トウェア技術政策の方 向性(例 えば基礎研

究 に近い部分 を重視 するかあるいは産業寄 りの開発 に力 を入 れるか、な ど)、 受託側 の

対応姿勢 や能力、 さ らにはその時 の世界的 な技術 の方向性 や産業 の動向 な どの要 因が

IPR諸 制度 の精神 と うま く噛み合 うようになってい るこ とが必須 であ る。上 に挙 げた

様 々な要 因は時代 と共 に変化す る ものであ り、制度あ っての社 会ではな く社会 に見合 っ

た制度であ るべ きとの観点 から、IPR諸 制度 も永 久不 変の もの にはな り得ず、常 に時代

の要請 との整合性 を検証 しつつ必 要 な改善 を施 し、またその狙 い を分 か りやす い形で産

業 界な どに説明する プロセスを続 けて行 く必 要が あろう。

以下の各節 では、ソフ トウェアのIPR保 護の歴史的側面 、過去 の国のプロジェク トに

お けるIPRの 扱い、有識者への ヒア リング調査 な どについて、個 々の問題 をさらに細か

く検討 してい く。

(2)日 米 を中心 と したソフ トウェアのIPR保 護の歴史

1)旧Mの アンバ ン ドリング政策

ソフ トウェア保護 が産業 的に明確 な形 になって現 れたの は、1970年 頃にIBM社 が、

アンバ ン ドリング政策 を開始 したこ とに発す る。この政策に よ り、工 業製品 と しての

ソフ トウェアが確 立 し、ソフ トウェア保護 の気 運が高 まった。当時 、米国 においては

特別立法 も話題 となったが 、既 にベル ヌ条約への多数の国の加盟 に より、外 国 におい

て も威力 を発揮 す る著作権 に よる保護が適切 ときれ、1980年 に米国の著作権法が改

正 された。これに より、従来 は文学や 芸術作品 を対象 と していた同法 を、プログラム

やデー タベ ース に も適用可能 とした。

その後 も米国ではプロパ テ ン ト政策が推進 され、1985年 のヤ ング レポー トの中で
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概 要

ソフ トウェア産業 を重要な戦略的輸 出産業 とす るための施策の一環 と して、工業所有

権 の保護 の強化が唱 え られ、1988年 には通商法の改正 によ り知 的財産権保護強化が

図 られた。1990年 には、 日米知 的財産権協議 が行われ、 リバ ースエ ンジニア リング

に係 る規制等が話 し合われた。

2)日 本 におけるソフ トウェア保護 開始

1980年 の米 国著作権法の改正 に端 を発 したソフ トウェア保護 をめ ぐる世界 的な潮

流 は、 日本 では、1986年 の著作権法改定 に至 る様 々な動 きを呼 び起 こ した。1980年

には、日米科学技術協定が締結 され、日米間 における科学技 術の基礎的分野 における

交流 ・協 力促進が宣言 され た。これに より、ソフ トウェア分野の交流 も活発 化が予想

され たこ とか ら、米国 にお けるソフ トウェア保護への関心が高 まった。さらに、1982

年 にはIBM産 業スパ イ事件が発生 し、IBM社 が 日本の大手 コ ンピュー タメー カを、基

本 プログラムの流用 の疑 いで訴 えた。この事件は、米 国政府が他 国に対 して も、米 国

と同 レベ ルの ソフ トウェア保護 を求め る端緒 となったばか りで な く、社 会が ソフ ト

ウェアを著作物 と して認識す るに至 る象徴的な事件 となった。 こう した中、1983年

頃 に、日本で は、プログラム権法設立の動 きが高 まった。ソフ トウェア保護 を行 うた

めの特 別立法が米 国で も検討 され たように、日本 において も特 別立 法である プログ ラ

ム権 法が検討 された。この法律 は、ソフ トウェアを工業所有権 によ り保護す るこ とが

念頭 に置かれていたが、米 国の影響 もあ り、著作権に よ りソフ トウェア を保護す るこ

とに落ち着 いた。

3)ソ フ トウェアの社会的地位の向上 と国際機関による調整

1990年 代 に入 って社会 に広 くソフ トウェアが浸 透す るにつれ、 ソフ トウェア保護

が世界 的な関心 を集める こととなった。そのため、国際 的にWIPO(WorldIntellectual

PropertyOrganization:世 界 知 的 所 有 権 機 構)お よ びWTO(WorldTreaty

Organization)に て、ソフ トウェア保護 に関連す る標準 化作 業が行 われてお り、1996

年 に制定 された条約 では、初めて プログラムの著作権 に よる保護が 明文化 された。ま

た、米国 における特許制度 は、先発明 主義、公開制度欠如、再審査 制度、優先権の効

果の制限(ヒ ルマー ドク トリン)等 において、各国 との隔 た りが大 き く、WTOに おい

て調 整が続 け られている。

4)日 本にお けるソフ トウェア権利保護の現状

従来 よ り、ソフ トウェア権利保護 は著作権法 に よる保護 が 中心であ ったが、1997年4

月1日 よ り施行 された新 しい特許審査基準 によ り、特許法 に よる保護 も現実 の もの と

なってい る。
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a.著 作権法 による権 利保 護

・保護対象

著作権法 において、プログラムは 「電子計算機 を機能 させて一 の結果 を得 ること

がで きる ようにこれに対す る指令 を組 み合わせ た もの として表現 した もの」(著

作権法 第2条 第1項)と 定義 されている。 そ して、保護 対象 は、「思想 または感情

を創作 的に表現 した もの」(第2条 第1項)で あ り、プログラムの うち創作性 を有

す る ものが著作権法 による保護 対象 となる。 なお、 プログラ ミング言 語、規約、

アル ゴリズ ムは著作 権法 の保護対象 とな らない ことが明記 されてい る(第10条

3項)。

・著作者

プログラムの著作者 は、一般の著作者 と同様 に、プロ グラムの 「著作物 を創作す

る者」(第2条 第1項)で あ る。なお、法 人等 の従業員が職務上作成す る著 作物 で、

法人等の名義で公 表す る著作物 は、法人等 とす る規定がある(第15条 第1項)。

ただ し、 プログラムに関 しては、企業秘密 と して外部 に公表 され ない場合 も多い

ため、法人等の名義での公表の有無 を問 わず法 人等 を著作者 とす る特例があ る(第

15条 第2項)。

・著作権 の内容

著作者 は、著作権 お よび著作人格権 を有す る。著作権 は、複製権 、翻案権、貸与

権、有線送信 権等 か ら成 る。著作 人格権 は、公表権 、氏 名表 示権 、同一性 保持権

か ら成る。

なお、著作物の利用 を認め る規定 は、プロ グラムに も適用 され、私 的使用 のため

の複製、引用等 は可能 となってい る。 また、 「プログラムの著作物の複 製物 の所 有

者 は、 自 らその 当該著作物 を電子計算機 にお いて利用す るため に必 要 と認 め られ

る限度 において、当該著作物の複 製 または翻案 をす る ことがで きる。」(第47条 の

2第1項)に 規定 されてい る通 り、プログラムにおいて は、利用者が 自己の利用の

ため に必要な複 製、翻案 を認 めてい る。

・保護期間

プログラムの著作物 の保護期 間は、一般 の著作物 と同様 に、プログラムの創作時

か ら著作者の死後50年 とされてい る。 ただ し、法人が著作者 の場合 または未公表

著作物の場 合は、公 表後50年 となってい る。

b.特 許法による権利保護

1997年4月1日 よ り、 「ソフ トウェア関連発 明の審査 基準」(1992年 制定)に 則 っ

た新 しい特 許審査基準 の利用が 開始 され、 ソフ トウェア特許 出願が特 許の審査 の

対象 となった。特許性(新 規性 ・進歩性 等)を 有 す るソフ トウェアは、特許付 与

され ることになった。 これ に関連 して、特許庁 では ソフ トウェアに係 わる特 許付
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与 の た め の デ ー タベ ー ス と して 、 コ ン ピュ ー タ ・ソ フ
.トウ ェ ア ・デ ー タベ ー ス

(CSDB)を 構 築 した。

(3)知 的財産権取扱いの分類

下表 は知 的財産権の取扱 い に関す る各 プロジェク トの立場 を まとめた ものであ る
。特

許権 は現 在の我が 国のソ フ トウェアにお いて、普及上の大 きな支障 とはなっていない と

思 われるが、米国 の状況等 も鑑み、成果普及の観点か ら今後重 要 とな って くる と思 われ

る。また、著作権 は、ソフ トウェアに対する権利 を保護す る もの と して現在 においては

中心的 な もの となっている。表 中、左上の領域 は、特 許権 、著作権共 に国が専 有する も

の を表 し、右下の領域 は特許権、著 作権共に開発者側 と共有す る もの を表 しているが、

その間の分割 はスケール と しては特 に意味 を持 たない。

表 知的財産権の取扱いによるソフ トウェア開発プロジェク トの分類

一

職 遺 存も、通常の国春9貝鐘 とi耽 扱
い

図が専有するが、開
発者に鰯飯 実 施権
を付与

開発者と共有するが、
共有対価もしくは実施

の対価が必要

開発著と…賭 し、
かウ対価も不要

×型プロジェク ト

ICOT

RWC(匡 レ組合)

科技庁

Rwc偶 合内部)
溺 が繍 幼惹

}::齢繍 溺 ‡…'

識 者瀕8繋 媒. IPA(独 創
.;溺る …

ノ

皿(Hlo補 正)

鱗 轟蜘

ζ爆 、

裏壁1騨 海戦 NEDO

皿(H7補 正)

旺焼(H8補 正)

表 よ り・過去の ソフ トウェア開発 プ・ジェク トにおける知 的財 産権 の扱 い と して以下

の ことが考察 される。

・ 大型 プロジェク トやICOTは 特許権
、著作権 ともに国 に帰属す る もの とし、その利用

や実施 にあたって も特 に優遇 され るようなことはない
。これ は基礎的 な技術 開発 を主

眼 と した もので・成果 は広 く国民 に公開 されるべ きであ るとい う目的 による もの と思

われる。
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・RWC 、IPAで は、ソフ トウェア としての成果物 の特殊事情 を考慮 し、契約書上で もソ

フ トウェアプロダク トの特性 を意識 してい るよ うに見 える。

・ 全般的 に基礎研究 よ りのプロジェク トでは、知 的財産権 を国が保有す るこ とが原則

となっているよ うに見 える。一方、産業振 興の 目的のために実施 されている プロジェ

ク トは、知的財産権 をで きるだけ開発者 に帰属 させ、かつその実施 にあたって も優遇

されるような方式が検討 されてい ると解釈で きる。

・ 長期的な傾向としては国の専有から受託側にも権利を認める流れが見 られるが、法

的規制などから運用上の工夫で対応する例 もある。

(4)ナ ショナル プロジェク トの成果 と しての ソフ トウェアのIPRを め ぐる議論

ナシ ョナル プロジェ ク トの成果 として得 られた ソフ トウェアを産業 界 に一層 幅広 く

普及させ てい くと言 う問題意識 で、IPRの 扱い に関す る問題点 の有無、その改善への方

向、さらにIPRに 関連す るい くつかの話題 につい て、 プロジェク ト関係者13名 に対 し

て ヒア リングを行 った。

ヒア リング結果の整理

ヒア リングの中で言及 されている話題 はIPRに 止 まらず、受託者の起業 家意識、国

のプロジェ ク トとしてあるべ き方 向性、社会文化的 な背景 など、国の プロジェク トの

成果 の事業化 に何 らかの形 で関連 す る相 当広い範 囲の議論 を含 んでい るが こ こでは

IPRの 扱 いに焦点 を当て、ヒアリング結果 を大 まか に整理する。各回答者の論点の対

立点 あるい は重 きを置 いている点 を際立たせ ると、回答者の見解 は以下の6つ の立場

に整理で きる。

a.現 状肯定派

成果の普及 に際 して現状 のIPR制 度 に大 きな問題 は無 い、あるいは少 な くとも

現時点で制度 に関 して困惑 している事態 に は遭遇 していない とす る見 方であ る。

国の成果 ソ フ トウェアの普及 ・事業化が 十分 に進 まない理 由の大 きな もの はむ し

ろ受託側 の事業化 意欲の少 な さや作 られた成果そ の ものに魅 力が少 ない こ とで あ

るとし、例 えば事務手続 きの煩雑 さな どの点でIPR制 度が完壁では無 いにせ よ、

その問題 を具体 的 に強 く指摘 で きる程 に事業化の例 が まだ多 くは無 い と言 う認識

を持 ってい る。

この主張 はプ ロジェク ト委託側 の回答者 に多いが、 プロジェク ト委託側 と して

は、 よ り良い成果 を生 むため には研 究開発 に とって本質的で ない作業(実 態 と乖
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離のあ る契約形態 とそれか ら派生する意味の ない開発 作業、 ドキュメ ン ト作成 な

ど)に 多 くの時 間 を費や さざるを 得 ない現状 の改善 の必 要性 や単年度 会計 などの

プロジェク ト運営上の問題 の解決 に向けての努力 も必 須で あろ う。

b.成 果全面公開派

国の プロジェク トの成果 は基本的 には100%公 開すべ きであ り、そ うする ことに

よって成果の普及 を最 も促進 す ることがで きるとの主張であ る。 この背後 には、

ソフ トウェアの普及のため にはFreeSoftwareFoundation的 発想が重要で あるこ

と、 またそ もそ も国 は基礎研 究 的な分野 にのみ力 を注 ぐべ きであ るこ とな どの認

識が見 られ る。

この主張は現 行の 国有財産法 な どの諸制度 やそれ に基 づい て資産 の管理 を行 う

国あ るい は国の代行機 関の業務 と本質的 に相容 れない側 面 を持 ってお り、事 務用

品の ような物 品 と研究 開発成果 を同列 に扱 って管理 しようとす るこ とに基 本的 な

誤 りがある と指摘 してい る。 さらに国の プロジェク トの契約 形態 に して も委 託や

請負 に替 わる別 の形 式 を設定 して研究開発 に適 した よ り自由な形式の確立が必 要

であ る としてお り、その際 に契 約上の しば りを少な くす るこ とによって生 じ得 る

契 約不履行者の存在 も必 要悪 と して認め た制 度の検討が必須 と考 えている。

長 引 く不況 の中で国(特 に通 産省)の 予 算が企業経営 に寄与 している比 率が高

まっている現状 で は、やや理想論 に近い と感 じられ るこの 主張 には、 もう一つ疑

問が ある。 それは、実態 と して情報分野の基本的 な部分 は米 国の製品や技術 に圧

倒 され てい る状況が あ り、 日本 が実施 すべ き基礎研 究の分野 と して成算が見 える

のは何 か と言 う点で ある。 この選択 を誤 る と、見返 りの期待 で きない投 資 を続 け

る ことにな りかねず、後述す る ように将来 を見越 した適正 な研 究 開発 ポー トフ ォ

リオの確立 が合 わせ て論 じられ なければな らない。

c.国 ・企業独立路線 推進 派

国の プロジェク トに関連 して特 に大 きなIPRの 問題 は既 に受託者が事前 に所有

してい るノウハ ウや ソフ トウェア と国の成果 の切 り分 けの問題であ る と考 えてい

る。形式論 と しては、既存技術 は事前 に届け 出ることに よって権利 を守 る ことが

で きる ことになってはい る ものの、 ソフ トウェアの場 合 は既存部分 と新規部分 の

切 り分 けが 困難 であ ること、既存部分 と言 って も何 らかの形で手 を入れ るこ とが

必 要、そ れに も関 わ らず既存技 術 とす る と費用が削減 される こ と、 な どの問題が

あ って手続 きどお りに既存部分 を切 り離す こ とは難 しい と してい る。 さらに、既

存技術 の権利擁 護の ために敢 えて既 に実績 のあ る技術 者 をメ ンバーか ら外 した体

制 とす る こともあ り、実績があ るが故 に最適 な体制 を作 れ ない と言 うパ ラ ドック

ス も生 まれ る。 また、既存 部分の権利 は企業 に属す るためそれ を除いた最終 的な
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納 品物件 はそれ 自身では まとまった意味 を持 たない中途半端 な もの にな らざるを

得ず、仮 に第三者が プロジェ ク ト成果 の利活用 を企てて も成功す る見込 みが無 い

こ とも指摘 している。

こうしたこ との原 因の一端 に国の プロジェ ク トが企業 の製 品開発 に近す ぎる分

野 を設定 してい るこ とがあ り、 国は企業 活動 か ら離れた ところにその研究 開発分

野 を設定すべ きと主張 している。イ ンフラ整備や新技術 に関す る社 会的実験 、ニー

ズ顕在化のための社会 的プロジェク トなどが研究分野の具体例 の一つで ある。

情報技術が ネ ッ トワー クを通 じて想像 を超え る影響力 を持つ ことを考 える と、こ

うした主張 には説得力が感 じられ る。 しか し同時 に、研究開発や商 品化 が世界的

な規模 で極め て短期 間の うちに浸 透す る事 実 を目の当 た りにす る と、 この ような

プロジェク ト遂行 には多 くの点 で強 い ダイナ ミズムが要求 されてい る点 に も留 意

しなければな らない。

d.企 業優 先使用派

国の費用 を使 う研究 開発 とは言 え、実際 にア イデ ィアを出 して研 究開発 を行 う

、の は受託側企業 である。 したが って、彼 らにその権利が行 かないのは極 めて不 自

然であ り、最低限権利 は共有 す ることにならない とプロジェク トに参 画で きない

と主張 している。

前述 した ように、最 近の基本的 な流れ としては権利 は委託側 ・受託側 で実 質的

には共 有す るようになって きてお り、その意味 では この主張の根拠 はや や薄れて

いる印象 もある。 しか し、 この主張の背後 には、研究 開発 その もの は受託側 の コ

ン トロールの下 で実施 され るべ きであ るこ と、各種事務手続 きは研 究開発の進行

を第一 に考 えて簡素化 され るべ きことな どの プロジェ ク ト運営 方法 に関す る主張

もあ り、その意味で は残念 なが ら現行 の制度の残 された課題 は大 きい。

e.成 果普及懐疑 派

・ 国の プロジェク トの成果は企 業の活動 とは直接結 びつかない との見解で ある
。彼

らは国のプロジェ ク トの成果 を元 に普及発展 させ てい く意志 を必ず しも持 たない、

あ るい は持 てない と考 えてい る。 この意見に従 うとIPRは 大 きな意味 を持 た ない

こ とになる。

この主張の論拠 にはい くつかのパ ター ンがある。第一は、成果 を普及 させ て行 こ

うにもその市場が見 えない と言 うものであ る。 ソ フ トウェア成 果 を生 か して事 業

化 す る際 に最 も自然 な形 はパ ッケー ジソフ トの形 で製 品化す る ことであ る。 しか

しなが ら、 日本 のパ ッケージソ フ トウェアの市場 は欧米のそ れ に比較 す ると相対

的 に低調 ・未発 達であ り事 業意欲 を持 てない と考 えてい る。 第二 のパ ター ンは、

そ もそ も国のプロ ジェク トで は自社 内で抱 えてい るテごマの うち事業化 と言 う観
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点 では可能性が相 当低 い もの を対 象に してお り、 したが って当初か ら事業化の 意

欲 を持 ってい ない と言 う考 えで ある。事業化 の可能性が見 えてい るテーマ は自社

内の予算 で 自らの全面的 なコ ン トロールの基で研 究開発 を実施 してい る。第三の
パ ター ンは、基礎 的な研 究開発 で はテーマの将来性 を判断す るこ とが難 しく、 し

たが っ て、事 業性 を考 えて も成功 しない ことが多 い と言 うものであ る
。過去 に国

の プロ ジェ ク トと して行 った研究 が結果 として産業的 には方 向違い だった こ とな

どを挙 げて、基礎研 究の成果 を事業化する ことの難 しさも指摘 されている
。

いずれの論拠 であ れ、この考 えに従 うと受託側 としては国 か ら請 け負 った仕事

の範 囲内で一定の金銭 的利益や技術者 の教育 的効果v対 外発 表の機会 な どを得 る

こ どが で きれば事 業 目的 は達成 で き、 それで プロジェク トは完結 した もの と言 う

ことになる。 この主張 に賛同す る声は少 なか らずあ るとの印象 があるが
、成果普

及 に関 して積 極性 に欠ける この層 の存在 は大 きな問題 であ る。前述 した ように原

因は種 々あ り、例 えば二番 目のパ ター ンの論者は景気 の動 向に極 めて敏感 であ り
、

現時点で はむ しろ国の プロジェク トの成果普 及と自らの事業 の関係 を密接 な もの

と して考 えている。 一番 目と三番 目は問題の根が よ り深い
。 こ う した層へ の対策

は研究 開発 にお ける技術 的観点 、産業構 造的観点 な どか ら総合的 に考 えていか な

くてはならないであ ろう。

f.脱lPR派

IPRは 成果 普及のため に一つの要素で はある ものの、現時点での最重要課題 では

無 い と考 えている。 ベ ンチ ャー にとって最大の問題 は顧 客 を確保 す ることであ る

とした上 で、 自らが 開発 した技術 に関す る需 要家 とのマ ッチ ングの場 を設 け るこ

とが本質 的な課題 であ り、 そ うい う意味 での支援の必要性 を訴 え ている
。 こ う し

た観 点か らは例 えば成果報告 会 なども同業者 に限 らず、 よ り広範 な層 を巻 き込 ん

での実質的 な商談の場への変貌が必要 と考 えている。
一定 の研究 成果 が 出て か ら最終顧 客 に製品 が認知 され る ま

で の川 下分 野 で は

マーケ テ ィングや販売 チ ャネルの 開拓 、資金調達や全体 ビジネスモデ ルの構築 な
ーどに多大 の時間 と費用が かかるが

、 この点 についての国の支援 マイ ン ドが低す ぎ

る。 また、先端技術 型ベ ンチ ャーが もっ とも期待す る支援 は製 品が売 れる よ うに

バ ックア ップ して もら うこ とで あるが
、 日本 では大企業がベ ンチ ャーに実 質的 に

門戸 を開いている とは言 えず、 もちろん政府調達 も高 い期待 を持 てない現状 か ら
、

製品販売の機会 を得 ることに悲観 的にな らざるを得 ない と言 う現状が ある
。

この よ うな販売機 会の増大 、チ ャネルの確 保の問題が 喫緊の課題 であ り、それ

に比較す る とIPRの 問題 は二の次 、言 い換 える とまだ問題 がそ こまで達 してい な

い と言 う見解であ る。
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以上、ヒア リング結果 を6つ の立場 に代表 させ て整理 した。もちろんこれ らの立場

は必ず しも対立す るもの とは言 えず、む しろ相 互 に共通す る見方 もある。逆 にこう し

た錯綜 した状 況がIPR問 題 の込み入 った事情 を反映 している と考 えるべ きであろ う。

(5)ナ シ ョナ ル プ ロ ジ ェク トの ソ フ トウ ェアIPRの あ り方

1)ソ フ トウェアの種類 とlPR

冒頭で も述べ た ようにIPR政 策 は、成果 と しての ソフ トウェアをいか に して広 く普

及 させ産業 を活性化 させ るか との観点で検討 され るべ きで ある。したが って プロジェ

ク トの種類 や 目的 さらにそれ に付 随す る普及へ の ビジ ネスモデルや開発 者の意識 な

どに応 じてIPR政 策の具体 的 な運用方 針 も弾 力的に対応で きるようになってい る必

要があ る。この ため には国のプ ロジェク トをい くつ かのパ ター ンに分類 し、委託側 は

もとよ り受託側 もプロジェク トの 目的 とそれ に対応す るIPR政 策の意義 を明確 に意

識 して、研究 開発 を進め るこ とが必要であ る。

以下の ような分類は一案である。

● 基盤 ソフ トウェア型モデル

成果は公共財 として位 置づ け、 したが ってIPRも 公 開を原則 とす る。成 果の波

及範囲 は広 く、場合 に よっては国際的 なデ ファク トス タンダー ドなどへの展 開 も

考 えられる。 囲い込み的なIPR保 護政策で は無 く、早 い時期 に公表す るな ど して

同調者 を増やす こ とが重要。

● 応用 ソフ トウェア型モデル1

企業 な どでの事 業 に密接 に関連す る領域の研究 開発。企 業内での先行す る研究

開発 や別の国の プロジェク トな どでの実績 を元 に研究 開発 され るス タイル。研究

開発 プログラム と して実施 して成果 を共有す るかあるいは補助 金的 な枠で成果 は

100%受 託側 に帰属す るような仕組 み も有 り得 る。成果 の ビジ ネスモデ ル も視野 に

入れて事業 化が最 も容易 になる ような方向で の取 り決 め を行 う。ただ し、 うま く

ビジネス化で きない場合 は国が第三者 にIPRを 譲渡で きる権利 を留保 してお くこ

とが望 ましい。

● 応用 ソフ トウェア型 モデル2

前者 と似 てい るが、過去の積 み重 ね と言 うよ りはむ しろ閃 き的な アイデ ィアで

事業化 を狙 うような性格 の プロジェク ト。IPRは 基本的 に受託側 に帰 属 させ ること

が望 ま しい。 また、採択 まで の手続 きに も従来型の公募 、審査 、 ヒア リングな ど

の一連 の流 れ とは別 に迅 速 にまた時期 を問わず対応で きる ような仕 組みが必要 で
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あ る。

● コンテ ンツ型モデル

プ ログラムではな くコンテ ンツ開発 を主 な目的 とす る ようなプロジ ェク トを想

定す る。 コ ンテ ンツが関与 す ると多 くの場合、権利 関係 が非常 に複雑 になること

が予想 され る。業界融合 的な特長 や新事 業領域 開拓 な どの効 果 を期 待 で きるだけ

に権利 関係 の扱 いには留意すべ き点が多 い と考 え られる。波 及効果が 大 きいであ

ろ うこ とか ら、基本的 には開発者 と国がIPRを 共有 し、比較的短い一定の時間 を

経 た後 は公 開 して普及 させ るな どの方策 も考えられ る。

● 実証 実験 型モデル

新 しい技術 の フィージ ビリテ ィや各方面への影響 の有無 な どを実 際 にシステム

を稼 動 させ る ことによって検 証す ることを 目的 とする。公共性 や波 及効果が大 き

い ことか ら基本 的には成果 は公開する ことが望 ま しい と考 え られる。

実際 の プロジェク ト遂行 の局面 では事情 は相当複雑 になる ことが予想 され る。前

述 した よ うに、これ らに対 して前 もって規則 を用意 してお くこ とを考 える よ りは、そ

の都度 前述の原則 、誰が成果 を享受すべ きか、そのための最善 の道 は何 か、を委託側 、

受託側 共 に明確 に意識 して適切 な取 り決めがで きる ようにな っている こ とが望 ま し

い。それを決定す るため には、特 に委託側 に十 分な体制 が必 要である ことは言 うまで

も無 い。

2)IPRの 周辺の問題に関する議論

ソフ トウェアプロジェク トの成果普及のため にはIPRだ けでは捉 え切 れない多 く

の問題点が複雑 に絡み合っている。む しろ、い かにすれば成果普及 を促進す る ことが

で きるか と言 う文脈の中ではIPRだ け を独立 に論ずる ことの方が不 自然 と言 うべ き

か も知 れない。最後 にそれ らの論点 を整理 し、IPRと の関連 あ るいは成果普及 に際 し

ての様 々な問題点 を浮 き彫 りにす る。これ らの論点 に関 して回答者 の意見 は必ず しも

一致 してい る訳 で は無 い こ とが期 せず して我 々が直面 してい る問題 の 多面性 を物

語 ってお り、本報告書で もこれ らの点 につ いて一定の結論 を導 き出す まで には至 って

いないが、今後の国 のプロジェ ク トを推進す る上でこ うした点への対応 ない し配慮 が

必 要 と考えてい る。

a.起 業 家マイン ド

全体 と して 日本企業 には起業家 マ イン ドが少 ない と言 われて い る。今 回の ヒアリ

ングで も半 ばその主張が裏付 け られた印象が ある。
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・ ソ フ トハ ウスな どの起業家 マイ ン ド

今 回の ヒアリングはソフ トハ ウス は1社 だけに留 ま り、この見解 は限定 的である

が、少 な くとも回答 者の組織で は国の プロジェク トの成果 を事業化 す るとい う意

味で強い起業家意欲 を持 ってい る印象 は無い。さらに、これに同調す る ソフ トウェ

アハ ウス も少 なか らず存 在す るであ ろ うことが想像で きる。 この要 因は複雑 で、

日本 にお ける ソフ トウェアハ ウスの役割 や ソフ トウェア市場 の特性(受 注生 産、

請負 な どの比較的受動 的な仕事 が多 く、 ソフ トハ ウスが主導権 を握 る ことので き

るパ ッケー ジソフ ト市場 な どが未発達 で ある ことなど)な どの経 緯が あ り、 ソフ

トウェアハ ウスが起業意欲 を持 てない、 あるいは持 って も商業 的 に報 われる機会

が得 られない構造が続い ているため と考 え られる。 しか し長 引 く不 況 に よって災

い転 じて福 となったか、概 してソ フ トウェアハ ウス も最近 は起業家 意識 に目覚め

る傾 向にあ り、意識 が改善 され て きている印象が ある。

・大企業の状 況

大 企業 に顕著 なのは景気 の波 によって国の プロジェク トに対す る基本 的対応 を

変え る傾 向が あるこ とである。 す なわ ち大企業 は国の資金 を自社資金 の不足分 を

補 う余剰的 な意味合 いで都合 良 く考 え ている傾 向があ り、好 況の時 には国の資 金

で具体 的な成果 を期待せず に先行 的研究 を行 い(こ の時 にはIPRに ついて強い主

張は しない)、 一旦不況 にな り自社 の資金繰 りが苦 しくなる と、国の資金 をよ り事

業 に密着 したテーマ に振 り向ける(こ の場合 にはIPRに 非常 に神経 質になる)。 こ

れを首尾 一貫性 の欠如 と捉 えるの では な く企業経営上 の合理 的な判断 とお そ ら く

考 えるべ きであろ う。いずれ にせ よ、 これ を事実 として認める と国のIPR政 策 も

好不 況 の波 によって方針 を変え なければな らない ことになるで あろ う。少 な くと

もプロジェク トご とにその前提 を明確 に して、それ に見 合ったIPR対 策 を打 ち出

す必 要がある。

付 言す る と、前述 した ように(国 の資 金 による)基 礎研究の成果の事業化 に成功

するため には、開発 した技術そ の ものの問題 に加 えて、技術 開発の方 向性 や市場

の熟成 などの周辺 環境の問題 もあ り、 こ とはそ う容易 では無 い。 ヒア リング回答

者か ら聞いた、過 去 に参画 した大 プ ロの成果で事業化 に成功 した もの は一つ も無

い、 との嘆息 を交えた述懐 もそ うした事情 を反映 してい る。

・ 多様化す る個人の意識 ～著作者人格権 を重視す る新 たな個 人パ ワー～

オープ ンソース方式 による システムの台頭が著 しい。これ を支 える技術者 のマ イ

ン ドに も注 目す る必 要が ある。彼 らは何 らかの組織 に所 属 しなが ら組織 の 目的 と

は別 に活動 し大規模 な ソフ トウェ アを開発す る。 彼 らを動 かす動機 は、 自分の ソ
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フ トウェアが 人の役 に立つ こ との充実感、一定の技術 者仲 間の 中での名声 を得 る

こ と、技術 的な関心 などで、少 な くとも金銭的欲望 で行動 している訳 で はない、

と されてい る。彼 らが主張 す るの は著作者人格権 に非常 に近い権利で あ り、 ソフ

トウェアその ものの使用 に何 らかの制約 を課すこ とは好 まない。一方 で、前 に も

指摘 したよ うに、 国のプロジ ェク トに関連 して良質の特許が 出 され ない とされて

い ることの原 因の一つ として、国 との共 同特許で は企業 内の研究者技 術者が イ ン

セ ンテ ィブ を持 て ない との状況が あった。 自社内の仕事 に関連 させ て特許 出願 し

た方が 、報奨制度 などを通 じて自 らの金銭的利益 に結 びつ きやす いか ら と言 う理

由であ った。

こう した表面 的 には相矛盾す る ように も見 える個 人の価値観 の多様化が今後 の

国の プロジェク トに どの ような影響 を与え るのか現時点 では まだ先が見 えない も

のの、 これ まで は企業内 に埋没 していた個 人の意志や嗜好が相 対的 に よ り顕在化

した力 になるであ ろうことは推測 で きる。

b.国 の プロジェク トの範囲

この点 については多 くの回答者 か ら意見が寄せ られたが、それ らは必ず しも一致 し

てお らず、回答者 自身の立場 や考 え方 を比較 的強 く反映 した もの とな っている。以下

に望 ま しい とされてい る研究領域 を順不 同で挙 げる。

・ 基礎 研究

基礎研究 と言 うとやや誤解 の可能性 もあ るが、狭 く基礎研究 に限定せず、イ ンフ

ラ整備 なども含め た公共の用途 を対象にすべ きとの意見で ある(成 果 のIPRも す

べ て公 開すべ きとの論 旨につながる)。 研究開発の一環 として国が景気対策 に手 を

染 めるべ きでは無 い と主張 し、応用 ソフ トな どは補助金 やベ ンチ ャー支援 の予 算

の範疇 で考 え、研 究開発 とは別の次元 の話であ る と言 うのが 基本的見解で ある。

この方向 をさらに推 し進め て、ポス ト情報時代 、環境時代 に備 えて、エ ネルギ ー、

食糧 、生命科学、社会環境 などの研究 開発が必要 との主張 もある。

・ ワ ンアイデ ィア型の研究 開発

情報技術が広範 囲 に普及 した結果、技術の言わ ば大衆化 が促 進 され、従 来の よ

うな積 み重 ね型 の研 究開発 で成果 を出す ようなタイプの ものだ けで な く、 ワンア

イデ ィアで製品 にな るような種類の研 究開発テーマ も増 えて きた。 こ うしたテー

マは多 くの場 合、ベ ンチ ャー企 業が有 してい るこ とが 多いが 、 これ を国の予算 で

支援す るこ とを考 えると、現在の各種の制度 はやや硬 直的 に過 ぎる きらいがあ る。

従来 とは異な る枠組 みのプ ロジェ ク トを考える必要があ る。
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・ 社会実験型 プロジェク ト

新 たな技術が予想外の問題 ・困難 を生 む ことは技術発展の歴史の常識 である。特

にネ ッ トワー ク社 会で は技術 は瞬 く間に全世界 に広が り、否応 な く多 くの人々が

その技術 に関与せ ざる を得 な くなる ことを考 える と、技術の アセスメ ン トの重要

性が増す。 こ うした分野 を国が行 うべ き との主張 であるが、情報分野 では技 術 の

有用性 を事前 に評価 す ることが困難で実際 にある程度 の規模 で使用 してみ ない と

客観的 な判 断 を下せ ない こ とが多い こ とを考 える と、 この主張には一層の説得力

が加 わる。

・ 社会的 ニーズ

これ までの国のプロジェク トはシーズ主 導的な意味合いが強 く、それが国の プロ

ジェク トの成 果が大 きな産業 につ なが らなか った一つ の要 因で ある と考 える。

シーズ主導で は産業 は興 らず 、 まず は市 場ニ ーズが重要 で技術 はそれ に したが っ

て育成 され る もの との見解 であ る。 この前提 に立 つ と、国の役割 はニーズ顕在化

のための プロジェ ク トを起 こ して技術 シーズ を高 めるこ とにあ るとされる。

・ オープンソース

比較的多 くの意見 はオー プンソー ス方式 に よる ソフ トウェア開発 を望 ま しい こ

と、国 として も積 極的 に関与 すべ きこ とと捉 えてい る。 さらに推 し進め てNPO的

活動 を もっと広範囲 に支援 すべ きとの意見 もある。 ただ し、メーカの回答者の指

摘 として、オープ ンソースへの関与に対す る懐疑 的な見解 も見 られる。す なわち、

オープ ンソースで作 られた ソフ トウェアはそれが 第三者の権利 を侵 害 していない

こ とを証明す る ことお よび動作の保証 をす ることが実 質的 には不 可能 と言 う特性

(限界 と言 うべ きか)を 持 ってお り、 このため メー カあ るい はベ ンダー と して は

オープ ンソースへ の積極的 な対応 を躊躇せ ざるを得 ない現状があ る、 国が この活

動 を支援 す る場 合 で も同様 で 国の資金 的支援 を基 に作 られ使 わ れてい るソ フ ト

ウェアが第三者の権利 を侵害 していた場 合への対処 を考 える と、現実 的 には関与

は容易で ない筈 と指摘 してい る。

一方で
、ベ ンチ ャー企業 か らは、今後 は単 なる ソフ トウェア製品の販売 で はな く

ソフ トウェアを媒介 としてサー ビスを売 る時代 の到 来が確 実であ り、国 もそれへ

の対応 をすべ きとの主張 もあ る。 これ はオー プンソー スを基 に した ビジネスモデ

ル とか な り近い関係 を前提 に してい るように も考 えられる。

c.社 会 的文化的 な背景

ヒアリングの過程 では問題 をなるべ く具体 的 に論 ずる ように意識 し、なるべ く論 点

が社 会的文化 的な範囲 に入 り込 まない ように留意 した。それは問題の所在 を社 会的 な
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あるいは文化的な背 景 に押 し込 めて しまうことによって、具体的な対 策案 の検討が棚

上 げにされて しまうことを危惧 したか らであ る。にも関わ らず、下 に挙 げ るようにい

くつかの問題が指摘 されてい る。

・ 人の移動

MOSAICの ケース(IPRを 元 に事業化 を試みたSpyGlassは 失敗 し、 オ リジナル を

開発 したマー ク ・ア ン ドリーセ ンがベ ンチ ャー企業 に移籍 して新 たに コー ドを書

き直す こ とでNETSCAPEと して普及 した)に 学ぶ ように、ソフ トウェアの事業化 は

単 にIPRの 問題 に帰着 で きず、 ノウハ ウを所有す る人の移動 に よって実現 され る

ことが多 い。 日本 は人の移動が米国 に比較 して非常 に少 ない し、 さらに注 目すべ

きは、少数 派 として存在 す る人の移動 が米国 とは む しろ逆の方 向に向いてい る点

である。す なわち人の移動 と言 うと、米国で は大学人が企業 に移籍す るこ とを通

常意味 す ると思 われ るの に対 し、 日本で は企業の研 究者 ・技術者が学位 を取得 し

大学 に移動 す る現 象が常 識的で ある。 この差 は もちろん善悪 とは別 の次元の話で

あ り、原因 を制度 やルー ルに求め るの は筋違 いで、 日本 と米 国の社 会的 なあるい

は文化 的 な背景 に よる もの と考 える しか無 いが、成果の普 及 を促進 す るダイナ ミ

ズム を減ず る ことは確 かであろ う。

・ 優秀 な人材が大企業指 向

これ も日米で対照的 な傾向 を示す と言 われるが、日本の大学生 は官公 庁や大企業 、

大学 な どへの就職 を果 たす こ とが ステー タス シンボル と考 えてい る。 もちろん大

学生だ けで な く、それが 日本社会の最大公約 数的見解で もあ る。米国 の大学生 は

成績優 秀者 はベ ンチ ャーを指 向す る と言 われている ことと好 対照で ある。実際、

日本のベ ンチ ャー企 業の多 くが 直面す る問題は、優秀 な人材 獲得で ある と聞 く。

創 業者 はそ れな りの夢 と熱意 と覚悟 の元 に事 業 を起 こすが、あ る程度 の規模 の組

織 に拡大 しようと考 えて も良い人材 を見つ けるこ とが至難の技 となる。

以上、各回答者 の立場 や見解 の相違 に基づいて出 され た多様 な意見 を整理 した。もと

よ り、これがあ り得べ きすべ ての論議 を尽 くしているとは思 えないにせ よ、い くつかの

代表的 な立場 とその論拠 を示 しているこ とは間違い無い。それぞれの主張 には背景 や理

由が存 在 し、それな りに説得力があ る。お そ ら く各意見の背後 にはそれぞれの回答者 が

陰 に陽 に想 定 してい る期待 され る技術 あるべ き社会の姿が対 になってお り、意見 の相違

は正誤 とは別の次元 の もの と捉 えるべ きであろ う。

これ らの意見 のい くつ かは、現在の 「IPRと それに関連す る国の政策」 の深刻 な問題

点 を示唆 してい る。将来 に向けて これ らの問題 の解決は急務 である。これ らの解 決案 を
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提言す ることは、本調査 の範囲外 と思 われるが、今後 なされるべ き議論の ポイン トを提

供す る との主 旨で、そのい くつ かについて、以下 に短 く試案 を掲 げる。この試案は、現

在、市場 において苦戦 を強 い られているわが 国の ソフ トウェア産業がおかれてい る立場

を前提 とし、国が今後のIPR政 策 の立案 と実施 において、特 に考慮すべ きと考 えられる

点 を指摘 しようとす る ものであ る。

・ 産業応用 の シナ リオの無い基礎研究指向か ら離 れるこ と:こ の点は回答者 の中で も

意見が分かれた部分 であ り、そ もそ も 「基礎研究」の意味す る ところ も自明 とは言 え

ない。 もとより国全体 と して基礎的研 究が重要であるこ とは論 を侯 たないが 、通産省

が 産業応 用 に結 びつ くシナ リオのない研究 の主導的役割 を演 じるべ きかは疑 問であ

る。ス ター ト時 には基礎研 究 を旗印 に掲げたい くつ かの プロジェク トにおいて も、多

くの場合、プロジェク ト半ば を過 ぎると具体的な成果、産業上の イ ンパ ク トが強 く求

め られ、結果 として中途半端 な妥協が行 われ、当初の意義が曖 昧になるばか りか、一

貫性 を欠いた求心力 の無 いプロジェク トとなって しまう傾 向が感 じられる。やは り名

実 ともに産業応用 の可能性 を第一 に考 えた設定 とすべ きである。

・IPRは 旬 の間は非公 開:上 に基づいて産業応用 に結 びつ くテーマ設定 をした場合、

その 開発 に利用 した既存 資産の評価 を適切 に行 うことは難 しい。受託側 は、国を通 じ

て自らの成果 が第三者 に流 出す るこ とを危惧 す る。 これ を解 決する方法 として、例 え

ば1年 間は国は成果 を公開せず 、また第三者へ の実施権付与 も しない ことを保証す る

の はどうであろか。 これ によって、受託側の危機感 は相 当和 らぐと思 われ る。 もちろ

ん、成果が100%受 託側 に帰 属す る補助 金制度 をソフ トウェア分野の実体 に合 うように

改善 して適用す る方法 もあ る。

・ 大 メー カ:今 回の ヒア リングで強 く印象づ けられたのは
、国 と大 メーカの間の信頼

感 の欠如で ある。それは 「ほ とん ど無意味 な内容 の特 許 を形 だけ国に出す」 とか 「国

が過度 に高額 なロイヤ リテ ィや メー カ独 自の成果の納入 を も要求す ること」な どの見

解 に象徴 される。現状 の ままで は良い制度が あって もその精 神が生 か されない程 と危

惧 される。 まず は信頼 関係 の修復 と確 立のための諸策 を講ず ることが急務 である。

・ ソフ トハ ウス、ベ ンチ ャー:IPRの 価値 を客観的 に評価す る仕組みの確立が求め ら

れる。 これに よってIPRの 資産的意義 を明確 に し、ソフ トハ ウスの資金調達 を容易 に

した り、税制上の優遇措 置 を講ず るなどの、実効あ る制 度 を確立す る ことが必要で あ

る。

・ 大学:産 学連携の形式 として企業 と大学間の委託契約 を一層一般化 したい
。現実 に

は大学の要請で資金利用上制約 の少 ない寄付金で大学の力 を引 き出す ことが多 い。 し

か し、寄付 では一定規模 を越 える開発 は不可能で、そ もそ も業務上 の契約関係が無い

ため成果のIPRも 議論で きず 、普 及 ・事業化 の精神 とも乖離が ある。 まず は一定の契

約の下 に研 究開発 を受 け、効率の よい資金運用がで きる環境 の重要性 を大学が強 く認

識す る必 要があろ う。
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概 要

以上は、問題点 の一 部であ り、それほ ど難 しい課題 とは見 えない もの もあるが
、現場

では、深刻 な問題 となっている。

上 の点 も含め、最終的 に重 要なの は将来 を見据 えた研 究開発領域 に関す るポ ー トフ ォ

リオ分析の必要性の認識 であろう。基礎研究 と言い、応用領域の研究 と言い、ともすれ

ば委託側 ・受託側共 にその時々の景気動 向に左 右 されて近視眼的に判 断 し勝 ちである
。

研究開発 の成 果が社 会や産業 に影響 を及ぼす にはある程度 の時 間を要す る
。また、研 究

開発 を推進す る人 々の意識の変革には さらに長い時定数が必要である
。これ らを考 える

と、将来の国の姿 を見据 えたバ ランスの取れた
、研 究開発 目標 に関す る恒常 的な検討 と

見直 しを行 いつつ、それ と一体化 した時代 に合ったIPR政 策の推進が強 く求め られ る
。
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1.ソ フ トウェア権 利保護 の体系

1.ソ フ トウ ェア権 利保 護 の体 系

本章 においては、知 的財産権一般 について述べ、その後 ソフ トウェア権利 保護 の現状

お よび歴史 について鳥敵す る。

1.1知 的 財産 権 と は

1.1.1知 的財産 と知的財産権

従来、財 産 とは、土地や物等 の有形物 との認識が一般的であ った。 しか し、近代 には

い り、著作物 やアイデアの価値が認め られ、人 間の知 的な創造活動か ら生 まれた技 術上

の情 報や アイデア、営業上の情報 ・信用等、形のない"物"が 財産 として扱 われ るよう

にな った。これ らは一般 に知的財 産 と呼 ばれ、それに伴 う権利 は総称 して 「知的財産権」

(ま たは、知的所有権)と 呼ばれている。

1.1.2知 的財産権の枠組み

知的財産権の枠組 み を、 図1-1に 示す。

1・ 工業所有権(特 許権 ・実用新案権 ・意匠権・商標権)1

已 的財産剰 ●著作権(著 作隣接権を含む)

●その他(不 正競争防止法上の権利 ・半導体回路配置利用権)

図1-1知 的財産権の枠組 み

(1)工 業所有権

工業所有権 は、新 しいア イデアお よび技術の保護、お よびそれ らの公 開を目的 とした

工業所有権制度 に立脚 している。これに より、一定期 間権利が保護 され、新 しい アイデ

アや技術 を開発 した企業 の利益が安易 な模倣 により損 なわれ るこ とな く、技術の公開 に

よる研 究開発水準 の向上 に も寄与 してい る。

工業所有権 は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権 の四つの権利 の総称であ り、こ

れ らの権利 はそれぞれ特許法、実用新案法、意匠法、商標法 とい う、いわゆ る工 業所有

権 四法 によって守 られ、運用 されている。
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1)特 許権

特許権 は、特 許法 に よ り規定 され てお り、高度 な技 術的思想 の創作(技 術 的なアイ

デア)を 保護 の対象 としている。 したがって、基本的 には金融保険制度 ・課税方法 な

どの人為的 な取 り決めや計 算方法 ・暗号 など自然法則 の利用が ない ものは保護 の対象

とはならない とされてい る。また、発見その もの(例 えば、ニュー トンの万有引力の

法則の発見)は 保護の対象 とはならない。

なお、特許権 は、特 許の利用 を独 占で きる権利 であ り、特許 を使 った商品の製造、

使用、販売、貸与等 を、商売 として独 占 して行 うことがで きる権利であ る。特許 の実

施 とは、特許 を利用 した商売 を独 占的に行 うこ とを指 す。また、特 許 を受 ける権利 と

は、高度な技術的思想 を創作 した者が特許 を出願 し、特許権 を獲得 す るこ とが で きる

権利 である。

・2)実 用新案権

実用新案権 は、実 用新案法 に よ り規定 されてお り、技 術的思想 の創作(ア イデア)

であって物 品の形状、構造 又は組合せ に係 るもの を保護 の対象 としている。ただ し、

特許権 とは異 な り、技術性 が高度 であることは求め られてお らず、技術性 の低 いアイ

デア も保護 の対象 となる。

ノン

3)意 匠権

意匠権は、意 匠法 に よ り規定 されてお り、意 匠、す なわち、物品(物 品の部分 を含

む)の 形状 、模様 もしくは色彩 またはこれ らの結合 によ り視覚 を通 じて美感 を起 こさ

せ るもの を保護の対象 としてい る。したが って、物品の外 観 に現 れない よ うな構造的

機能 は保護 の対象 とな らない。

4)商 標権

商標権 は、商標法 に より規定 され、文字 、図形 、記号 、立体的形状 も しくはこれ ら

の結合 またはこれ らと色彩 との結合 によ り、商品の生産者 ・仲介者 ・小売者 ・サー ビ

スの提供者が業務 にて利用 する ものを対象 と してい る。

(2)著 作権

著作権 は、著作 権法 によ り規 定 され、著作物 が保護 の対象 となってい る。著作物 とは、

「思想 または感情 を創作的 に表現 したもので あって、文芸、学術、美術 または音 楽の範

囲に属す るもの」 と規定 されてお り、具体的 には小説、音楽、美術 、映画、 コンピュー

タ ・プログラム等が これに当た り、50年 間保護 される。
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1.ソ フ トウェア権 利保 護の体系

(3)そ の他

工業所有権 お よび著作権 に属 さない知的財産権は、以下 に示す ことがで きる。

1)不 正競争防止法により規定 される知的財産権

不正競争防止法は、他者を妨害 した り、欺いた りして、商売上の競争的地位 を不

正に獲得 しようとする行為を規制する法律である。不正競争防止法に掲げられている

主な不正行為を述べる。

・周知表示混同惹起行為

商品に使用 されている有名 な(周 知)商 標 と同 じまたは類似の商標を使用 して商品

の出所を混同させる行為である。

・著名表示冒用行為

財産価値のある知名度の高いブランドを無断使用する行為である。

・商品形態模倣行為

先行開発者の商品の形態を模倣する行為である。

・営業秘密 の不正行為

営業秘密 とは、 「秘密管理 されてお り、技術 ・営業上の有用 な情報で、公然 と知 ら

れ てい ない もの」であ り、これ らの営業秘密 を不正 な手段 で取得、使 用、開示す る

行 為である。細分化 され、6つ に類型化 されている。

・原産地等誤認惹起行為

商品の原産地 を偽 って表示 し誤認させる行為である。

・営業誹議行為

競業会社が倒産 し、自社がその事業を承継 した等の情報 を流す行為である。また、

代理人等による商標冒用行為である、商標を付 した商品の総代理店契約が終了後 も、
ハ

その商標 を継続 して使用 しているノような行為 も含 まれる。

2)半 導体回路配置利用権

半導体 回路 配置利用権 は、半 導体 チ ップ保護法(半 導体 集積回路 の回路 配置 に関

する法律)で 保護 され、回路 を指 定登録機関(財 ・工業所有権協 力 セ ンター)に 登 録

す るこ とによ り、権利 が発生す る。
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3)そ の他

特許庁 による と、工業所有権 ・著作権以外の知的財 産権 は、不正競争防止法 によ り

保護 される権利 ・半導体 回路配置利 用権以外 に、以下があ る。

・植物の新品種 に係 わ る権利

種苗法 によ り保護 され る。

・商号 に係わ る権利

商法 に より保護 される。

・地理的表示に係わる権利

酒税の保全および種類業組合等に関する法律(商 標法および不正競争防止法 も関連

する)に より保護 される。
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1.ソ フ トウ ェア権利保護の体系

1.2ソ フ トウ ェア権 利 保 護 の現 状

従来 よ り、ソフ トウェア権利 保護 は著作権法 による保護が中心であ ったが 、1997年4

月1日 よ り施行 された新 しい特 許審査基準 に より、特許法 による保護 も現実 の もの と

なっている。本節で は、これ らの動 きを中心 に、ソフ トウェア権利保護の現状 を述べ る。

1.2.1著 作権法 による権利保護

1985年 に著作権法が改正 されて以来、 ソフ トウェアに関連 す る権利 の保護 は、著作

権法が 中心 となって きた。概要 を以下 に示す。

(1)保 護対象

著作権法が保護 す る対象 は、 「思想 または感情 を創作的 に表現 した もの」(著 作権法

弟2条 第1項 一)で ある。そ して、プロ グラムは 「電子計算機 を機能 させ て一(第2条

第1項 一 を示す)の 結果 を得 ることがで きるようにこれに対す る指令 を組み合わせ た も

の として表現 した もの」(第2条 第1項 十の二)と 定義 されてお り、プログラムの うち

創作性 を有す るものが著作権法 に よる保護対象 となる。なお、プログラ ミング言語、規

約、アルゴリズムは著作権法 の保護対象 とな らないこ とが明記 されている(第10条 第

3項)。

(2)著 作者

プログラムの著作者 は、一般 の著作者 と同様 に、プログラムの 「著作 物 を創作 す る者」

(第2条 第1項)で あ る。なお、法人等 の従業員が職務上作成す る著作物で、法 人等 の

名義 で公表す る著作物 は、法 人等 とす る規定がある(第15条 第1項)。 ただ し、 プロ

グラムに関 しては、企業秘密 と して外部 に公表 されない場 合 も多いため、.法人等の名義

での公表の有無 を問わず法人等 を著作者 とする特例があ る(第15条 第2項)。

(3)著 作権 の内容

著作者は著作権 お よび著作 人格権 を有す る。著作権 は、複製権 、翻案権、貸与権、有

線送信権等か ら成 る。著作 人格権 は、公表権、氏 名表示権、 同一性保持権 か ら成 る。

なお、著作物 の利用 を認 める規定 は、プロ グラムにも適用 され、私的使用 のための複

製、引用等 は可能 となってい る。また、 「プログラムの著作物 の複製物の所有者 は、 自

らその当該著作物 を電子計算機 におい て利用す るために必要 と認 め られ る限度 にお い

て、当該著作物の複製 または翻案 をす ることがで きる。」(第47条 の2第1項)に 規

定 されてい る通 り、プログラムにおいては、利用者が 自己の利 用のため に必 要 な複製、

翻案 を認めてい る。
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(4)保 護期間

プログラムの著作物の保護期 間は、一般の著作物 と同様 に、プログラムの創作時か ら

著作者の死後50年 とされてい る。 ただ し

場合 は、公表後50年 となっている。

法人が著作者の場合または未公表著作物の

(5)著 作権 の侵害

著作権の侵害 とは、著作権や著作人格権 を侵 害す る行為で ある。著作者の許可無 く、

プロ グラムを複製 した場合が これに相当す る。

なお、著作権法上、プログラム を使用 する行為 は、プログラムの複製 には該当せず著

作権侵 害ではない と解釈 されている。

また、1997年 の著作権法 の改 正 によ り、ス タン ドアロー ン用の コ ンピュー タプログ

ラムをサーバ にイ ンス トール し、複数 の端末上で稼働 させ る場合 には、 全 ての端末が

同一 の構内の ものであ って も、著作権法 違反 となるこ とになった。

1.2.2特 許法に よる権利保護

1997年4月1日 よ り、 「ソフ トウェア関連発明の審査基準」(1992年 制定)に 則 っ

た新 しい特許審査基準 の利用が 開始 され、ソフ トウェア特 許出願が特許 の審査の対象 と

なった。特許性(新 規性 ・進歩性等)を 有す るソフ トウェアは、特許付与 されるこ とに

なった。

注 目すべ きは、特許庁が ソフ トウェアに係 わる特許付与のためのデー タベ ース として、

コン ピュー タ ・ソフ トウェア ・デー タベ ース(CSDB)を 構築 したこ とであ る。CSDBに

は、ソフ トウエ ア関連技術 に関す る非特 許文献(コ ンピュー タソフ トマニュアル、学術

論文、企業校報 な どの技術文献)が 収録 されてお り、各文献の キーワー ドづ け、フリー

ワー ド抽出、抄録作成が ソフ トウェア情報セ ンター(SOFTIC)に より行 われてい る。

1.2.3不 正競争防止法に よる権 利保護

沐正競争防止法 による ソフ トウェア保護 は、以下の2項 目に分ける ことがで きる。

(1)営 業秘 密

不正競争防止法 においては、 「秘密 として管理 されている生産方法、販売方法その他

の事 業活動 に有用 な技術 上 または営 業上の情報 であって、公然 と知 らされ ていない も

の」は、営業秘密 と して保護 され る(第2条 第4項)。 プログラムの場合、開発 中の プ

ログラム等 は営業秘密の要件 を満 たす ため、プログラムの作成 者は プログラム を営業秘

密 として保護するこ とが可能で ある。
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(2)商 品等表示の混 同

不正競争防止法 では、他 人の商品表示 と同一 または類似 の商品表示 を使用 し、他人の

商品等 と混 同を生 じさせ る行為 を禁止 している(第2条 第1項)。 プログラムにおいて

は、他の商 品 と識別で きる商品表示 を行 っている特 定の画面が存在す る場 合、他 の商品

が この画面 を無断で利用 してい る場合が該当す る。

1.2.4商 標法 による権 利保 護

商標法で は、ソフ トウェ アの作 成者 が ソフ トウェ アを格納 した商品 に自己の商標 を表

示 して販売 してお り、第三者が この商標 を付与 した海賊版 ソフ トウェアを販売 している

場合 には、差 し止め お よび損害賠償 を請求で き・る。

1.2.5民 法に よる権利保護

通常 、ソフ トウェアは、ソフ トウェア作成者 とユ ーザ との間で 、ソフ トウェアの使用

許諾契約 を締結 した上で使 用 され る。そのため、ユーザが その使用条件 に違反 した場合 、

ソフ トウェアの作 成者は、契約 に関する民法の規定 を根拠 と して、契約違反の責任 を追

及で きる。また、第三者が プログラム を無断で利用 した場 合、民法上の不法行為 を根拠

と して、損 害賠償 を請求 で きる。
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1.3ソ フ トウェアの権 利保 護の国際的 な動 き

先進 国においては、ソフ トウェアに代表 されるデ ジ タル化 された著作物の、経済 的 ・

文化 的重要性が高 まってお り、著 作権 を中心 とした知的財 産権全般 に係わ る権利保護 の

風潮が高 まってい る。

1.3.1米 国

IITF(lnformationInfrastructureTaskForce)の 情報政策委員会 に設置 された知

的財産権 ワー クグループは、知 的財産権政策の検討 をテーマ と して、1994年7月 の 「グ

リー ンペーパー」 に続 き、1995年9月 には 「ホ ワイ トペ ーパ ー」 と呼ばれる報告書 を

公表 して、デジタル著作権の保護強化策 を打 ち出 している。 これ らの報告書で は、 メ

モ リーへの一時的蓄積 は複 製 に該 当す るとい う米国特有 の主張 を前提 と して、 ネ ッ ト

ワー ク上の著作物 を利用す る行 為 は、メモ リーへ の一時的蓄積 を伴 うので複製行為 に該

当す る とし、また、ネ ッ トワー クにア ップロー ドする行為 は複製物 の配布行為 にあた る

として 「頒布(distribution)権 」 に よる保護 を及ぼそ うと している。 「ホワイ トペ ー

パー」公表 と同時 に、その一部 を内容 とす る 「NII法 案」が米議 会に提出 された。 この

法案 では、著作権侵 害者 自身は資力 に乏 しいケースが 多い ことを理 由に、インターネ ッ

ト・サー ビス ・プロバ イ ダに対 し、サー ビス提供者 と して一定 限度厳 しい責任 を負 わせ

るこ とによ り著作権保護 を図 るとい う政策 を採 ろ うと した。しか し、この点等が原因 と

な りプロバ イダか らの強い反対 に遭い、1996年 末 には廃案 となった。 しか し米議 会 は、

1998年8月4日 、音楽や ソフ トウェア、 インターネ ッ ト上の作品の著作権 を保護す る

デジ タル著作権法案 を可決 し、プロバ イ ダの会員が著作権 を侵害 した場合 のプロバ イ ダ

の責任 を部分的に認め る もの となった。/

1.3.2欧 州

1991年 に、EUは 、著作 権 によるコンピュー タプログラムの保護 を内容 とす る指令 を

下 した。 さ らに、EUは 、1994年 に 「情報化社会への ヨー ロ ッパ の途」構想 を公表 した。

1996年3月 にはデー タベース保護 に関す るEU指 令が採択 され、これ を受 けて各加盟国

の国内で立法化が進め られ てい る。この指令は、創作性 に乏 しい素材であるが ゆえに従

来 は法的保護 の対象 とならない とされ ていた 「ファク ト ・デー タベース」 に関 し、デー

タベ ース構築 に要す る莫大 な投 資 を保護す る とい う見地か ら、デー タベース作成者 に

SuigenerisRightと 呼ばれ る独 自の権利(当 該デー タベー スの実質的な部 分に関す る

「抽 出権」 と 「再利用権」)を 付 与 して これを保護 しようとす る ものであ る。

1.3.3国 際機 関

先 に述べ た欧米の動 向 を背景 と して、 国連の専門機関であ るWIPO(世 界知的財産権
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機関)に おいて、著作権保護 に関す る国際的調和の見地 か らベ ルヌ条約の改定作業が続

けられている。 その一環 と して、1996年12月 にジュネーブで 開催 された外 交会議 に

よって、 「WIPO著 作権条約」 及び 「WIPO実 演 ・レコー ド条約」 が採択 された。

この うち、 ソフ トウェアに直接関係のあるWIPO著 作権条約 において は、初めて プロ

グラムの著作権 による保護が条約 中に明文化 されたほか、「頒布権」等 と並 び、電子 ネ ッ

トワークへの対応 と して 「公衆へ の伝達権」が認 められ た。これ は、有線又 は無線 の方

法 に よる著作物 の公 衆への伝達 を許諾す る排他 的権利 であ り、当該著作物 を公衆 に提示

され た状 態 に置 くことを含 む もの とされている。
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1.4ソ フ トウ ェア権 利保 護 の歴 史

ン

本節で は、ソフ トウェア権利保護の歴 史について、日本お よび米 国 を中心 に述べ る。

図1-2に 、 ソフ トウェア権利保護 に係 わる日米 の歴史 的経緯 を示す。

1970

1980

1990

米 国 日 本

ソフ トウェア無料配布時代

IBMア ンバン ドリング政策発表

ソフ トウェアをハー ドウェアと

分 けて販売

カーター教書発表

産業振興のために知的所有権

保護強化
バイ ・ドール法成立

政府資金による民間の開発時の

知的所有権 を民間に付与
著作権法改定
ソフ トウェア、データベースの

著作権による保護
ヤングレポー ト提出

国内外の知的所有権保護強化
包括貿易法成立
スペシャル301条 による制裁

クリントン技術政策発表

知的所有権保護強化

70年 代 ビデオゲームプログラム

コピー訴訟

日米科学技術協定締結

科学技術分野における交流 ・協

力促進
IBM産 業スパイ事件
プログラム権法の検討

プログラムを工業所有権の対象
とする

著作権法改定

著作権によるソフ トウェア保護

日米知的所有権協議

ソフトウェア関連発明に関する

運用指針の改訂
ソフ トウェア単体での特許認可

図1-2ソ フ トウェア権 利保護 に係 わる 日米の歴史的経緯

1.4.11BMの ア ンバ ン ドリ ング政 策

ソ フ トウェ ア保 護 が 産 業 的 に明確 な形 にな って あ らわ れ たの は、1970年 頃 にIBM社

が 、 ア ンバ ン ドリ ング政 策 を開始 した こ と に発 す る。 ア ンバ ン ドリ ン グ政 策 とは 、そ れ

まで ハ ー ドウェ アの 付 属 品 と して扱 って い た ソ フ トウェ ア を、ハ ー ドウェ ア とは別 に販
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売 する政策 である。この政策 によ り、工業製品 としての ソフ トウェアが確 立 し
、ソフ ト

ウェア保護の気運が高 まった。当時、米 国にお いては特別立法 も話題 となったが、既 に
ベ ルヌ条約へ の多数 の国の加盟 によ り

、外国 において も威 力 を発揮 す る著作権 による保

護が適切 とされ、1980年 に米国の著作権 法が改正 された。 これ によ り、従来 は文学や

芸術作 品を対象 としていた同法 を、プログラムやデー タベー スに も適用可能 と した
。

1.4.2日 本にお ける ソフ トウェア保護 開始

1980年 の米 国著作権法の改正 に端 を発 した ソフ トウェア保 護 をめ ぐる世界的 な潮流

は、日本 では、1986年 の著作権法改定 に至る様 々な動 きを呼 び起 こ した
。1980年 には、

日米科学技術協定が締結 され、日米間にお ける科学技術 の基礎的分野 における交流 ・協

力促進が宣言 された。これに より、ソフ トウェア分野の交流 も活発化が予想 され たこと

か ら、米国 における ソフ トウェア保護へ の関心が高 まった
。 さらに、1982年 にはIBM

産業 スパ イ事件が発生 し、IBM社 が 日本の大手 コンピュー タメーカを
、基本 プログ ラム

の流用の疑いで訴 えた。この事件 は、米 国政府が他国に対 して も、米国 と同 レベルの ソ

フ トウェア保護 を求 める端緒 となったばか りで な く
、社会が ソフ トウェア を著作物 と し

て認識す るに至 る象徴的 な事 件 となった。 こう した中、1983年 頃 に、 日本で は、 プロ
グラム権法 設立 の動 きが高 まった。ソフ トウェア保護 を行 うための特 別立法が米国で も

検討 された ように、日本 において も特別立法であ るプログラム権法が検討 された
。この

法律 は・ソフ トウェアを工業所有楡 ・より保護 す ることが鍾 に置 かれていたが
、米 国

の影響 もあ り、著作権 によ りソフ トウェ アを保護する ことに落 ち着いた
。

1.4.3米 国 の工業所有権保護 強化策

世界 に先駆 けて・コンピュー タ産業お よびソフ トウェ ア産業 が発達 した米国 にお、
、て、

1985年 のヤ ング レポー トの中で ソフ トウェア産業 を重 要な戦略的輸 出産業 とす るため

の施策の一環 として、工 業所 有権 の保護iの強化 を唱 え、1988年 には通 商法の改正 に よ

り知 的財産権保護強化が図 られた。1990年 には、日米知的財 産権協議が行 われ、リバー
スエ ンジニ ア リングに係 る規制等が話 し合われた

。

1.4.4ソ フ トウ ェア の社 会 的 地 位 の 向上 と国際 機 関 に よ る調整

1990年 代 に は い り、世 界 的 にパ ー ソナ ル コ ン ピュー タが 爆 発 的 に普 及 す る と と もに
、

イ ン ター ネ ッ トが 隆盛 を極 め 、社 会 に広 くソ フ トウ ェア が浸 透 す る につ れ
、 ソフ トウェ

ア 保 護 が 世 界 的 な 関 心 を集 め る こ と と な っ た
.そ の た め 、 国 際 的 にWIPO(W。,ld

IntellectualP・ ・P・・ty・・gani・ati・n:堺 知 的所 有teUe構)お よ びWr・(W
。,ldT,eaty

O「ganizati・n)に て ・ ソ フ トウ ェ ア保 護 に関 連 す る離 化 作 業 力・行 わ れ てお り
、1996年

に制 定 され た 条約 で は・初 め て プ ・ グ ラム の著 作権 に よ る保 護 が 明文 化 され た
.ま た 、

米 国 にお け る特 許 制 度 は・先発 明 蟻 、公 開制 度 欠如 、酪 査 制 度 、優 先 権 の効 果 の制
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限(ヒ ルマ ー ドク トリン)等 において、 各国 との隔た りが大 きく、WTOに おいて調整が

続 け られている。

1.4.5国 内 にお ける特許 関連政策の変化

国内において、従来 よ りソフ トウェア特許 は認め られていたが、ハー ドウェア と一体

化 されたソフ トウェアにのみ特許 を認め る等 、ソフ トウェアの現状 に合わ ない ことが問

題視 されていた。そのため、1997年 に特 許庁 は、新 しい運用指針 を発表 し、ソフ トウェ

アのみの特許 を認め る方 向に転換 した。
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2過 去の主 なソフ トウェアプロジ ェク トと知 的財産権の扱い

2過 去の主なソフ トウェアプロジェク トと知的財産権の扱い

本章では、主 と して通産省 にお いて過去 または現在 に実施 された ソフ トウェア開発 プ

ロジェク トにおける知的財産権の扱い について整理 を行 う。

2.1対 象 とす る プ ロ ジ ェ ク ト

本調査 で対象 とした プロジェク ト(契約関係)は 以下の10個 である。

(1)大 型工 業技術研究開発制度(以 下 「大型 プロジェク ト」)

この制度 は、国民経済上重要 かつ緊急 に必要 と思われる技術 開発 であ って、民 間が 自

主的 に技 術開発 を行 うには、リス クが大 き く、かつ、多額 の費用な らびに長期 間 を要す

るような もの に対 して、国が資金提供 を行い、産官学の連携 の もとに技術 開発 を実施す

るもので、昭和41年 か ら実施 されて いる。情報技術に関連 したテーマ としては、昭和

41年 か ら6年 計画で行 われ た超 高性 能電子計算機 プロジェク トな らびに昭和46年 か ら

8年 計 画で行 われたパ ター ン情 報処理 システムプロジェク トが ある。プロジェク トにお

い ては、電子技術総合研 究所が全体 の技術指導 ならびに研 究成果の と りまとめ にあた り、

国内大手 メーカ各社 が参加 した。

(2)新 世代 コンピュータ技 術開発機 構(以 下 、「lCOT」)

(財)新 世代 コンピュータ技 術開発機構(ICOT)は 、1982年4月 に、第五世代 コンピュ

ー タ ・プロジェク トを実施 す る中核組織 として設立 された
。第五世代 コンピュータ ・プ

ロジェク トは、知識ベース を用 い る推 論 を中核的 な機能 として持 ち、大規模並列処理 に

よりそれを実現す る革新 的な コンピュー タ ・システムの開発 を目的 と した。

(3)新 情 報処理 開発機 構 一 国 と技術研究組合 の契約(以 下 「RWC(国/組 合)」)

新情報処理 開発機構 は、実世界 の情報 を処理する革新的 な情 報処理技術体系の開発 を

目指 し、平成4年 度か ら始 まった10年 計 画の リアルワール ドコンピューティング(RWC)

プロジェ ク トを推進す るため に設立 された技術研究組合である。 組合 には16の 民間企

業 と4つ の海外研究所 が含 まれ る。各組合員企業 からの出向者 を集めた集 中研 究所 と各

組合員企業 に設置 された分散研究所 の2種 類の研 究拠点があ る。通 商産業省 が組合 に対

して一括 して研究委託 を受 け、各組合員 企業 に対 して配算 してい る。この ため、成果物

の知的財 産権の取扱 い も、組合内部 において組合員相互で利用す る場合 と、組合 と国 と

の関係 の二つの規定があ る。「RWC(国/組 合)」 は、組合 と国 との契約 関係 を指 す。
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(4)新 情報処理開発機構 一 技術研究組合内部の契約(以 下 「RWC(組合内部)」)

「RWC(組合内部)」 は、組合 内部 において組合 員相互 で利用す る場合 を指す。

(5)新 エネル ギー ・産業技 術総合開発機構 産 業技術研究 開発(以 下 「NEDO」)

新エ ネルギー ・産業技術 開発機構(NEDO)に は、大 き く分 けて新エネルギー技術 開発

関連事業 と産業技術研究 開発関連事業の二つが ある。後 者の産業技術研究開発 には約15

の事業 があ り、その中心 は産業技 術基盤研究 開発 であ る。研究 の実施方法 には、NEDO

と大学 や民間 との共 同研究 、NEDOか らの フェ ロー派遣 、補 助金 もあるが、多 くは大学

や民 間への研究委託 である。ただ し、ソフ トウエ アの技 術開発 の比重 は小 さ く、産業技

術基盤研 究 開発 にお け る新 ソ フ トウエ ア構 造化 モ デル プ ロジ ェク トや ヒュー マ ンメ

ディアプロジェク トな ど、その数 は多 くない。

(6)情 報処理振興 事業協会 創造的 ソフ トウ ェア育成事業(以 下 「IPAH7補 正」)

創造 的ソフ トウェ ア育成事業 は、一般 会計 か らの出資280億 円(平 成7年 度1次 、 及

び2次 補正予算)に 基づいて実施 された公募事業であ る。基礎 となる技術 シーズが明確

であ り、開発成果が今後の高度情報 化社 会の基盤 となる先進的 な技術 を具現化 したソフ

トウェアの開発 を対象 と した もので あ り、技術 領域 は、複 合 メデ ィア、ユ ーザ イ ン タ

フェース、解析技術、分散 コンピューテ ィング、知識処理 、ネ ッ トワーク技術、セキュ

リテ ィ等広範 にわた る。ただ し、現在の技術水準 の下で既 に充分 な実用化 、商 品化が見

込 めるソフ トウェア、商業的に開発 ・販売が可 能な ソフ トウェアは対象外 。大学等 の研

究機関 と企業 との連携 による開発や、ベ ンチ ャー企業 に よる開発 には特 に配慮が な され

ている。採択件数 は、112件 。

(7)情 報処理振興事業協会 高度情報化支援 ソフ トウェア育成事業

(以下 「IPAH8補 正」)

高度情報化支援 ソフ トウェア育成事業は、一般 会計 か らの出資21億 円(平 成8年 度補

正予算)に 基づいて実施 され た公募事業で ある。デ フ ァク トス タンダー ド(事 実上 の標

準)に 発展す る可能性 の高 い技術 をは じめ、独 創的 な技 術 シー ズの実用化 を図 るデ ジタ

ル技術の開発 を支援 し、ソフ トウェア技術の抜本 的 な レベルア ップを図るこ とを目的 と

してい る。創造的 ソフ トウェア育成事業 と同様 、充分 な実用化、商品化が見込め るソフ

トウェアや商業的 に開発 ・販売が可能 なソフ トウェアは対象外 で、産学連携 に よる開発

やベ ンチ ャー企業 による 開発 には特 に配慮が な されてい る。 また、開発成果 の利 用 イ

メージが明確 である ことを条件 として加 え、開発 された技 術の適用分野、利用形態等が

具体的であ るものを優先 している。採択件数は、20件 。
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2過 去の主 なソフ トウェアプロジェク トと知的財産権 の扱 い

(8)情 報処理振興事業協会 先進 的情報 システム開発実証事業(以 下 「lPAH10補 正」)

先進 的情報 システム開発実証事業(電 子商取 引の実用化等)で は、平成7年 度及 び8年

度 の補正予算 による電子 商取 引 に関する実証 プロジェク トの蓄積 を生か し
、さらなる技

術 開発の推進 や地域等 のニーズ に基づ いた、実用 に近い電子 商取 引 システムの構築 と実

証 実験 を行 うこ とに よ り、電子商取引の本格 的実用化 を促進す るこ とを目的 として
、一

般 会計 か らの出資423億 円 に基 づ き、実施 される ものである(実 施主体 は(財)日 本情報

処理 開発協 会(JIPDEC))。BPRな どの先導的マ ネジメン ト導入支援
、新規産業創造 に関

連 した プラッ トフォーム構築 とモデル的 アプリケーシ ョン、公共分野 における社会発展

の基盤 となる共通 プラ ッ トフ ォーム、医療福祉 ・介護、環境 リサ イクル、地域 産業の活

性化 に関連す るモデル アプリケー シ ョン、電子商取引を支 える基盤技 術 などが対象。採

択件数 は156件 。

(9)情 報処理振興事 業協会 独創的情報技術育成事業(以 下 「lPA独 創」)

独創的先進的情報技術 育成事業 は、情報技術分野 の独創的、先進的 な研究 開発 の技術

シーズ を発掘 ・育成 し、それ らの技術 の確立 を目指すこ とを目的 と した公募事 業で
、成

果 を広 く公 開 し、自由な利用 をはかることを前提 としている
。将来 の ソフ トウェア技術

の発展 にとって有用 な独 創的かつ先進的なソフ トウェア技術であ って
、公的支援 な しで

は研 究開発 が困難iなもの、また、研究 開発での成果な らびにソフ トウェアが公共 の資産

と して広 く利用で きる ものが対象 となる。研究期 間は原則 と して3年 以内。予算規模 は、

1テ ーマ年 間5000万 円以内で、平成10年 度 は新 規採用9件
。 なお、実施方式 は、請負

契約方式 と研 究員招聰方式 の2つ があるが、本調査 で対象 と したの は、請負契約 方式 で

あ る。

(10)技 術庁 振興調整費(以 下 「科技庁 」)

科学技術振興調整費 は、科学技術基本計画 に基づ き、各省庁 、大学 、民 間の研究 能力

を結 集 して基礎研究等 の総合的推 進 を図 るための競争的資金 と して位 置づ け られ てい

る もので、平 成10年 度270億 円、平 成11年 度 は302億 円が運用 されてい る。科学技

術振 興調整費 に基づ くプログ ラムは、大 きく産学官連携 プロ グラム
、制度先導 プログラ

ム、国際 プログラム、国研 活性化 プログラムの4つ に分 け られる。情報技術関連 は
、採

択 テーマの中で多 くはないが、平成11年 度か ら産学官連携 プログラム(総 合研究)に お

いて、情報科学技術分野 を重点領域 として強化が 図 られている
。
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2.2各 プロジェク トにおける知的財産権 の取扱 い

上記 の各 プロジェク ト(契 約関係)に おける知的財産権の取扱 いにつ いて、以下 に まと

める。 ここで は以下 の権利 に関 して契約 上の規定 を まとめ ることとする。

特許権

特許の実施

第三者への実施権許諾

特許を受ける権利

著作権

その他の権利

表2-1は 各 プロジェク トにおけ る権利 の扱 い方 につい てま とめた ものである。
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2過 去の主なソフ トウェアプロ ジェク トと知的財産権 の扱 い

表2-1 ソフ トウェア開発 プロジェク トにおける知的財産権の取 り扱い

特衿幅 ・ 著庄恨 領記熟貝
契約形態 特許権 特許の実施 〕ら二者 ぺの実施奄許脆 特許を受けo恒`1

00に帰属、
」,一

不明.
.

公共の這1上の要1良.肢 荊 コに帰属. 国に煽属,
.「「..

工皇所有権は可"べて図に:φ
的,桂,高 力能力等の条件に 属.
適合す1二は,謹 てち実施許
苫文引 引られ る、

大型プロジェ

ク ト
委8モ

国に帰日. 不明. 不問 亘]中幕属. 国に帰属、成栗均ビ対して 実用妬案橿.意 匠権:こつい
は著作権衷長文行い納入す て礼特許権ク同楳の規定が
ξ. める.

IcOI 請負

'

囚に帰属.た だし、産肢}云 国際其向研究の成典にっい 園僚共同研究 の蔵束:こつい 封に帰属.た たし 産肢ま 田に帰属, 実用新案樋.意 匠権につい
第10条 第1項 第1号 が適用さ てのみ規定あ リ.匡 と組合 てのみ規言めり.国:3組 合 第)0条寛,項 第1号 か連用a ても特許権と同様の規定が
れる国際共同研究の成果の ほ無償または厳粛な対価での同舎 ε{尋(.第 三者へ連 れる国事共同研究の成果力 ある.
発明等の場合は国と組合が 実施可能.こ の際,組 合1コ常実施噌許諾可能,組8も 尭明等の場邑ほ国と組さが

用rc 共有する.国 の承昆が必唇.僚 完実施 周の回暦事得 て許垢可能. 共有する、

d膨組合 委託 槽苦口贋書で規定.

組合雇用研究者の場合ほ岨他の共有者の同意を得るこ 他の共有特許権者の事前の帽さ雇用び究者の揚言に姐囚(」●属. 実用新案櫓、意匠権につい
合に帰属.登 口研究者の場 となく当煩発明 を互いに無 同意を得て第三者に直宮実 台に帰ぼ.畳 語rF究 看の場 ても特許権と同相の規定が
合は縞合と組合昌が折半, 情で実施可能.分 肘研従事 旅信害許諾で干る. 含は婚合～'}目合昌が折半、 ある.
国際共同研究の場合は1/2 者の成東に係わる特百の場 月跨共同ξト究の培台ぼし'2

R冒c ε国に無償頂渡 し.残 余に 合ほ優先実施権の付S申 籏 を国に無償i自渡し・ 残余:こ

組合内部 上の規定を適用. を行うことがぐきるか、集

中研従事者の場合IJこnを
上の規定を運用.

行わない.

旺DOと 委託先で均等に共 旺DOの 承甥により,無 情ま 悶[DOに第三者に冥途許籍で旺DOと 委託覧て均等に共
l
H=DOと 零肝 伐て均ヨ1に共 実用新案櫓、意匠権につい

有. たは低度な対働で実施61 きる.㌃ だし 実施条件に 育. 有. ても特許権と同樽の規定か
能.優 先実施権あり, 閲す るる罷免の■見を考慮 める.

φ る.

NεDO 委託
.

lPAの 創作ならIPA.開 発 規定なし. 規定な.. lPAの 創作な らIPA .閲 覧
.

原〔ロタ フトがあ6場 合は 覚書て.商品化の際のロィ
者の創作なら開発者に帰
属.そ の他の場合ほ共有,

者の創rト(∫ら開詫者〔一帰
属.そ の他の場さ:コ共有.

IPAと 開発吾7♪共有L.そ

うてない場合はIPAに 燭
ヤIJテ ィ支払いを規定.

属.覚 書

|PA(Hη ④ 賄負
ては,共 有しIPAは 開発看
の同息なしに行食しないこ

とと規定,

|PAの 創作ならIPA.開 発 規定なし. 規定な 一、 lPAの 創作ならIPA開 発 序 プロダウトかある場合は 覚●て 商品化¢際のロィ
者の創作なら開発葛に帰

属.そ の他の場合は共有,
者〔巳創作なら開襲名に帰

属.そ の他の場古:コ共有.

}PAと 開発者力、共有L..そ

うでない場合はIPAに 帰
ヤリテi支 払いを規定.

覚書て,特 許をうミ:ナ5権†1」属。覚書では.共 有L.IPA

IPA(H8補 正) 請負
の行渡は相手に事前通知を

規定、
ぽ開発古の同■なしにi〒便

しな〔、ことま)」.σ反発者力二
i〒|吏守る場合(こ1コlPA:こ事

市にi削0す るこど夢蜆宇、

IPAか 専有する、覚書で , 規定なし. 規定な.w
IPAかヨ盲するよ瓦書て、 lPAが 専有する,冗 書 拝外ブコ,ラ トの扱いの口

対価支払いによって共有を 対価支μいによ 二て社有 さ て 対価支払いによって穴 珀規定 を追加,梼 糸筋に創
規定. 短足, hを 規定. 股される細†`」にも言及.権

利共有の対価とし・て契約金

8PA(川0櫛 請負
"の2脇 の支払いを規定.

lPAに 帰属する.rこ だし別 開発古か実施 する際に:ヨ IPAわ＼遺編ξ実」琶権〔り詐言芒を lPAに 帰属す5.fこ たし剥 IPAが 町角す る.た だし別
紙で共有と規定. lPAと 臨摸すろ,IPA左 ～実 行う.間 滝者`」同意しなじ 紙て皇有⊂規定 、 紙て.開 発者が酌.入1刎宇に

地竜を設定下る時「に開発
-

η ぽ な ・3な1.・. ∈〔の氏Sを 宍示 てきるご
者は岡駕する. ～'S規 定.

lPA(独 創) 籏負

国に帰属.(た だし国立大 国は開発茗仁よる冥施 別 国ほ闇主者が指定し訂もの 元]に屠属. 国{.一 靖 蔵. 実用妬審権、e匠 櫓!「つい
宇の場合は国立大学の規定 用 声野原する. に降伏宝肺檜 盲あた曇るこ ても特許権ど同様の埠牢が
に従う} とかてさ5.し かし実施し ある.

なし、燐三」コ第三右〔こも実施

科技庁(振 興

調整費〉
委託

権付与.

.

φ
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2.2.1特 許権 に関 する規定

特許権 に関す る契約上 の扱い は、国 に帰属す る もの、一定 の条件 によ り共有が認 め ら

れている ものの2つ に分 かれる。

・大型 プロジェ ク トでは、研究 開発 の結果得 られ る研 究成果 につ いては、国立研 究所

(電総研 など)の 研 究成果 は もちろん、民 間企業等へ の委託研究 の結果得 られた研 究

成果 について もすべ て国の所有 と し、特 許権 を含 むあ らゆ る工業所 有権 は国 に帰属

する としている。

・ICOTで は請負業務 に関連す る特許権 は、国 に無償で譲渡 され ると してい る。

・RWC(国/組 合)で は原則 国 に帰 属す ると している。 ただ し、産業技術 に関す る研究 開

発体制の整備等 に関す る法律(「 産技法」)第10条 第1項 第1号 が適用 され る国際 共

同研 究の成果 と認 め られ る場 合は、開発者 との共 有が認め られている。

・RWC(組 合内部)で は、組合雇用研 究者、雇用従事研究者 、受 入研究者の場合 は組合 に

帰属 し、登録研 究者、非雇用従事研 究者の場合は1/2が 組合 に帰属 し、他 の1/2が

開発者 または開発者 を登録 または従事 させ てい る研究 従事組 合員 に帰属す る として

いる。 また、国/組 合の契約の場合 と同様 、「産技法」第10条 第1項 第1号 が適用 さ

れ る国際共 同研究の場合 は1/2を 国 に無償譲 渡する もの と し、残余 に上 の規定 を適

用す ることとなってい る。

・NEDOは 、委託先 と均等 に共有す る としてい る。

・IPA(H7補 正 、H8補 正)で は、IPAの 創作 による ものであれば、IPAに 帰属 し、開発者

創作 に基づ く成果で あると認め られる場合 には、開発者 との共有 にす る ことがで き

ると してい る。

・IPA(H10補 正、独 創的)で は、契約上 はIPAが 専有す ると している としてい るが、別

途覚書 を交わ して、その他の権利 とと もに共有であるこ とを明記 している(た だ し、

IPA(H10補 正)で は20%の 対価 支払 いが必 要であ り、契約時 に 「権利共有予約 に関す

る合意書」 を交 わ している)。

・科技庁 は国 に帰属 す ると してい る。ただ し国立大学 に対す る特記事 項 として、契約

上 の規 定 によらず、特 許権 を含 む知的財 産権の帰属 は、国立大学の規定 に よる、 と

してい る。 したが って、 この場 合、成果物 を もとに した特許権 を含め た工業所有権

は通常 のケースで は国立大学 に帰属す るこ とになる。

ところで、特許権 の設定 にあ たっては、既存の プロダク トや権利が どの よ うに守 られ

るか とい う問題があ る。プロジェ ク ト開始以前 に受注 開発者が所持 していたソフ トウェ

アプロ ダク トや権利 、さらに広義 の ノウハウで 、プロジェク トの成果物 と混 同す る可能

性 のある もの については、特許権 を含 む工業所有権 に関す る封 印手続 きを科技庁が契約

書上で規定 してい るほか、RWC、NEDOで は広義の ノウハ ウにも言及 している。また、IPA
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2過 去の主なソフ トウェアプロジェク トと知的財産権の扱い

では、主 としてソフ トウェアプロ ダク トとしての観点か ら、新規 開発 を除 くプロ ダク ト

を件外 プロダク トと呼び、件外 プロダク トの中で法的 に保護 された権利がすで に存在す

る場合(LegallyProtectedProduct)は 、その権利が影響 を受 けない旨、契約上明記 さ

れてい る。

/

2.2.2特 許の実施 に関する規定

特許の実施 に関 しては、各プロ ジェク ト間で大 きな相違 はみ られない。原則 と して国

と開発 者 に対す る無償 または廉価 な対価での実 施が認め られているほか、国の判 断によ

り優先 実施 権 を付与 するこ とがで きる。

・大型 プロジェク ト
、Icσrで は、国有特許の扱い に準 じて、所定の規定 によ り有償の

実施 となる。ただ し、特許料の算出 においては運用で カバ ー される部分 もあった。

・RWC(国/組 合)で は、国際共 同研 究の成 果につ いてのみ規定が あ り、国 または組合 は、

無償 または低廉 な対価で実施す ることが可能である と してい る。組 合が実施す る場

合 には、国の承認 が必要であ る。 また、優先 実施権 について は附属書で規定がある。

これに よれば、開発 者 も しくは優先実施権保 有者が指定 した者が 、以下の条件 を満

足す る とき、優先 実施権 を付与す ることがで きると している。

(1)申 請者 の実施計画が国民経 済の発展 な らびに国民生活の安定 に寄与す る こと。

(2)申 請者 が当該権利の実施 に関する技術的、経済的能力 を保持す るこ と。

(3)ノ ウハ ウ使用の 申請 にあたっては、 申請者が秘密 を厳守す ると認め られ ること。

・RWC(組 合内部)に おいては
、他の特許権共有者 の同意 を得 る ことな く、無償 で実施が

可能であ ると規定 されている。 また、分散研 従事者の成果 に係 わ る特 許の場 合 には、

優先実施権 の付与 申請 を行 うこ とが可能で あるが、集中研 従事者 の場 合 には、 これ

を行 うことがで きない。

・NEDOも 同様 に
、無償 または低廉 な対価(特 別 な事情が ない限'O無 償)に よ り、実施が

可能で ある。 また、優先実施権 につい ての規定は、RWC(国/組 合)と 同様 である。

・IPA(補 正)で は
、特 許の実施 に関す る規定 は契約上は特 にない。IPA(独 創)で は、開

発 者が実施す る場合 は、IPAと の協議が必要であ る。また、通常実施権 な らびに優先

実施権 の付与 をIPAが 行 う場合 には、開発者 は同意 しなければな らない。

・科技庁 で は
、開発 者 による実施 、利用 を許諾 す ると している。 また、開発者 または

開発者 の指 定す る者 に対 し優先 実施権 を付 与する ことが で きる。特 に、技術 開発 が

成功 した場 合 には、開発 を行 った民間企業 に3年 間の優先実施期間が設定 される。

2.2.3第 三者 への実施権許諾に関する規定

第三者へ の実施権 の付与 について は、各 プロジェク トと も国の判断 によ り可能 である

と しているが 、その条件 は微妙 に異 な っている。
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・大型プ ロジ ェク トで は、成果物 はすべ て国の財産 として公平 に扱 うとい う立場 か ら、

公共の福 祉 の要請が あ り、 また、技術的、経済的 に実施す る能力 を保持 す る もので

あれ ば、誰 であって も実施許諾 を受 け られる としている。実施料 は通常 の国有特許

の実施料率 に準 じて設定 される。

・RWC(国/組 合)で は、産技法第10条 第1項 第1号 が適用 される ような国際共同研 究の

成果 である場 合(す なわち、特許権 を共有す る場合)に ついてのみ規定 がある。 この

場合、国は組合の同意 を得て、第三者へ の通常 実施権の許諾 を行 うことが で きる。

また、組合 も国の同意 を得て許諾 が可能で ある としてい る。

・RWC(組 合内部)で は、他の共有特許権者の同意 を得て第三者 に通常 実施権 を許諾す る

ことが で きる としている。 ただ し、国 または国に よって再実施許諾権 を付与 された

者が、第三者 に対 して通常 実施権 を許諾 しようとした ときは、適正 な実施条件 を もっ

てそれに同意 しなければ ならない。

・では、国が第三者 に実施権 を付与 す る場 合 には、他の権利共有者(す なわち開発 者)

はこれ に同意 しなけれ ばならない、 と してい る。 ただ し、 この場 合、開発 者 は実施

条件 を国に対 して指定す るこ とがで きる。 また、国 と協議す るこ とに より、 開発 者

が第三者 に実施権 を付与 するこ とも可能である。

・IPA(独 創)で は、IPAが 第三者 に対する通常実施権 の許諾 を行 うもの とし、開発 者 は

同意す るこ とが条件 として契約上 明記 され てい る。

・科技 庁で は、通常 は、開発者 また は開発者の指定す る もの に実施権 を与 える として

い るが、所定の期 間内に実施 を行 わず、かつ それが公共 の利益 を損 なう と判断 され

る場合 には、科技庁 の判 断によ り、第三者 に優先権 を付与する ことが で きる。

2.2.4特 許 を受 ける権利 に関する規定

特許 を受け る権利 に関 しては、特許権 に関す る規定 とほぼ同様 である。

2.2.5著 作権 に関 する規定

著作権の帰属 に対す る考 え方 は、各プロジェ ク トとも特許権 に対す る考 え方 と同様で

あるが 、権利 の及ぶ範囲 については明確 に言及 されてい ない ものが多い。

・大型 プ ロジェク トで は、著作権 はすべ て国の所有 となる。

・ICOTで は、著作権はすべ て国の所有 となる。 また、納 品物 に対 して国(ICOT)が 著作

権者 であ る旨の著作権表示 を行い納品 しなければな らない。ただ し、第5世 代 コン

ピュー タプロジェク トの成果 につ いては、 ソース コー ド、な らびに ドキュメ ン トが

FreeSoftwareと して ㎜ 上で広 く公 開 され、ICOT終 了後、2年 間にわた り普及活

動が行 われ た。

・RWCで は著作権 はすべ て国の所 有 となる。権利 の及ぶ範 囲等 に関す る規定 は特 に な し。
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2過 去の主 なソフ トウェア プロジェク トと知 的財産権 の扱 い

・NEDOで は
、プログラム等の著作権 は、国 と開発者で共有 し、成果報告書 の著作権 は

国 に帰属す るとしている。

・IPA(独 創)で は国 に帰属する としているが
、開発者が納入物件 に 自己の氏名 もしくは

組織 名 を表示す るこ とは認め られている。

・IPA補 正では、契約上は、原 プロダク トが ある場 合のみIPAと 開発 者が共有 し、そ う

でない場合 はIPAに 帰属す る としてい るが、別途覚書 では、権利 は共有 しIPAは 開

発者 の同意 な しに行使 しないこ と、お よび開発者が行使す る場 合にはIPAに 事前 に

通知す ることを規定 している。ただ し、IPA(H10補 正)で は、20%の 対価支払 いが必要

であ る。

・科技 庁 は国 に帰属す る としてい る(た だ し
、国立大学 との契約 は除 く)。

2.2.6そ の他の規定

各 プロジェク トにお けるその他の知 的財産権 に関す る規定 を以下 に列挙す る。

・大型 プロジェク トで は
、特許権 を含め、すべての工業所 有権 は国 に帰属す る として

お り、 その扱い は通常の 国有財産 の扱い に準ず る。 ただ し、一般的技術情報 に関 し

ては、積極 的に普及促進 に努める こととし、国民 に対 して無償供与 され る。

・ICOTに おいては、実用新案権、意匠権 につい て も特許権 と同 じ規定が ある。

・RWC 、NEDOで は実用新案権、意匠権 につ いても特許権 と同様 の規定が ある。

・IPA(H7 、H8補 正)で は、覚書 の中で商品化の際の ロイヤ リテ ィの規定があ る。これ に

よれ ば、ライセ ンシ ング収入の2%が ロイヤ リテ ィ額 と して定め られ てい る。ただ し、

商品化 にあたっては別途協議 の上、契約 を結ぶ と している。

・IPA(H10補 正)は
、契約書上 では、商業的 または非商業 的利 用 に関す るすべ ての権利

な らびに将来的 に設定 され る権利 も含め て、すべ てIPAの 専 有 とす る旨を明記 して

いる。 ただ し、覚書 と して、工業 所有権 、著作権 を含め た知 的財 産権等 を将来的 に

共有す るための合 意 を結 んでい る。

・科技 庁で は
、実用新 案権、意匠権 について も特許権 と同様 の規定 があ る。

2.3知 的財産権取扱 いの分類

表2-2は 知 的財 産権 の取扱 いに関する各プロジェク トの立場 を まとめた ものである。

横軸 には特許権 に関する取 り扱 いを、また縦軸 には著作権 に関す る取 り扱 いを示 した。

特 許権 は現在 の我が 国の ソフ トウェアにおいて、普 及上の大 きな支障 とはなっていない

と思 われるが、米 国の状況等 も鑑み、成果普及の観点か ら今 後重要 となって くる と思わ

れる。また、著作権 は、ソフ トウェアに対す る権利 を保護す る もの と して現在 において
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は中心 的な もの となってい る。表中、左 上の領域 は、特許権、著作権共 に国が専有す る

もの を表 し、右下 の領域 は特許権、著作権共 に開発者側 と共有する もの を表 してい るが、

その間の分割 はスケール として は特 に意味 を持 たない。

表2-2知 的財産権 の取扱 いによるソフ トウェア開発 プロジェク トの分類

働 嚇 も、通常の国有
財湊ど同u扱 い

国が専有ずるが、開

発都 こ無償で実 施権

弍…1寸与

開発者と共有するが、
共有対価もしくは実施
の対価が必要

開発者をi賭c、
が 樹 緬も不要

菌撒 葉巻
大型 プロジェク ト

ICOT

■

RWC(国 組 合)

科技庁

Rwc(組 合内部)

菌類蒲紛 るが
凝褒め繍iま藺
め萎

mM独 創

類iず るが.i賭 ⑳
瀬 静逸聾

IPA(H10補 正)

舞有し.塗櫛描も
糟

NEDO

皿(H7補 正)

mA(耳8補 正)

表2-2よ り、過去の ソ フ トウェア開発 プロジェク トにおける知 的財産権 の扱 い と し

て以下 のこ とが考察 され る。

・大型 プロジェク トやICOTは 特 許権、著作権 ともに国 に帰属する もの とし、その利用

や実施 にあたって も特 に優遇 され るような ことはない。 これ は基礎 的な技 術 開発 を

主眼 と した もので、成果は広 く国民 に公 開 され るべ きであ るとい う目的 に よる もの

と思われる。

・RWC 、IPAで は、 ソフ トウェア としての成果物 の特 殊事情 を考慮 し、契約書 上で もソ

フ トウェアプロダク トの特性 を意識 している ように見 える。

・全般的 に基礎研 究 よ りの プロジェク トで は、知 的財産権 を国が保有す る ことが原則

となってい るように見 える。一方 、産業振興の 目的のために実施 されてい るプロジェ

ク トは、知 的財産権 をで きるだけ開発者 に帰属 させ、かつその実施 にあた って も優

遇 される ような方式 が検討 され ていると解 釈で きる。

・長期 的な傾 向 としては国の専有 か ら受託側 に も権利 を認め る流れが見 られ るが、法

的規制 な どか ら運用上の工夫 で対応す る例 もある。
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3ナ ショナルプロジェク トの成果 と してのソ フ トウ ェアのIPRを め ぐる議論

3ナ シ ョナル プ ロ ジ ェク トの成 果 と して の

ソ フ トウ ェアのIPRを め ぐ る議 論

本章 では、ナシ ョナル プロジェク トの成果 と して得 られた ソフ トウェア を産業界 に一

層 幅広 く普及 させ てい くと言 う問題意識 で、IPRの 扱 いに関す る問題点の有無
、その改

善へ の方 向、さらにIPRに 関連す るい くつかの話 題 につ いて
、有識者 に対す るヒア リン

グ結果 をま とめてい る。

3.1ヒ ア リン グ項 目

ヒアリングの項 目は以下 の ようなものであ り、これ をヒア リング回答者 に提示 して話

を伺 った。回答者 によ っては、この項 目の流 れに沿 って個別 に議論が展 開 され る場 合 も

あれば、これ らの項 目を含んだ形 で よ り全体的なあるいは包括 的 な議 論が主になる場合

もあ った。

● ヒア リング項 目

-
⊥

0
乙

3

4

民
U

C
U

7

8

9

関与 された プロジェ ク トは何で しょうか?

成果 と しての ソフ トウェアのIPR(こ こでは特許権、著作権 を示す)の 契約上の扱
い、 それを定め るに際 しての制約 な どは どうで したで しょうか?

例)国 が100%所 有、受託者 にも権利 を認める、な ど

IPRの 契約上の規定 が プロジェク ト参画の促進/阻 害要 因になったで しょうか?

例)研 究開発 の前提 に した既存 ソフ トの扱 い、 など

プロジェク ト遂行上 、IPRの 扱 いが促進/阻 害要因 になったで しょうか?

例)受 託者が分割所 有/共 有す ること、な ど

プロジェク トで生み出 された主 要な ソフ トウェア成果 はいかがで しょうか?

プロジェ ク ト後 に ソフ トウェア成果普 及 ・企業化の何 らかの対応策 が取 られ たで

しょうか?

その際 にIPRが どの ように問題 になったで しょうか?

例)分 割所有/共 有のため他社 との調整の必 要性が生 じた
、 な ど

成果 ソフ トの普及 ・企業化促進のためのIPR政 策の望 ま しいあ り方 についてのご意

見 は?

プロジェク ト参画 を容易 にす るためのIPR政 策 の在 り方 は?

10.新 しい ビジネスモ デルに対す るIPR政 策 の対応法 についてのお考 えは?

従来の 「開発成果 に価 格 をつ けて販売す る」的 な ビジ ネスモ デルだけでは もはや

不 十分。 デ ファク トス タ ンダー ドを目指 す戦略 や無償 で成 果 を公 開 して しま う

オープ ンソース方式 などの新 たなモデルにIPR政 策は どの ように対応すべ きか
。
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3.2ヒ ア リン グ回 答 者

ヒアリングに回答い ただいた方 々 は以下の とお り13名 である。

回答者A

回答者B

回答者C

回答者D

回答者E

回答者F

回答者G

回答者H

回答者1

回答者J

回答者K

回答者L

回答者M

プロジェク トの委託組織の責任者

プロジェ ク トの委託組織の責任者

プロジェク トの委託組織の担 当者

プロジェ ク トの委託組織の責任者

元 国研 の研究者、現大学教授

元国研 の研究者、現大学教授

元国研 の研究者、現大学教授

元メー カ研究者、現大学教授

メー カ研究者

メー カ研究者

メー カ知的財産権担 当セ クシ ョン責任者

ソフ トウェアハ ウス役員

ベ ンチ ャー企業経営者
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3ナ ショナルプロ ジェク トの成果 としての ソフ トウェアのIPRを め ぐる議論

3.3ヒ ア リン グ結 果 の概 要

ヒア リング結 果の概 要 を主要 なポイン トとして次表に まとめる。表 中で はヒアリング

の結果得 られた論点 を大 まか に、

●IPRの 扱 い と成果普及:関 与 したプロジェク トでIPRが どの ように扱 われていたか、

また成果普及 に際 して どの ような問題が あったか

● 国の制度:IPRに 関連 して問題 と考えている国の制度

● オープ ンソース:新 たな開発 ス タイル として最近注 目を集め ているオープ ンソース

形式 はIPRに 関 して従来の国の プロジェ ク トなどとは異 なる方針 を採 っているが、

こ うした新 たな形式 についての見解

● 国のプロジェ ク ト:公 的資金 を使用 して実施 される国の プロジェク トとして目標 に

すべ き技術分野の方 向な ど

● 大学 との連携:国 の プロジェク トで良い成果 を挙 げるために大学 との 緊密 な連携 を

図る必 要が あるが 、大学が抱 え る課題 につ いて

の5つ の観点 か ら整理 してい る。よ り詳細 な内容 については付録 に収録 してある議事録

を参照 されたい。
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表3-1ヒ ア リング結果の概要

IPRの 扱 い

●先進的独創的の成果の権利はIPAと なってい

るが実質的にはフリーにしている ●先進

的独創的は補助金が入っているので、フリー

にすることが事業目的に沿った成果活用法で

あると説明 し合法化 している ●先進的独創

的は基礎的な研究開発だがい くつかは商品化

されている ●Mosaicの 例にあるように

IPRの 扱いの工夫だけでは事業化は進まず、人

間の移動が本質的だろう ●日本の教育 も

悪 く、優秀な人間が皆大企業に行 こうとする

のも問題 ● しか し、米国の技術者も理想

家ではなく、自分の利益のみに敏感な一発屋

い

● ソフ ト開発が普及 していなか った時代 は成

果 を国が所有 して公開で も良かったが、企業

独 自のシステム開発が増 える と成果活用の意

味 か ら企業 に属す るのが良い ●H10補 正

の契約 ではIPAの みが第三者へ の権利譲渡が可

能 としてお り、米国流 に近 い ●IPRに 対す

る企 業の考 え方が甘 く、本来納 め られない も

の を納 め ようとす るケース多 い ●提案型'

プロジェク トの成果 は受託者 の ものに したい

ので、特 許はプロジェク ト開始前 に申請す る

よう指導 している ●成果普 及上IPRの 規定 の

問題 は少な く、事務手続 き上 の問題 が大 きい

●創造的 ソフ トとECで は15/150が 商品化 さ

れ で24を

●新エ ネルギー関連 はH6か ら、産業技術 関連

はS63か ら成果 を50%つ つ共有 と してい る

●相当 な数の特許 の管理 コス ト大。 ノイズの

特許が多い ことも問題 ●NEDOに は ソフ

トウェアの成果 が まだ少 な く、 ソフ トウェア

の著作権はH8頃 か ら話題 ●成果普及の観

点で はIPRの 問題 は大 きくない だろう。む しろ

受託側の事業化意欲 の少 なさ、成果 自身の魅

力 の無 さが問題 ● さらにNEDOで は基礎

研究 を主眼 に してお り、事業化 とは本来距離

い

● 自社 開発分 と国費開発分の切 り分 けが困難

なこ とが、国の プロジェク トへの参画障壁 に
ヵっている

あるべき姿
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3ナ シ ョナル プロ ジェク トの成果 としての ソフ トウェアのIPRを め ぐる議論

●1990年 頃に工技院の委託開発制度が変わっ

たこともあり民間に渡す方向 ●初期のこ

ろはソフ トウェアを著作権で保護することの

意味が理解できず ●IPAで は実質受託側に

渡 しているが、法律上本来は国の もの ●

インオペの成果として国が所有 した規格案に

基づいて民間が製品を作ったが トラブルなし

●昔は、国の予算で開発 したものは国のもの

との考え方が常識化 していたが、その後企業
が力 をつけるとともに共有する方向になって

きた ●電気試験所では研究者が自分の成果

をメーカの与え特許化 したこともある ●

成果が共有されるために他社 との調整が困難

で事業化 しにくいとの話を聞いたことはある

は

●成果に対する国のガー ドが厳 しく、実質的

に企業が使えなかった ●成果が国のもの

になるとそれが囲い込まれて発展的に使われ

ないことが問題 ●IPRが 問題になるほどこれ

までに成果普及が進んだ例はない。強いて言

えば手続きの煩雑 さ

●資金が十分にあったバブル期は国のプロ

ジェクトは事業性の薄いものを対象にしてお

り、IPRに も関心はなかった ● しかし最近

は事業化意欲が強いためIPRの 独占的優先実施

権を主張する ●さらに国の予算 と自らの予

算 を合わせて実施するので、特許 も分けて考

える

● コピーが容易 なソフ トウェアは現在

のIPR制 度 を維持 す ることは困難 で、

FSF的 発想が重要だ ● 政府 はM)0

(FSFも その一形態)を 育 てるこ とが

重要 ● デフ ァク トス タンダー ドに

対する支援 も重要

●企業のインセンティブを高めるため

に企業に優先実施権 を与える方向だ

が、納税者の立場 も勘案すると大学や

国所が基本特許取得 し、応用特許を企

業に与えると言う対策が現実的
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●対価支払 いを免れ なが ら成果 の権利 を共有

す るために、本質的で ない部分 のみ をフリー

に した こともある、その場合は公 開されてい

る部分だけでは第三者は使 えない ●時間的

制約な どがある国のプロジェク トで第三者 も

使 える ような完成度 を備 えた システムを開発

す ることは困難 ●IPRの 扱 いが成果普及 につ

いて クリテ ィカルな問題 とは思 えないが、参

画時の障壁 にな りその結果 と して良い成果が

れ カい ロ は る

●RWCPで は成果利用 を審査す る機 会が年2回

しか な く時間 もかか り問題 ●大プロの成果

を事業活用 した ことはない。IPRの 問題で はな

く研究開発 の技術 的方向性 に問題 があった

● フ レン ド21で は高額 なロイヤ リテ ィを要求

され事業化 を断念 した、以後国のプ ロジェ ク

トには良い特許 などを出さない風潮が加速 さ

れた ●良い特許 を生 むため には発 明者へ

の動機づ けが必要で、国のプロジェク トでは

これが できない ●RWCPで 、 自社開発分

を除いて新規 開発部分 だけ納め たことがある

の だ}で は で かい 。

●最低 限共有 にす ることが正式文書に記述 さ

●全般 的にIPRに 対す る意識 は弱 かった ●

IPAプ ロジェク トで は自社 ノウハ ウで開発 した

部分活用 に危険 を感 じ、 また共 同開発企業の

選定 に も気 をつか った。成果 の権利 を共有 し

て しまうため気心の知れた所 としか組めない

●IPAに 原 プロ ダク トの制度があるのは承知 し

ているが手続 き上の問題 や予算削減の可能性

を避けたかった ● これ までの国の プロ

ジェク トの成果 は事業化 とは関係 なか った

が、最近 の ものでは商品化 も考 えている

● ソフ トハ ウスでは国のプ ロジェ ク トの事業

化 よ りもプロジェク ト受注 により得 られ る人

が の 。 と て

● ソフ トウェアは既存資産 と新規の切 り分 け

困難、既存 の場合で もその まま使 う訳で は無

いことが多いが、権利擁護のために既存 とす

ると開発 費が削減 される ●IPAプ ロジェ ク ト

の成果の一部 をライブラ リとして事 業化 した

いが ロイヤ リテ ィ寄与分の算出が困難 そ う

●少 な くとも共有 になっている必 要あ

り。 ただ し国 との共有には ロイヤ リ

テ ィ支払い と言 う民間企 業 との共有 に

はない問題 があ り、あ ま り歓迎で きな

い

●権利を共有することに異論はない

が、第三者への実施権付与の際には現

状 よりも高額な費用を徴収 して も良い

だろう

● ソフ トウェアには権利 化 して守 らな

ければ ならないような部分は暗号 アル

ゴリズムなどごく一部 しか無 い。ほ と

ん どは次か ら次へ と出て くるアイデ ィ

アを組み入れて機能強化な どを図 るこ

との方が重要 ●国の プロジェク トの

成果 ソフ トは完成度 とは関係 無 く、基

本的にオープンにす るのが妥当。それ

で第三者の使用の可能性が広が る

●ベンチャーにとって重要なのはIPR政

策ではな く企業化するための本質的な

支援策。成果が需要家とマ ッチングす

るための場や既に権利化 されている技

術の検索サービスなどが欲 しい ● 自

社の既存の権利を守るために内定通知

後に特許申請 した。完成後に申請する

積 もりだったので無駄な時間と費用を

か(た

、ノ

一48一



3ナ ショナルプロジ ェク トの成果 と しての ソフ トウェアの1PRを め ぐる議論

国の制度

回答者 現状認識 あ るべ き姿

A

B ●国有財産法では 「国の予算で開発 したものは

国の もの」 との規定があ るが、原 プ ロダク トが

あれば成果を合法的に共有できると考えている

●デファク ト的なものが対象だと国に権利が行

かなくても良いかも知れない ●国が直接実

施す ると制約が厳 しいが、IPAだ と多少融通が

利 く ●IPAか ら企業に補助金として予算を

だせ れば成果 の権利 も100%受 託側 に行 くこと

になる。これは法律上の問題はな く政策判断の

範囲 ●IPRに 関 して国の法律 を問題 とは思

わない。 む しろ国有財産法上実 質的 にはハー ド

ウェアを開発対象 とで きないこ とが問題

C ●工技院が直接実施すると国の法律に厳格に縛

られ るが、NEDOだ と多少 の融通が利 く ●

NEDO成 果を途上国に無償で配付 しその上で事

業展 開する ような提案 もあ るが、財政法 でロイ

ヤ リテ ィ支払が義務づけ られているこ とが ネ ッ

ク ●国有財産法、財政法が問題だが.

D

E ●実質委託の仕事 を請負でやらざるを得ないの ●大統領が替わると国の方向も変化
で新 たな対応策必要 する米国の ように、 日本 で も法改正

がで きる くらいの覚悟 で進め たい
F

G ●国有財産法を改正 してたとえば研

究の成果 には及 ばない と言 うように

する必要あ り、運用 で カバーは良 く

ない ●研究開発は委託でも請負で

もない フリーな形式 が良い、騙 され

ることも見込 む必要 あ り
H

1

J

K

L

M
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オ ー プ ン ソ ー ス

回答者 現状認識 あるべ き姿

A

B

C

D

E ●電総研の成果 を組み込 んだソフ ト

な ど、実質的 にはやっている。

● オープ ンソース方式が万能ではない。 シ

ステムプログラムな ど多面的な性格 を持つ

ものは向いてい る。

F

G

H

1 ●国がOSSを 支援するのは良いが実質的に

は法制度上困難ではないか

J ●OSSに は、第三者の権利不侵害の証明、

動作保証 な ど難 しい面があ り、国がやるの

は実質的に難 しいだろ う

K ●OSSそ のものは良いが国が金を出すと参

加困難

L ● 国がサ ポー トするのは良い ことだ。権利

侵害 な どの問題のあるか も知れないが、基

本 的には金で解決で きるだろ う

M
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3ナ ショナル プロジェク トの成果 と しての ソフ トウェアのlPRを め ぐる議論

国の プ ロ ジ ェ ク ト

回答者 現状認識 あるべ き姿
A ●基礎研究の積み重ねではなくワンアイ

デ ィアで製品になるもの もあ る。 こうし

たプロジ ェク トを支援 したいが公募 など

の手続 きが煩 わ しい とダメだろ う ●

米国には調達型の研究開発があるが日本

にはない ●OSS的 開発を支援する枠

組 み と して 「ス ー パ ー ハ ッ カ ー セ ン タ ー

構想1を 提案 している

B

C

D
●委託事 業の性格付け を明確 にすべ き。

グラン トか、補助か、調達 か、請負か
E

・

●国は インフラ的 なもの を主体 に し、 ア

プリは補助金やベ ンチ ャー支援 で対応
F ●昔の電気試験所は、その成果を技術指導 ●国は環境時代(=ポ ス ト情報時代)に

の形で民 間企業 に提供す ることを ミッシ ョ

ンとしてお り、それ を特定企業への利益 供

与 とは考 えなか った ●現在では国研 と

向けた研究 開発が必要。エ ネルギー、食

糧、生命科学、社会環境 な どだ ●新

しい技術 は新 しい社会問題 を生 む。 こう
民間企業の技術 レベルの差異 も無 くな り、 いう実験的なところも国の役目
国研 の ミッシ ョンが変 わって きた

G ●景気対策の施策を国がやるのは誤 り

で、本来民間が自ら考えるべ き
H ●3,4年 前 までは、民 間は十分 な研究予算

を持 っていたため重要 なテーマは自ら実施
● シーズ主導では産業 は興 らない。 まず

は市場 ニーズが重要で、国 はそのための

し、国の予算の対象は事業性が薄いものに

限定 された ● したがって実施体制も会社
社会的ニーズを示すべ き ●ニーズ顕

在化のための プロジェ ク トを起 こ し技術
組織としての対応 よりは現場 レベルのもの シーズ を高め ることが必要(放 送の デジ

で、成果の事業化努力 もしていない ● タル化、ITS、 在宅医療 など)

最近は資金が十分でないため国のプロジェ

ク トにも積極的に対応 してお り、事業化意

欲もある

1 ● 国のプ ロジェク ト参加時 にIPRの 扱いは

大 きな問題。社内 に類似 プロジェク トや関
●国は もっとベースに近 い分野 を対象に

すべ き(オ ン トロジ ィとか知識管理 と
連実績がある場合などは逆に最適な体制 を か)

組めない ●国がビジネスに近い分野をや

りす ぎている

J ●インフラ整備や社会実験を対象にする

のが良い、 い くつか同時並行 的 にやって

自然淘汰で良いものを抽出する ●構

想の良 さや誰がやるかで周 りのサ ポー ト

具合が異 なる ●ハ イエ ン ドなもの を

やれば技術が下流に流れるとの考えがあ

るがそれは誤 り、家庭 で使 うものなど 日

本が得意 とする分野 に注 力せ よ
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●国のプ ロジェク トには参画 には積極 的で

ない。理由は会社の方針 と異 なる技術 開発

の余裕が ない こと、IPRが 国 に属す ること

●規格制定 などに国の資金が入 ることもあ

るが、インテ ンシブな技術 的議論の場 にそ

れ£ の るこ とは カい

●成果物書類の作成に非常な手間がかかる

●予算の目的(景 気対策とか中長期の技

術開発とか)を 明確にして、それに沿っ

たプロジェクト運営必要。 ●基礎的な

部分、弱者救済よりは強者育成、技術者

●単 にソフ トウェア製品を売 ることか ら

サー ビスを出 ることへの
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3ナ ショナルプロ ジェク トの成果 としての ソフ トウェアのIPRを め ぐる議論

大学 との連携

回答者 現状認識 あるべ き姿

A

B

C

D

E

F

G

H ●学内の意思決定機関である教授会は

全会一致を原則に運営されてお り、既

得権益を守ろうとの体質が強いので、

余程の外圧が無いと変革は不可能

.

●教育と研究の分離が必要。教育は安定

的な環境の下、長期的な視野に立って実

施されるべ きだが、研究には競争原理を

導入して学外からも資金調達をすべき
こうした環境にすれば米国のように企業

ニーズを意識せ ざるを得なくなる

1

J

K

L

M
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〆

3.4ヒ ア リン グ結 果 の整 理

ヒアリングの中で言及 されてい る話 題 はIPRに 止 まらず、受託者の起業家意識 、国の

プロジェク トと してあ るべ き方向性 、社 会文化的 な背景 な ど、国のプロジェク トの成果

の事業化 に何 らかの形 で関連する相 当広 い範囲の議論 を含 んでいる。本調査の中心的論

点であるIPRを やや逸脱 した とも言 えるこれ らの観点 での議論 も非常 に興味深 い もの

であるが、そ うした分析 は4.2節 に譲 るこ とに して、本節で は一応IPRの 扱い に焦点 を

当て、 ヒアリング結果 を大 まかに整理す る。

3.3節 の表あ るい はよ り詳細 には議事録 に示 されるよ うに回答書の意見 は多様 であ り、

また同一の回答者 の回答 の中です ら矛盾 あるい は必ず しも整合 してい ない と思 われ る

見 解 も散見 され る。こう した点 はその ままIPRの 扱い を一様 に論ず るこ との困難 さを示

している と考 え、必ず しも回答者 に矛盾 を正す よ うな方向での議論 を求め てい ない。こ

こで は各 回答 者の論点 の対 立点 あ るいは重 きを置 いている点 を際立 たせ るこ とに主眼

を置いてお り、些末な部 分での多少 の相違 をネグ レク トす ることに よって、回答 者の見

解 は以下の6つ の立場 に整理 で きる と考 えられ る。

㌘ 、

a.現 状肯定派

回答者B、Cな どの見解がその代 表である。成果 の普 及に際 して現状 のIPR制 度 に大

きな問題は無 い、あ るいは少 な くとも現時点で制度 に関 して困惑 してい る事 態 には遭遇

してい ない とす る見方で ある。もちろん彼 らも現時点で国の成果 ソフ トウェアの普及 ・

事業化が十二分 に進 んでい る と考 えてい る訳 ではないが、普 及 ・事業化が進 まないの理

由の大 きな ものは む しろ受託側 の事 業化意欲 の少 な さや作 られた成果 その もの に魅 力

が少 ない ことである としている。す なわ ち、例 えば事務 手続 きの煩雑 さな どIPR制 度が

完壁では無 いにせ よ、その問題 を具体的 に強 く指摘 で きる程 に事業化の例 が まだ多 くは

無 いと言 う認識 を持 ってい る。

この主張 はプロジェク ト委託側の回答 者 に多いが、プロジェク ト委託側 としては、よ

り良い成果 を生 むため には研究開発 にとって本 質的でない作業(実 態 と乖離のあ る契約

形態 とそれか ら派生す る意味の ない開発 作業 、 ドキュ メン ト作成 など)に 多 くの時間 を

費や さざるを得 ない現状 の改善 の必 要性 や単年 度会計 な どの プロジェ ク ト運 営上 の問

題の解決 に向 けての努力 も必須 であろ う。

b.成 果全面公開派

回答者E、F、Gが 代表的主張 を展開 しているが、さらにはAの 見解の一部 に も同様 の

指摘が見 られ る。国の プロジェ ク トの成果 は基本的 には100%公 開すべ きで あ り、そ う

す るこ とによって成果 の普及 を最 も促進す るこ とがで きる との主張 である。この背後 に

は、コピーが容 易 なソフ トウェアは現在 の囲い込 み的IPR制 度 と矛盾 な く同居す る こと
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は不可能であ るこ と、 ソフ トウェアの普及の ため にはFreeSoftwareFoundation的 発

想が重要であるこ と、またそ もそ も国は基礎研究的な分野 にの み力 を注 ぐべ きで あるこ

となどの認識が見 られ る。

この主 張 は現行の 国有財 産法 な どの諸制度や それ に基づ いて資産 の管理 を行 う国あ

るいは国の代行機関の業務 と本 質的 に相容れない側面 を持 ってい る(机 の よ うな物品 と

研究 開発成果 を同列 に扱 うことは誤 り、研究開発 成果 を紙の量 に換算す るこ とは研 究者

の高 い意欲 を阻害す る、研 究開発成果 の検収 を技術 を理解 しない人 間が実施す るこ とは

誤 り、 な どの主張)。 さらに国のプロジェク トの契約形態 に して も委託 や請負 に替わる

別の形式 を設定 して研究 開発 に適 したよ り自由な形式 の確立が必 要であ ると してお り、

その際 に契 約上の しば りを少 な くす ることによって生 じ得 る契約不 履行 者の存 在 も必

要悪 と して認 めた制度 の検討が必 要 と考 えてい る。米 国の調達型研究(形 式 的には調達

であるが、実態 として研究 を行 う。受託者は細か な規制や規則 に縛 られず に研究 を実施

で きる と言 う)の ように 日本 には存 在 しない研 究開発契約制度 の重要性 を指摘す る意見

もある。

長引 く不況の中で国(特 に通産省)の 予算が企業経営 に寄与 してい る比率が高 まって

いる現状で は、やや理想論 に近い と感 じられるこの主張 には、もう一つ疑問が ある。そ

れ は、実態 として情報 分野 の基本的 な部分は米 国の製品や技術 に圧倒 されてい る状 況が

あ り、日本が実施すべ き基礎研究の分野 と して成算が見 えるのは何 か と言 う点であ る。

この選択 を誤 る と、見返 りの期待 で きない投資 を続けるこ とにな りかねず、後述 す るよ

うに将来 を見越 した適正 な研 究開発 ポー トフォリオの確立 が合 わせ て論 じられ なけれ

ばな らない。

c.国 ・企業独立路線 推進派

回答者1、Jに 顕著 に見 られる論調 だが、 さらにD、H、Lに も同様 な傾向があ るか も

知 れ ない。国のプロジェク トに関連 してIPRの 扱 いにはい くつか課題 があ るが、特 に大

きな もの は既 に受託 者が事前 に所 有 してい るノウハ ウや ソフ トウェア と国の成果 の切

り分 けの問題で ある と考 えている。形式論 として は、そ れ らの既存技術 は事前 に届 け出

るこ とによってその権利 を守 るこ とが で きるこ とになってはい る ものの、特 にソフ ト

ウェアの場合 は既存部分 と新規部分 の切 り分けが困難である こと、既存部分 と言 って も

その まま使 える訳 では無 く何 らかの形で手 を入れることが必 要、それ に も関 わ らず既存

技術 とす ると費用が削減 されるこ と、な どの問題があって手続 きどお りに既存部分 を切

り離 す ことが難 しい としている。さらに、企業 の既存技術 の権利擁 護の ため に敢 えて既

に実績 のある技術者 をメ ンバーか ら外 したプロジェク ト体制 とす る こともあ り、実績が

あるが故 に最適 な体 制 を作れない と言 うパ ラ ドックス も生 まれ る。また、仮 に既 存部分

として開発 を進めた場 合 には、その部分 の権利 は企業 に属す るため それ を除いた最終的

な納 品物件 はそれ 自身では まとまった意味 を持 たない 中途 半端 な もの にな らざる を得
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ず、仮 に第三者が プロジェ ク ト成果の利活用 を企 てて も成功す る筈が無いこ とも指摘 し

ている。

こうした ことの原 因の一端 に国の プロジェク トが企 業の製品 開発 に近す ぎる分野 を

設定 していることが あ り、国は企業活動か ら離 れた ところにその研究開発分野 を設定す

べ きと主張 している。インフラ整備や新技術 に関する社 会的実験、ニーズ顕在化 のため

の社会的プロジェク トな どが研究分野の具体例 の一つ である。

情報技術がネ ッ トワークを通 じて想像 を超 える影響力 を持 つ ことを考 えると、こう し

た主張 には説得力が感 じられる。 しか し同時 に、研 究開発 や商 品化が世界 的な規模 で極

めて短期 間の うちに浸 透す る事実 を目の当た りにする と、この ようなプロジ ェク ト遂行

には多 くの点で強い ダイナ ミズ ムが要求 されてい る点 に も留意 しなければな らない。

d.企 業優先使用派

回答者Kや さらにはHの 一部意見 もそ うである ように見 える。国の費用 を使 う研 究開

発 とは言 え、実際 にアイデ ィアを出 して研究 開発 を行 うの は受託側企業 であ る。 した

が って、彼 らにその権利 が行 かないのは極めて不 自然であ り、最低限権利 は共有す るこ

とにならない とプロジェク トに参 画で きない と主張 している。現行 の国の プロジェク ト

では国有財産法 などの法律 的規制 があるため、契約書上 に 「権利 を共有す る」 とは記述

されずに覚書 きなどの補足 的文書 や運用で カバー され ることが多 い印象があ るが、回答
ビ

者Kは それは十分な対応では無 く、契約書上 に明記 され なければな らない と してい る。

実際、この回答者が属す る企 業は、この理 由か らか国の プロジェ ク トへの参画 に熱心 と

は見えないが、高い技 術力 を持 ち独 自の コンセ プ トの商品開発 やマーケテ ィングで名高

い 。

前述 したよ うに、最近 の基本的 な流れ と しては権利 は委託側 ・受託側で実質的 には共

有す るようになって きてお り、その意味 ではこの主張の根拠 はやや薄れてい る印象 もあ

る。 しか し、この主張 の背後 には、研究 開発その もの は受託側 の コン トロー ルの下で実

施 されるべ きであ ること、各種事務手続 きは研究 開発の進行 を第一 に考 えて簡素化 され

るべ きこ とな どの プロジェク ト運営方法 に関す る主張 もあ り、その意味で は残念 なが ら

現行の制度 の残 された課題 は大 きい。

ミ

e.成 果普及懐疑 派

国の プロジェク トの成果 は企業の活動 とは直接結 びつ かない との見解で、回答者Lに

代表的な意見が見 られ るがJ、Hの 指摘 の中に も類似 した意見があ る。彼 らは国のプロ

ジェク トの成果 を元 に普及発展 させ てい く意志 を必ず しも持 たない、あるい は持 てない

と考えている。この意見 に従 うとIPRは 大 きな意味 を持 たず、したがってIPRに 関 して

議論す るこ とも基本 的 に意義が少 ない と言 うこ とになる。

この主張の論拠 にはい くつかのパ ター ンが ある。第一 は、成果 を普及 させ て行 こうに
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もその市場 が見 えない と言 うものである。ソフ トウェア成果 を生 か して事業化す る際 に

最 も自然 な形 はパ ッケージソフ トの形で製品化することである。しか しなが ら、日本の

パ ッケージソフ トウェアの市場 は欧米のそれに比較する と相対 的に低調 ・未発達 である

ため、プロ トタイプの ソフ トウェアを敢 えて製品 として完成 させ るための努 力や リスク

を冒す意欲 を持 てない と考 えてい る。第二 のパ ター ンは、そ もそ も国の プロジェク トで

は 自社 内で抱 えてい るテ ーマの うち事業化 と言 う観点で は可 能性が相 当低い もの を対

象 に してお り、したが って当初 か ら事業化の意欲 を持っていない と言 う考 えであ る。こ

の場合、事 業化の可能性が見 えてい るテーマは自社内の予算で実施 しているが
、それは

権利 関係 を複雑 に しないため とか、自らの全面的 なコン トロールの基で研究 開発 を実施

で きるか らな どの理 由によるもの と思 われ る。第三のパ ター ンは
、基礎的 な研 究開発で

はテーマの将来性 を判断するこ とが難 しく、したがって、事業性 を考 えて も成功 しない

こ とが多い と言 うものである。例 えば回答者Jは 過去に国の プロジェ ク トと して行 った

ジ ョセ ブソンジャンクシ ョンやガ リウム ひ素メモ リの研究 が結果 と して産業 的 には方

向違 いだったこ とな どを挙げて、基礎研究の成果 を事業化す ることの難 しさを指摘 して

い る。

いずれの論拠 であれ、この考 えに従 うと成果のIPRに は企業 は関心 を持 たず(持 てず)
、

国か ら請 け負 った仕事の範囲内で一定 の金銭的利益 や技術者 の教 育的効果
、対外発表 の

機会 な どを得 るこ とがで きれば事業 目的は達成で き、それで プロジェク トは完結 した も

の と言 うことになる。この主張 に賛 同す る声 は少 なか らず ある との印象があ るが
、成果

普及 に関 して積極性 に欠 けるこの層 の存 在は大 きな問題であ る
。前述 した ように原因は

種 々あ り、例 えば二番 目のパ ター ンの論者 は景気 の動向 に極 めて敏 感で あ り
、現時点 で

はむ しろ国の プロジェ ク トの成果普及 と自 らの事業の関係 を密接 な もの と して考 えて

い る。一番 目と三番 目は問題の根が よ り深い
。こ うした層への対策 は研究 開発 にお ける

技術 的観点 、産業構造的観点 などか ら総 合的に考 えていかな くて はな らないであろ う
。

f.脱IPR派

ベ ンチ ャー企業経営者 の回答者Mが 代 表的 な意見 を述べ てい る
。IPRは 成果普及の た

めに一 つの要素で はある ものの、現時点 での最重 要課題 では無 い と考 えてい る。ベ ン

チ ャーに とって最大の問題 は顧客 を確保す ることである と した上 で
、自 らが 開発 した技

術 に関す る需要家 とのマ ッチ ングの場 を設けるこ とが本 質的 な課題 であ り
、そ うい う意

味 での支援 の必要性 を訴 えてい る。こ うした観点か らは例 えば通常 国の プロジェク ト終

了後 に開催 され る成果報告 会な どはその意義が皆無 ではない ものの、ほ とん どの出席者

が同業者 と言 う状 況では ビジネスチ ャンスに繋が ることは期待 薄 と考 えざるを得ず
、よ

り広範 な層 を巻 き込 んでの実質的 な商談の場への変貌が必要 と考 えてい る
。

多少敷延す ると、日本のベ ンチ ャー企業の多 くは流通サー ビスを領域 と してお り
、先

端技 術型ベ ンチ ャーは ご く少 ないが、これを育てるため には官 の支援マ イ ン ドお よび大
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企業の購買マ イン ドの2つ の点で変革が必要 との主張が ある(早 稲 田大学 松 田修一教

授)。 すなわち、一定の研 究成果が 出てか ら最終顧客 に製 品が認知 され るまでの川下分

野ではマーケテ ィングや販売チ ャネルの開拓、資金調達や全体 ビジ ネスモ デルの構築 な

どに多大の時間 と費用がか かるが、この点につ いての官の支援マ イン ドが低す ぎる。ま

た、先 端技術型ベ ンチ ャーが もっ とも期待 す る支援 は製 品が売れ るようにバ ックア ップ

して もらうこ とであ るが 、日本 では大企業がベ ンチ ャーに実 質的に門戸 を開いてい ると

は言 えず、もちろん政府調達 も高 い期待 を持 て ない現状 か ら、製 品販売の機会 を得 るこ

とに悲観的にならざるを得 ない と言 う現状があ る。

この ような販売機会の増大、チ ャネルの確保の 問題が喫緊の課題 であ り、それ に比較

する とIPRの 問題 は二の次、言い換 えるとまだ問題が そこまで達 していない と言 うのが

回答者Mの 見解 である。

以上 、ヒア リング結果 を6つ の立場 に代表 させ て整理 した。もちろんこれ らの立場 は

必ず しも対立す る もの とは言え ない。現 時点で の回答者の論点のポ イン トを明確 にす る

ことが上の分類 の目的で あ り、回答者の意見 の本 質的な分析 を目指 してはいない。実 際、

成果全面公開派の見解 の背後 にある考 え方はあ る意味 では国 ・企業独立路線推 進派 に共

通する し、現状肯定派の論 点のある部分 は企業優先使 用派のそれ と一脈通ず る印象 さえ

もあ る。さらには脱IPR派 と成果普 及懐疑派で もある種の理解 を共有 している と考 える

ことも可能である。逆 にこ うした錯綜 した状況がIPR問 題の込み入 った事情 を反映 して

いる と考 えるべ きで あろう。
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4ナ シ ョナ ル プ ロ ジ ェク トの ソ フ トウ ェアIPRの あ り方

4.1ソ フ トウ ェア の種 類 とlPR

これ までに指摘 され たIPR(と それに密接 に関連す る)問 題 は以下の ような ものであ

る。

a.既 存資産 との切 り分 けが困難 なこと

こ の た め に 、 良 い 体 制 が 組 め な い 、 意 味 の 無 い 成 果 を 成 果 と し て し ま う

傾 向 を助長す る、 などの問題あ り。

b.成 果 として多 くの文 書が要求 されること

c.IPRは100%公 開 とすべ きこ と

d.IPRの 共有 を明文 化すべ きこと/IPRを 共有 されることへの危惧 があるこ と

e.ロ イヤ リテ ィ支払義務 をな くすべ きこと

現 に高額 なロイヤ リテ ィを請 求 され事業化 を断念 したケース もあった

f.IPRに 関連す る事務手続 きの煩雑 さを解消すべ きこと

これ らの問題 はそれぞれ指摘の観点あるいは背景が異 なっていることが多 く、必ず し

もこれ らの和集合 を解 決 した姿 が理想 的 とも言 えず 、また相 互 に関連 する項 目もあ る。

お そ らく、対象 とす るプロジェク トの性格や種類 に よって も上の問題点 の うちで該 当す

る もの は微妙 に異 な ることが予 想 され る。 「国のプ ロジェク ト」 と して一 まとめ に上 の

問題点 を論ず るのは不適 当で、場合 によって重点 を変える必要があ ろう。す なわち、す

べ ての場合 に うま く適合 する ようなIPRの あ り方 を事前 に定めてお くことは不可能 に

近 い と考 えるべ きであ る。基本 は、誰が成果 を享受すべ きか、どの ようにすればそれが

容易 に実現可能か、と言 う観点 であろ う。さらにそれに付随 して、普及へ の ビジネスモ

デルや開発者の意識 な どが問題 になる。

例 えば、以下 のよ うに国の プロジェク トを分類 し、それに見合 ったIPR政 策 を確立す

る ことが望 まれ る。

●基盤 ソフ トウェア型 モデル

成果 は公共財 として位置づ け、したが ってIPRも 公開 を原則 とす る。成果 の波 及範 囲

は広 く、場 合 によっては国際 的なデフ ァク トス タンダー ドな どへ の展 開 も考 え られ る。

囲い込 み的なIPR保 護政策で は無 く、早い時期 に公表するな ど して同調者 を増 やす こと

が重 要。
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●応用 ソフ トウェア型モ デル1
ズ

企業 などでの事業 に密接 に関連す る領域 の研究 開発。企業 内での先行す る研究 開発 や

別の国の プロジェク トなどでの実績 を元 に研究 開発 され るスタイル。研 究開発 プロ グラ

ム として実施 して成果 を共有す るかあるいは補助金的 な枠で成果 は100%受 託側 に帰属

す るような仕組み も有 り得 る。既 存成果 との切 り分 けが うま くで きる場 合は前者 を選 び

そうで ない ときには後者 で進 め るような方策 もある。成果の ビジネスモデル も視野 に入

れて事 業化が最 も容易 になる ような方 向での取 り決め を行 う。ただ し、うま くビジネス

化で きない場合 は国が第三者 にIPRを 譲渡 で きる権利 を留保 してお くこ とが望 ま しい

であろ う。

●応用 ソフ トウェア型モ デル2

前者 と似 ているが、過去の積み重 ね と言 うよ りはむ しろ閃 き的なアイデ ィアで事 業化

を狙 うような性格の プロジェク ト。IPRは 基本的 に受託側 に帰属 させ ることが望 ま しい。

また、採択 までの手続 きに も従 来型 の公 募、審査 、ヒア リングなどの一連 の流 れ とは別

に迅速 にまた時期 を問わず 対応 で きる ような仕組みが必要であ る。

● コンテ ンツ型モデル

プログラムでは な くコ ンテ ンツ開発 を主な 目的 とす る ような プロジェク トを想 定す

る。コンテ ンツが関与す る と多 くの場合 、権利関係が非常 に複雑 になる ことが予想 され

る。業界融合的な特長 や新事業領域 開拓 な どの効果 を期 待で きるだけに権利関係の扱い

には留意すべ き点が多い と考 え られる。波及効果が大 きいであろ うこ とか ら、基本的 に

は開発者 と国がIPRを 共有 し、比較的短い一定の時間 を経 た後 は公 開 して普及 させ るな

どの方策 も考 え られ る。

●実証 実験型 モデル

新 しい技術 の フ ィージ ビ リテ ィや各方面 への影響 の有無 な どを実際 に シス テム を稼

動 させ るこ とによって検証 する ことを目的 とす る。公共性や波及効 果が大 きい ことか ら

基本 的には成果 は公 開す る ことが望 ましい と考 えられ る。

実際の プロジェク ト遂行の局面で は事情 は相当複雑 になるこ とが予想 され る。前述 し

た ように、これ らに対 して前 もって規則 を用意 してお くことを考 える よりは、その都度

前述の原則 、誰が成果 を享受すべ きか、そのための最善 の道 は何か、を委託側、受託側

共 に明確 に意識 して適切 な取 り決めがで きるようになっているこ とが望 ま しい。それ を

決定す るためには、特 に委託側 に十分 な体制 が必 要で あるこ とは言 うまで も無い。日本

で は公募型 の研究開発 プ ログラムが始 まって歴史が浅 く、委託側、受託側 と もに十分 な
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4ナ ショナル プロジェク トのソフ トウェアIPRの あ り方

人的資産 を持 たないため、迅速で しか も大 きな意思決定 を伴 うプロジェク ト遂行 を実現

す るの は厳 しい面 もあ る。しか し、委託側受託側共 にこの数年で各種公募型 プログ ラム

への対応 に一定の熟練 も見 られ、人 も育 って来たのは明 るい材料であ る。やは り、実際

に経験 し、その中か ら日本 に合 った方法論 を試行錯誤的 に模索 して行 くしか道 は無い と

考え られる。
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4.21PRと それ に関 連 す る問 題

これ まで本報告書で はIPRに 焦点 を当てて検討 を進めて来た。ソフ トウェアプロジェ

ク トの成果普及のためにIPR政 策 をどうすべ きか と言 う問題意識 である。しか し、その

過程でIPRだ けでは捉 え切れ ない多 くの問題点 が複雑 に絡み合 ってい ることも認識 で

きた。 む しろ、いかにす れば成果普 及 を促進す るこ とが で きるか と言 う文脈 の中では

IPRだ けを独立 に論ず ることの方が不 自然 と言うべ きか も知れ ない。最後 にそれ らの論

点 を整理 し、IPRと の関連 あ るい は成果普及 に際 しての様々 な問題点 を浮 き彫 りにす る。

これ らの論点 に関 して回答 者の意見 は必ず しも一致 してい る訳で は無 い ことが期せ ず

して我 々が直面 してい る問題 の多面性 を物語 ってお り、本報告書で もこれ らの点 につい

て一定の結論 を導 き出す まで には至 っていないが、今後 の国の プロジェク トを推進す る

上 でこ うした点へ の対応 ない し配慮が必要 と考えている。

図4-1は 本節で議論 する諸課題 とその関連 を示す。成果普及の ための諸策は これ らの

問題 を視野 に入れなが ら講 じられ る必要があ ろうが、見方 を変 える とおそ ら くこうした

問題 の間には何 らかの因果関係的 な連 関があ り、あ る問題 の対策が別 の課題の解決の糸

口にもなるよ うな密接 な関係が ある とも考 え られ る。

1起業家マ・杣

ソフトハウスの起 業家マインド

大企業の起業家マインド

多様 化する個 人の動機

優秀な人材が
大企業思考

図4-1諸 課題 とそれ らの関連
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4.2.1起 業家 マイン ド

全体 と して 日本企業 には起業家マ イン ドが少 ない と言 われている
。今 回の ヒア リング

で も半 ばその主張が裏付 けられた印象があ る。

(1)ソ フ トハ ウスなどの起業家マイ ン ド

今回の ヒアリングで はソフ トハ ウスは1社 だけであ り、この意見 を普遍的 に捕 え るこ

とには無理があ ろう。したが ってこの見解は限定 的であ る とした上で
、少な くとも回答

者 の組織では強い起業家意欲 を持 っている印象 は無 く、これ に同調 す るソフ トウェアハ

ウス も少 なか らず存在す るであろ うこ とが指摘 で きる
。この要因は複雑で、日本 にお け

る ソフ トウェアハ ウスの役割や ソフ トウェア市場 の特性(受 注生産
、請負 などの比較的

受動的 な仕事 が多 く、ソフ トハ ウスが主導権 を握 ることので きるパ ッケージ ソフ ト市場

な どが未発達 であるこ とな ど)な どの経緯があ り、ソフ トウェアハ ウスが起業意欲 を持

てない、あるい は持 って も商業的に報 われ る機 会が得 られない構造が続いてい るため と

考 えられ る。しか し長引 く不況が災い転 じて福 と為 したか、概 して ソフ トウェアハ ウス

も最近 は起業家意識 に目覚め る傾 向にあ り、現 にIPAの 補正 プロジェ ク トで は多 くの成

果が商 品化の道 を進 む(す べ てが ソフ トウェアハ ウスの仕事で は無 い にせ よ)な ど
、意

識が改善 されて きてい る印象があ る。

(2)大 企 業の状況

大企 業 に顕著 なのは景気 の波 によって国のプ ロジェク トに対す る基本 的対応 を変 え

る傾 向があるこ とで ある。す なわ ち大企業 は国の資金 を自社 資金の不足分 を補 う余剰 的

な意味合 いで都 合良 く考 えている傾向があ り、好 況の時 には国の資金で具体的 な成果 を

期待せず に先行 的研究 を行 い(こ の時 にはIPRに ついて強い主張 は しない)
、一旦 不況

にな り自社 の資金繰 りが苦 しくなる と、国の資金 をよ り事 業 に密着 したテご マに振 り向

ける(こ の場 合 にはIPRに 非常 に神経 質になる)
。 この場合 には現行 のプロジェク トで

はソフ トウェア と して完成度 の高い もの を作 るこ とが期 間的 ・主 旨的 に困難 との指摘 も

なされている。この ような首尾一貫性 の欠如 を是正すべ き問題 と捉 え るか否 かは さてお

き、これを事実 として認め ると国のIPR政 策 も好不 況の波 に よって方針 を変 えなければ

な らない ことになるであろ う。少 な くともプロジェ ク トごとにその前提 を明確 に して
、

それ に見合 ったIPR対 策 を打 ち出す必要があ る(や や問題 が逸 れるか も知 れないが
、委

託事業の性格 を明確 にすべ き。 グラ ン
.トなのか、補助金 なの か、調達 なの か、請負 なの

か。 との意見 もあった。)。

付言す ると、前述 した ように(国 の資 金に よる)基 礎研究 の成果 の事業化 に成功 す る

ため には、開発 した技術 その ものの問題 に加 えて
、技術開発の方 向性 や市場 の熟成 な ど

の周辺 環境 の問題 もあ り、ことはそ う容易で は無い。ヒア リング回答者 か ら聞 いた
、過

去 に参画 した大 プロの成果で事 業化 に成功 した ものは一つ も無 い
、との嘆息 を交えた述
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懐 もそ う した事情 を反映 してい る。

(3)多 様化 する個人の意識 ～著作者 人格権 を重視 する新たな個人パ ワー～

オー プンソース方式 によるシステムの台頭が著 しい。今後 の ソフ トウェア開発 がすべ

て この形態 になるとは考 えに くいが、システム プログラムな どの分 野 においては大 きな

力 になるこ とは間違 い無いであ ろ う。これ を支 える技術者のマ イン ドにも注 目す る必要

がある。彼 らは何 らかの組織 に所属 しなが ら組織の 目的 とは別 に活動 し大規模 なソフ ト

ヴとアを開発す る。彼 らを動かす動機 は、自分の ソフ トウェアが人の役 に立つ ことの充

実感、一定 の技術者仲 間の中での名声 を得 ること、技術的な関心 な どで 、少 な くとも金

銭的欲 望で行動 してい る訳 ではない、とされてい る。彼 らが主張す るのは著作者人格権

に非常 に近い権利 であ り、ソフ トウェアその ものの使用に何 らかの制約 を課す ことは好

まない。(た だ し回答者の一人 によれば、 この ような一種の利他的行動 と言 う面 で 日本

よ り先進 的 と言われ る米国で も、実の ところ研究者技術者の多 くは金銭的な夢 を追 う一

発屋 だ との指摘 もあ り、上 のよ うなステ レオタイプ化 した人物像で描 き切 れているか ど

うか良 くは分 からない。)

一方 で
、前 に も指摘 した ように、国のプロジェク トに関連 して良質の特許が出 されな

い とされているこ との原因の一 つ と して、国 との共同特許 では企業 内の研究者技術 者が

イ ンセ ンティブを持 てない との状 況があ った。自社内の仕事 に関連 させ て特許出願 した

方が、報奨制度 などを通 じて自らの金銭的利益 に結 びつ きやすいか らと言 う理 由であ っ

た。

こ うした表面 的 には相矛盾す る ように も見 える個 人の価値観 の多様化 が今 後の国 の

プロジ ェク トに どの ような影響 を与 えるのか現時点ではまだ先が見 えない ものの、これ

まで は企業 内 に埋没 していた個 人の意志 や嗜好 が相対的 に よ り顕在 化 した力 になるで

あろうことは推測で きる。

4.2.2国 のプロジェク トの範囲

この点 については多 くの回答者 か ら意見が寄せ られたが 、それ らは必ず しも一致 して

お らず、回答者 自身の立場や考 え方 を比較的強 く反映 した もの となっている。以下 に望

ましい とされてい る研究領域 を順不 同で挙げ る。

(1)基 礎研究

基礎研究 と言 うとやや誤解の可能性 もあ るが、狭 く基礎研究 に限定せず、イ ンフラ整

備 など も含 めた公共の用途 を対 象 にすべ きとの意見であ る(成 果のIPRも すべ て公 開す

べ きとの論 旨につながる)。 研 究開発の一環 と して国が景気対策 に手 を染め るべ きでは

無い と主張 し、応用 ソフ トなどは補助金やベ ンチ ャー支援の予算の範疇 で考 え、研究 開

発 とは別の次元の話 である と言 うのが基本的見 解である。
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この方 向 をさらに推 し進 めて、ポ ス ト情報時代 に備 えて環境 時代 に備 えて、エネ ル

ギ ー、食糧、生命科学、社 会環境 な どの研究開発 が必要 との主張 もあ る
。

(2)ワ ンアイデ ィア型の研 究開発

情報技術が広範囲 に普及 した結果 、技術の言わ ば大衆化が促進 され
、従来の よ うな積

み重ね型の研 究開発 で成果 を出す ようなタイプの ものだけでな く
、ワンアイデ ィアで製

品 にな るような種類 の研究 開発 テーマ も増 えて きた。こう したテーマは多 くの場合、ベ

ンチ ャー企業が有 してい ることが多 いが 、これを国の予算で支援す るこ とを考 える と、
現在の各種 の制度 はやや硬 直的に過 ぎる きらいがある

。そ もそ もこの よ うなアイデ ィア

の持主 は公募 要領 に したが って提 案書 を作成 し、ヒアリングで さらに詳細 を説 明す ると

言 うような時 間感覚で は製品化は覚 束ない と考 えている し
、その プロセスでアイデ ィア

が漏 れて しまうこ とに も警 戒感 を強め るで あろ うか ら
、従来 とは異 なる枠組み の プロ

ジェク トを考 える必 要がある。

(3)社 会 実験型 プ ロジェク ト

新 たな技術 が予想外 の問題 ・困難 を生 む ことは技 術発 展の歴史 の常識 であ る
。特 に

不 ッ トワーク社会で は技術 は瞬 く間 に全世界 に広が り
、否応 な く多 くの人々がその技術

に関与せ ざるを得 な くなることを考 える と、技術 のアセ スメン トの重要性が増す。こ う

した分野 を国が行 うべ きとの主張であ るが、情報 分野では技術 の有用性 を事前 に評価 す

るこ とが困難で実際 にあ る程度の規模 で使 用 してみ ない と客観 的な判断 を下せ ないこ

とが多い ことを考え ると・この主張 には一層 の説得力が加 わる
。 ただ し、IPRと の関連

では、この ような社 会実験 で得 られ る成果が どの ような形の もの になるかが若干漠然 と

している との指摘 もある。

(4)社 会的ニ ーズ

これ までの国の プロジェ ク トはシーズ主導的な意味合いが強 く
、それが国の プロジェ

ノ
ク トの成果 が大 きな産業 につなが らな『か った一つの要因であ ると考 える

。シーズ主導で
は産業 は興 らず、まず は市場 ニーズが重要で技術 はそれに したが って育成 される もの と

の見解であ る。この前提 に立つ と、国の役割 はニ ーズ顕在化の ための プロジェク トを起

こ して技術 シーズ を高め ることにあ る とされ る
。

(5)オ ー プンソース

比較的多 くの意見 はオープンソース方式 による ソフ トウェア開発 を望 ま しい こ と
、国

として も積極的 に関与すべ きことと捉 えている
。さらに推 し進めてNPO的 活動 をもっ と

広範 囲 に支援 すべ きとの意見 もある。ただ し、メー カの回答者 の指摘 として、オープ ン

ソースへ の関与 に対 する懐疑的 な見解 も見 られ る
。すなわ ち、オープ ンソースで作 られ
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たソフ トウェアはそ れが 第三者 の権利 を侵害 してい ないこ とを証 明す るこ とお よび動

作の保証 をす ることが実質 的には不可能 と言 う特性(限 界 と言 うべ きか)を 持 ってお り、

このため メー カあ るい はベ ンダー と してはオー プ ンソースへの積極 的 な対応 を躊 躇せ

ざるを得 ない現状が ある、国が この活動 を支援 す る場 合で も同様で国の資金的支援 を基

に作 られ使 われてい るソフ トウェアが第三者 の権利 を侵害 してい た場 合へ の対処 を考

えると、現実 的には関与 は容易で ない筈 と指摘 している。

一方 で
、ベ ンチャー企業か らは、今後は単 なる ソフ トウェア製品の販 売ではな くソフ

トウェ アを媒介 としてサー ビス を売 る時代 の到来が確実であ り、国 もそれへ の対応 をす

べ きとの主張 もあ る。これ はオー プンソース を基 に した ビジネスモデル とかな り近い関

係 を前提 に してい るようにも考 え られる。

4.2.3社 会的文化的 な背景

ヒアリングの過程で は問題 をなるべ く具体 的に論ず る ように意識 し、なるべ く論 点が

社会 的文化的 な範囲 に入 り込 まないよ うに留意 した。それは問題の所在 を社会的 なあ る

いは文化的 な背景 に押 し込 めて しまうこ とによって、具体的な対策案の検討が棚 上げ に

されて しまうことを危惧 したか らであ る。.にも関わ らず、下 に挙 げるようにい くつかの

問題が指摘 されている。

なお、(3)の 話題 を 「社 会的文化 的な背 景」の中で論 ず るのはや や的外 れ との印象 も

あるが、この問題 は ヒア リングでは広 く扱 わなかった こと、回答者が1名 だけである こ

となどか ら、独立の項 目にせず便宜 的に ここに置 いた。むろん、ここで指摘 されている

問題の一端 は実際 に社会的あ るいは文化 的な背景 との 関係 もあ る。

(1)人 の移動

MOSAICの ケース(IPRを 元 に事 業化 を試みたSpyGlassは 失敗 し、オ リジナルを開発

したマーク ・ア ン ドリーセ ンがベ ンチ ャー企業 に移籍 して新 たにコー ドを書 き直す こ と

でNETSCAPEと して普及 した)に 学ぶ ように、 ソフ トウェアの事業 化は単 にIPRの 問題

に帰着で きず、ノウハ ウを所有す る人の移動 によって実現 され ることが多 い。日本 は人

の移動が米国 に比較 して非常 に少 ない し、さらに注 目すべ きは、少数 派 として存在す る

人の移動が米 国 とはむ しろ逆の方向 に向いてい る点であ る。すなわち、国の プロジェク

トの結果の人の移動 と言 うと、米国で は大学人が企業 に移籍するこ とを意味す る と思 わ

れるの に対 し、日本 ではプロジェク トで学位 を取得 した研究者 ・技術者が大学 に移動す

る現象が常識 的で ある。この差 は もちろん善悪 とは別の次元 の話であ るが、原因 を制度

や ルールに求 めるの は筋違 いで、日本 と米国の社 会的 なあ るいは文化的 な背景 による も

の と考 える しか無い。
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4ナ シ ョナル プロジェク トの ソフ トウェアIPRの あ り方

(2)優 秀 な人材 が大企業指向

これ も日米で対照 的 な傾 向を示す と言われるが 、日本の大学生 は官公庁 や大企業 、大

学 な どへの就職 を果たす ことが ステー タスシンボル と考 えてい る。もちろん大学生 だけ

で な く、それが 日本社 会の最大公約数的見解で もある。米 国の大学生は成 績優秀者 はベ

ンチ ャー を指 向す る と言 われ てい ることと好対照である。

実際、日本のベ ンチ ャー企業 の多 くが直面す る問題 は、優秀 な人材獲得で あると聞 く。

創業者 はそれ な りの夢 と熱意 と覚悟 の元 に事業 を起こすが、あ る程度の規模の組織 に拡

大 しようと考 えて も良い人材 を見つ けることが至難の技 となる。

(3)大 学の改革の困難 さ

大 学内では教授 会がすべ ての意思 決定 を行 う場であ り、この教授 会 は全会一致 を原則

と して運営 され るため極 めて保守的 にならざるを得 ない、との指摘 がある。さらに多 く

の場合 、教授 は既得権 益 の確保 に執着す るので、思 い切 った改 革 を外 圧無 しに自己努力

で行 うこ とは困難 とされてい る。大学 の機能の内、教育 は安 定的な環境 の下、長期的 な

視野 に立 って実施すべ きものであるが、研究 には競争原理の導入が必要で ある と言 う点

がポ イン トの指摘 である。

以上 、各回答者の立場や見解 の相違 に基づいて出 された多様 な意見 を整理 した
。もと

よ り、これが あ り得べ きすべ ての論議 を尽 くしているとは思 えない にせ よ
、い くつかの

代表 的な立場 とその論拠 を示 してい るこ とは間違 い無い。それぞれの主張 には背景や理

由が存在 し、それな りに説得力があ る。おそ ら く各意見の背後 にはそれぞれの回答者が

陰 に陽 に想定 してい る期待 される技術 あるべ き社会の姿が対 になってお り、意見 の相違

は正誤 とは別の次元の もの と捉 えるべ きであ ろう。

これ らの意見のい くつかは、現在 の 「IPRと それに関連 す る国の政策」の深刻な問題

点 を示唆 している。将来 に向け てこれ らの問題の解決は急務で ある。これ らの解 決案 を

提 言す るこ とは、本調査 の範 囲外 と思 われるが、今後な され るべ き議論の ポイ ン トを提

供す る との主 旨で、そのい くつ かについ て、以下に短 く試案 を掲 げ る。この試案 は、現

在、市場 において苦戦 を強 いられてい るわが国の ソフ トウェア産業 がおかれ てい る立場

を前 提 と し、国が今後のIPR政 策の立案 と実施 において、特 に考慮 すべ きと考え られる

点 を指摘 しようとす るものであ る。

・ 産業応用 の シナ リオの無い基礎研 究指 向か ら離 れるこ と:こ の点は回答者の中で も

意見 が分 かれた部分 であ り、 そ もそ も 「基礎研 究」の意味す る ところ も自明 とは言

えない。 もとより国全体 と して基礎的研 究が重要であ ることは論 を侯 たないが
、通

産省 が産業応用 に結 びつ くシナ リオのない研究の主導 的役割 を演 じるべ きか は疑問

であ る。ス ター ト時には基礎研究 を旗印 に掲げたい くつ かの プ ロジェク トにおいて

も、多 くの場合、 プロジェク ト半 ばを過 ぎると具体的 な成果、産業上 の インパ ク ト
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が強 く求め られ、結果 と して中途半端 な妥協が行 われ、当初の意義が曖昧 になるば

か りか、一貫性 を欠いた求心 力の無 いプロ ジェク トとなって しまう傾向が感 じられ

る。やは り名実 と もに産業応 用の可能性 を第一 に考 えた設定 とすべ きである。

・IPRは 旬の間は非公 開:上 に基づい て産業応用 に結 びつ くテーマ設定 を した場 合、

その開発 に利用 した既存資産の評価 を適 切 に行 うこ とは難 しい。受託側 は、国 を通

じて 自らの成果が 第三者 に流 出す るこ とを危惧す る。 これ を解決す る方法 として、

例 えば1年 間は国 は成果 を公 開せず 、 また第三者へ の実施権付与 も しないこ とを保

証す るの はどうであろか。これ によって、受託側 の危機感 は相当和 らぐと思 われ る。

もちろん、成果が100%受 託側 に帰属す る補 助金制度 をソフ トウェア分野の実体 に合

うように改善 して適用す る方法 もある。

・ 大 メー カ:今 回の ヒア リングで強 く印象づけ られ たの は、国 と大 メー カの間の信 頼

感 の欠如 である。それは 「ほ とん ど無意味 な内容 の特許 を形 だけ国に出す」とか 「国

が過度 に高額 なロイヤ リテ ィや メーカ独 自の成果の納入 をも要求す るこ と」 などの

見解 に象徴 される。現状 の ままで は良い制度が あって もその精神が生 か されない程

と危惧 され る。 まず は信頼 関係 の修復 と確立 のための諸策 を講ず ることが急務で あ

る。

・ ソフ トハ ウス、ベ ンチ ャー:IPRの 価値 を客観的 に評価 する仕組みの確立 が求め ら

れる。 これによってIPRの 資産的意義 を明確 に し、ソフ トハ ウスの資金調 達 を容易

に した り、税制上の優遇措置 を講ずるな どの、実効あ る制 度 を確立す るこ とが必 要

である。

・ 大学:産 学連携 の形式 と して企業 と大学 間の委託契約 を一層一般化 したい。現実 に

は大学の要請で資金利用上制約の少 ない寄付 金で大学 の力 を引 き出す こ とが多い。

しか し、寄付 では一定規模 を越 える開発 は不可能 で、そ もそ も業務上 の契約 関係が

無いため成果 のIPRも 議論で きず、普及 ・事業 化の精神 とも乖離があ る。 まずは一

定の契約の下 に研 究開発 を受 け、効率 の よい資 金運用 がで きる環境 の重要性 を大 学

が強 く認識す る必 要があろ う。

以上 は、問題点の一部であ り、それほ ど難 しい課題 とは見 えない もの もあるが 、現場

では、深刻 な問題 となっている。

上の点 も含 め、最終的 に重要なのは将来 を見据 えた研究 開発領域 に関す るポー トフ ォ

リオ分析の必 要性 の認識 であろ う。基礎研究 と言 い、応用領域 の研究 と言い、ともすれ

ば委託側 ・受託側共 にその時々の景気動 向に左右 されて近視眼 的に判断 し勝 ちであ る。

研究開発の成果が社 会や産業 に影響 を及ぼす にはあ る程度の時 間を要す る。また、研 究

開発 を推進す る人 々の意識の変革 には さらに長 い時定数が必要 である。これ らを考 える

と、将 来の国の姿 を見据 えたバ ランスの取 れた、研 究開発 目標 に関す る恒常的 な検討 と

見直 しを行 いつつ、それ と一体化 した時代 に合 ったIPR政 策の推進が強 く求め られ る。
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付録 ヒアリング議事録

付録 ヒアリング議事録

1概 要

付録 として、 ヒア リングの議事録 を添付す る。

ヒア リングは、い わゆ る大 プロか ら現在行 われてい る補 正予算 に よるプロジェ ク トま

で通商産業省が主導 した情報処理 関係の大型の プロジェ ク トに、プ ロジェク ト委託側 と

して関与 された方、7名(回 答者A～G)、 プロジェク ト受託 ・受注側企業 と して関与 さ

れ た方、6名(回 答者H～M)の 方 に対 して実施 した。

ヒアリングは、第2章 に示す ヒアリ ング項 目に示す質問事項 を事前 にお送 りし、基本

的 にはそれに沿ってイ ンタビュー形式 で行なった。ただ し、質問事項 か ら多少、外れ る

こ とで も、こうしたプ ロジェク トを考える上で重要 と思 われ る事項 につい てお話 しいた

だいた場合 は、積極 的 にお聞 き し、その内容 についても議事 録 に含めてい る。

第3章 には、 ヒア リングの議事録 を示す。特定の個 人名 、企業 名な どは、A氏 、B社

な どとした。
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2ヒ ア リング項 目

(1)関 与 された プロジェク トは何 で しょうか?

(2)成 果 としてのソフ トウェアのIPR(こ こでは特許権、著作権 を示す)の 契約上の

扱 い、それ を定め るに際 しての制約 な どは どうで したで しょうか?

例)国 が100%所 有、受託 者 にも権利 を認 める、 など

(3)IPRの 契約上の規 定が プロジェ ク ト参画の促進/阻 害要 因になったで しょうか?

例)研 究開発 の前提 に した既存 ソフ トの扱 い、な ど

(4)プ ロジェク ト遂行 上、IPRの 扱 いが促進/阻 害要因になったで しょうか?

例)受 託者が分割所 有/共 有する こと、な ど

(5)プ ロジェク トで生み出 され た主要な ソフ トウェア成果 はいかがで しょうか?

(6)プ ロジェク ト後 にソフ トウェア成果普 及 ・企業化の何 らかの対応 策が とられた

で しょうか?

(7)そ の際 にIPRが どの ように問題 になったで しょうか?

例)分 割所有/共 有の ため他社 との調整 の必要性が生 じた、な ど

(8)成 果 ソフ トの普及 ・企業化促進 のためのIPR政 策の望 ま しいあ り方 につい ての

ご意見は?

(9)プ ロジェク ト参画 を容易 にす るためのIPR政 策 の在 り方 は?

(10)新 しい ビジネスモデル 対 するIPR政 策の対応法 についてのお考 えは?

従 来の 「開発 成果 に価 格 をつけて販売す る」的 なビジ ネスモ デルだけで は もはや

不 十分。デ ファク トス タンダー ドを目指す戦略や無償 で成果 を公開 して しまうオ

ープンソース方式 な どの新 たなモ デル にIPR政 策 はどの ように対応すべ きか。
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付録 ヒアリング議事録

3ヒ ア リング内容

ヒア リング先:プ ロ ジェク トの委託組織 の責任者(回 答者A)

内容

● 関与 しているプ ロジェク トは独創 的 ・先進的(注1)。 独創 的 ・先 進的で は著作 権 は

すべ てIPAの 所有で、特許 は共有であ る。実際 にはフリー ソフ トにす るこ とを前提 に

している。

注1:独 創的先進的情報技術に係わる研究開発

●(フ リー ソフ ト化 は会計検査 院 に説明がつい ているのかの問い に)独 創的 ・先進的

の原資 は特 プロの還付金 と国か らの補助金である。補助 金の成果物 は、補助 金適正化

法 に よって、事 業 目的 に沿った処分方法が求め られ る。そ こで、次の ような説明 を し

てい る。独 創的 ・先進的の事業 目的は、特 プロのベ ース技術 を開発 し、公 にす る こと

によって、次 の特 プロにつ なげ ることである。つ ま り、特 プロの支援事業 と位置付 け

ている。 したがって、フリー ソフ ト化 によ り広 く社会 に公開す るこ とが事業 目的 に沿

ったIPA財 産の利 用方法である。

●IPAに は3種 類の原資が ある。国の出資金、 国の補助金 、国の委託 費であ る。それ

ぞれ、次の法律 で成 果物 の利用方法 ・処分方法が規定 されてい る。

出資金 … 不 明だが、国の ものにはな らないだろ う

補助 金 … 補助金適正化法(「 補 助金等 に係 る予算の執行 の適正 化 に関す る法律」)

委託 費 … 国有財産法

●(フ リー ソフ ト化 という条件 について、受託側か ら不満等 はあるかの問い に)そ の

可能性 はあるか もしれないが、おぞ らく不満があれば応募 して来ないので分 か らない。

受託企業 か ら特許 申請の要望がで ることはある。 しか し、IPAと しては特許 を取 らな

いで公知 に したい。

●(独 創的 ・先進 的で製品 になった ものはの問いに)特 プロに採用 された ものが1件

ある。他 に 「発想 力」 「千里眼」 に成果が組み込 まれた。 「SSS-CORE」 は製 品化 に期待

してお り、支援 を検討 中であ る。

● 最近 は基礎研 究 を継続 した結果 として製品 になる もの よ りも、 ワ ンアイデアで製品
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になる ものが多い。この ようなベ ンチ ャーを支援す るような枠組み も考 えたい。しか

し、す ごいアイデア を持 ってい る人 は、公募の手続 き等が煩わ しいだろ うか ら、別の

枠組みが必要 だろ う。

●(ア メ リカのように国の事 業の成 果が商品化 に結びつかないのは何故かの問 いに)

アメ リカには調達型 の研究 開発 が ある。これは物 さえ納めれば技術 は受託者 に残 る。

つ ま り、調達 と称 して研 究 をや らせ てい る。例え ば、NASAが ク レイ社 にスパ コ ンを

発注す る際 に使 われた手法であ る。 この タイプは 日本 にはない。

●Mosaicは イ リノイ大学が権利 を主張 して取 り上げて しまい、SpyGlassに 売 ったが

事業的 には失敗 した。国が関与 して(IPRの 扱 いの工夫 だけで)企 業化す ると失敗す

るの は、 日米 で も変 わ らない。

● ちなみ にMosaicを 開 発 したマ ー ク ・ア ン ドリー セ ンはHPCCの 予 算 で スパ コ ンの プ ロ

グラマ をや っ てい て 、 仕事 とは 関係 な くMosaicを 開 発 した。 彼 が 得 てい た 報 酬 は驚

くべ き少 な さだが 、 米 国 政府 の 「MosaicはHPCCの 成 果 だ」 は とに か く嘘 で は な い。

● アメリカでは大学研 究者が企業の重役 や技術担 当副社長 になる例が多い。大学 と企

業の行 き来が 自由で ある。一方、日本 では大学教授 が社外重役 になるの を人事 院が待

った をかけた例 に もあるように非常 に不 自由である。この環境 の違いは大 きい。ただ

し、教育 も悪 く、日本 は優秀 な研究者 は大企業 に行 きたが るが 、アメ リカは事 業 を興

そうとする。 この違い も大 きい。

● 米国人は助け合い精神 とか国を守る気概 とか高通な理想を持っているように言われ

るが、 自分が米国滞在 中に出会 った米 国人技 術者 は皆一発屋で大儲け を狙い、35才

過 ぎた らマ イア ミで隠遁生活 に入るこ とを夢見 てい るような連 中ばか りだった。

●会津大 学の学長の野 口先生 によれば、日本の優秀 な プログラマ はゲーム業 界 に入 って

しうが、それは彼 らは大企業 に採用 され ないか ら、との ことだ。こうい う人材 を活用

で きるようにな らない といけない。
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付録 ヒアリング議事録

ヒア リング先:プ ロ ジェク トの委託組織の責任者(回 答者B)

内容:

● 関与 したプロジェ ク トは多 い。 ヒア リング項 目の中に特許権 と著 作権 と書かれ てい

る理 由は何 か?特 許権 は工 業所 有権 の一権利で あ り
、IPAは 工業所有権全体 を受託

者 と共有 してお り、 その意味で特 許権 だけを特 別 に考 えてい ない
。

→ 特許権が工業所有権の一部であるのは当方 も理解している
。あらか じめ調査 した既

存のプロジェク トの契約書には特許権以外の工業所有権である実用新案権 とか意匠

権、回路配置利用権などに言及 しているものは無かったので、工業所有権を実質的に

代表 させるものとの主 旨で特許権を使っている。

● ソフ ト開発があ ま り普及 していなか った時代 は、特定の企 業が作 った成果 を国が所

有 して一般 にも公 開する、と言 う方式で良かった。 しか し、その後 ソフ トウェア開発

が非常 に一般的 にな り、企業が独 自の用途のための システム開発 を行 う事例 が増 えて

きたの で、国が権利 を吸 い上 げるの は成果 を生かす意味 で適 当では無 くな り共有す る

こ とに した。

● 国有財産法 には 「国の費用 で作 った ものは国の もの」 との規程が ある
.し たカ・って、

ス クラ ッチか ら作 る と国の もの にせ ざる を得 ないが
、原 プロ ダク トがあれ ば成果全体

を共有す ること もで きると考えた。

新規部分…IPAの もの 一 全体 として使 う場 合は共有

原 プロ ダク ト… 開発者の もの/

厳密 な法解釈上 の問題 は よ く分 か らないが、実質的には上の対応で問題無い だろ う。

参画企業 には出来 るだけ 「原 プロ ダク ト」の提示 を求め た
。プログラム とか仕 様書 と

かで良い。

● 全体的 な印象 と しては、成果普及 に際 してのIPRの 規程 上の問題 は無い と思 う
。 あ

る とすればむ しろ事務手続 き上の問題の方が大 きい
。

●(契 約書 と覚書 の二重性 は問題 にな らなかったか
、 との問 いに)問 題 にな らなか っ

た。IPAを 知 らない企業 は心配 したが、IPAの 組織 としての性格 や事業 の狙 い、 さら
にはIPAが 受託企 業の コンペテ ィ ター にな らない ことな どを説 明 して納得 して もら
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っ た 。

● コンテ ンツを対 象 に した開発 では、開発 した システムに、既存の動画や音声 な どを

組 み込 んで一体化 した もの として納品 されるこ とが ある。この ため、件外 プロダク ト

を事前 にリス トア ップす ることを要求す るとともに、契約上の規定 を細か くした。契

約 は、すべ て同 じもの を用いてい るので、その他の ソフ トウェア開発 におい ては、や

や細 かい規定に感 じるこ ともあろ う。

● ロイヤ リティ支払 いに難i色を示す企業 もあったが、IPAと して は出資 金なので止 む

を得 ない。

●H7,8の 補正は技術 開発が 目標 だったが、H10補 正は経済対策が前面 に出た。 この結

果、事業 の継続的発展性 な どを重 要視 した。契約 も20%の 対価支払いで権利 共有 と し

たが、事業化 に向けての企業 の意識 向上の狙い もあ った。 もちろん、IPAと して再投

資の原資確保 も理 由の一つだ。

●(商 品化 の試みは、 との問いに)H7は 創造的 ソフ トとECで 合計約150の プロジェ

ク トがあった。 この中で15の プロジェク トの成果が商品化 され てい る。IPRの 扱 い

も特 に問題 になっていない。H8は 終わ ったばか りだが、約40の プロジェク トの うち

2件 が商品化 の予定だ。H7補 正 は技 術 開発が 目的だったこ とを思 うとこの比率 は非常

に高 いだろ う。

r

● ・(米国で は権利 を持 っている企業が事業化 しない と国が取 り上 げて しまうよ うだが、

≒の問いに)H10の 契約 はそれに近 い。第三者へ の権利譲渡が受託者 はで きないが、

IPAに はで きると規定 している。 この場合、 もとの受託者か ら権利 を取 り上 げるので

ぱな く、第三者 に も同等の権利 を与 えることになる。

●IPRに 対す る企業側 の考 え方が 甘いのが問題。本来納め られない もの を納 めて しま

うな どの問題があ った。他人が作 って権利 を持 ってい るライブラリとか 自社 にだけ ラ

イセ ンスされている ソフ トをIPAに 納めて しま うな どだ。特 に利用許諾 を知 らず に

(あ るいは意識せず に)納 品 され ることがある。

●(質 の良い特 許は企業独 自の活動 で行 ない、国の事業で はそ うい うもの以外 の非本 質

的 な部分 を成果 となちが ちな ことについて).そ うい うこともある ようだ。個 人的には、

提 案公募型の プロ ジェク トの成果 は出来 るか ぎ り受託者 の もの に したい と考 えてい

る。特許 にな りそ うな ものの扱 いについて受託企業 か ら相談 されるこ ともあ るが、そ
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付録 ヒアリング議事録

の場合 はプ ロジェク ト開始前 に特 許申請 を行 い、IPAプ ロジェ ク トとは独 立である こ

とにす るよ うに指導 している。

● 特許成 立 まで に長大 な時 間がかか り、その間の コス ト負担 に耐 え られ ないベ ンチ ャ

ー企業 な どが大手 に吸収 されて しまうな どは問題 だ
。

● ロイヤ リテ ィ契約 は個別 に行 ってい る。IPAプ ロジェ ク ト貢献分 の比率 は
、企業が

言 う数字 を企業側 の挙証責任付 きで認める。

●(OSSな どに国が資 金 を投ず るこ とは現行法の元では不可能では、 との問い に)そ

れは分か らない。国有財産法 にも様 々な規定が あ り、デフ ァク ト的 な もの を対象 にす

る場合 は国 に権利が行 かな くて も良いか も知れ ない。(H10補 正 で、デフ ァク トを目

指す ものには20%の 対価 支払 いを免除 したのはその理 由か、 との問い に)そ れは違 う。

あれはIPAの 独 自判断 だ。とにか く、国が直接実施する と法 的な制約が非常 に厳 しい

が、IPAが や ると多 少の弾力性が あ り、それがIPAの 組織 と しての役割 ・意義 で もあ

る。

●IPRに つい て国有財産法 の規程 を問題 と感 じることは無い。む しろ、国有財 産法 の

問題 としては、ハ ー ドウェアの扱い に関す る点 がある。IPAが ハー ドを対象 にする と
、

受託企業 か ら納品 されたハ ー ドウェアの受取や管理 をすべ てIPAが や らなければな

らない。 これが大変 なので、IPAの 公募で はハー ドを認 め ない。 もちろんソフ トを振

興 させ るIPAと しての役 目 もあるが。

●IPAか ら企業 に補助金(50%と か100%と かいろいろある)と 言 う形 で金 を出す ことが

で きれば権利 もすべ て企業 に譲渡 で きる。これが出来ないのは大蔵省や通産省の政策

的判断の問題 で法律上 の制約 な どはない。もっ ともこの場合、企業 は権利 や資産管理

と言 う意味 で国に責任 を負 うこと にな り煩雑 な事務作業が発生す るが
。

NEDOは 企業 に補助 金 を出せ るので、権利関係 も弾力的 にで きる仕組みがある。

国一(出 資 、 補 助 金 な ど)→IPA-(委 託 、請 負 、出 資)→ 企 業

国一(出 資、補助金 な ど)→NEDO-(補 助 金、委託、補助金)→ 企業

● 委託 と請負 の相違 はSLCPを 参照す ると良い。
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● 著作権の有効期限 を従来の50年 か ら75年 にす る法律が米 国で成立 したので、 コン

テ ンツ制作業界 は困 っている。

rl
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付録 ヒアリング議事録

ヒア リング先:プ ロジェク トの委託組織の担当者(回 答 者C)

内容:

●NEDOは 国 か ら出資 あるい は補助 金を受 けて企 業や大学 に委託形式 で仕事 をお願 い し

ている。新エ ネルギー関連 は昭和55年 か ら始 めて平 成5年 までは、成果は100%NEDO

に帰 属する方針で進 めて きた。しか し、これでは受託側 にインセ ンテ ィブが湧 かない

との指摘 もあ り、平 成6年 か らはNEDOと 受託側が成果 の権利 を50%ず つ共有す るこ

とに した。一方昭和63年 にで きた産業技術 関連 セクシ ョンで は当初か ら成果 は50%

共有 で対応 して きた。

● 平成2,3年 ごろに従来工技 院で実施 していた プロジェク トをNEDOに 移管 した。 こ

れに よって成果の共有が推進 された。工技院 は国の一部 なので法律上 の制約が厳 し く

成果 の共有 は困難iだが、NEDOは 必ず しもそ うで はない し、 またNEDO設 立 の趣 旨 も民

間活力 を高め ると言 うような精神 だったので共有が馴 染 む。(こ れ は回答者Eの 話 と

符合す る)

● しか し、全体的 に見 てNEDOで はソフ トウェアの成果物 は まだ少 ない。提案公募型 プ

ロジェク トも始 めてい るが 、ソフ トはそれほ ど多 くは無い印象 だ。そ うい う意味で は

IPRと 言 うとNEDO内 では特許権が主な対象で、著作権 は平成8年 ごろか ら話題 にな

った ように思 う。

● 成 果 を特 許で守 るか著作権 の対象にす るか は受託者任せ だが、特許 に した方 が都 合

が良い こともある。例 えば特許法69条 には、出願公開後で も、実験 的 にその特 許案

件 を使用す る場合 には特許実施許諾 の対象外 にで きる、と言 う規定が ある。フェーズ

1の プロジェク トをNEDO予 算で実施 して、その後 フェー ズ2に 以降す るよ うな際 に

はこの規定が有効 に働 くことがある。

● 成果の普及 と言 う観点でIPRの 扱いがポイ ン トであるか どうかは疑 問だ。魅 力的な

成果が無い こと、あ るい はNEDOや 受託側 でのPR不 足、努 力不足が大 きい感 じが す る。

受託側 に事 業化の意欲が少 ない感 じがす る し、NEDOで も成果 を情 報セ ンターで公 開

してお り、ソース プログラムな ども要求があれば見 られ るようになってい るが、そ う

い う対応 だけで成果 が十分 に第三者に伝 え られ るとは言えない。

● もっ とも、NEDOは 研究 開発要素が大 きい もの、先導的研究や基礎的研 究 を主 な対 象

としてお り、もともと商品化や事 業化 とは少 し距離があるので、短期 的 に直接商売 に
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結 びつか ないか らと言 って、NEDOの プロジェク トの成果が 良 くない と言 うことには

な らない。

●NEDO成 果 を途上国相手 にインフラと して只で配 り、その上で商売 を展 開 したい とい

うような依頼が くることが ある。 しか し、財政法9条 に よれ ば、国の成果 を利用 して

誰かが商売 を した場 合は適正 なロイヤ リテ ィを国に収 めなけれ ばな らない こ とにな

ってお り、 これが ネ ックになる ことが 多い。

● オラ ンダの フィリップスが カセ ッ トテープに関連す る権利 を所有 してい たが、 これ

を公 開 したか らこそ関連技術が進展 し市場 も広 まった。市場 を良 く見 てそれを制覇す

るこ とが必要。

●(米 国 はプロパ テ ン ト政策、テ ク ノナ シ ョナ リズムを振 りか ざ してい るが、 日本 と

して対抗す る政策 な り考 え方 な りを、産構審 あた りで公 に しているこ とはないか?)

正式 に定めた方針 は無い と思 う。

●NEDO内 には相 当な数の特許があ り管理 コス トもそれな りにかか ってい るが 、ほ とん

ど使用 されていない。本音 としては、意味のない ものの管理 に手間 ひまをかけた くな

い。 また、 もしもっと積極 的にPRし て成果活用 を進 めるべ きとす る と予 算的な問題

があ る。しか し一方で は大蔵省 か らは、予算 を付 け るよ りも有効活用の実績 を挙 げる

ことが先だ と言 われ てい る。(NEDO内 の成果の有効活用策 の検討 を民 間企業 に仕事 と

してお願い したい くらい だ)

● この議論に関連する法律は、

国有財産法…大蔵省理財局管轄。特許として成立 した資産の管理を規定。

財政法…大蔵省主計局管轄。特許 として成立する以前の資産管理を規定。

いずれの法律も変えることは難 しい と思 う。

● 成果がうまく普及 しない原因は、結局

成果の中身が魅力ない

or

国有財 産法20条 、財政法9条 に代表 される規定の問題

のいずれかだが、前者の方が比重が大 きい と思 う。
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付録 ヒアリング議事録

ヒア リング先=プ ロジ ェク トの委 託組織 の責任者(回 答者D)

内容=

(1)関 与 されたプ ロジェク トは何 で しょうか?

RWCプ ロジェク ト。

(2)成 果 と しての ソフ トウェアのIPR(こ こでは特許権 、著作権 を示す)の 契

約上の扱い、それ を定めるに際 しての制約 などは どうで したで しょうか?

例)国 が100%所 有、受託 者 にも権利 を認め る、 など

(通称)NEDO法 、産技法、通産 とRWC組 合の間の委託契約 、

RWC組 合内での諸取 り決 め

(3)IPRの 契約上 の規定が プロジェク ト参画の促進/阻 害要因 になったで しょ

うか?

例)研 究 開発 の前提 に した既存 ソフ トの扱 い、な ど

促 進要因:NEDO法 、産技 法、優先実施権規定に よる開発者優遇措置

阻害要 因:?

(4)プ ロジェク ト遂行 上、IPRの 扱 いが促進/阻 害要因にな ったで しょ うか?

例)受 託者が分割所有/共 有す ること、な ど

促進 要因:?

阻害要 因:自 社開発分 と国費開発分 の切 り分け

(5)プ ロジェク トで生み出 された主要 なソフ トウェア成果 はいかがで しょう

か?

VideoSpotter,

ScoreClusterSystemSoftware ,

Multi-ProcessorSystemCompiler ,等

(6)プ ロジェク ト後 に ソフ トウェア成果普及 ・企業化の何 らかの対応 策が と

られ たで しょうか?
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(当 プロジェク トは未 了につ き、設問該当せず。

未了で はあ るが、 この段階での成果の実用化の支援 は してい る。)

(7)そ の際にIPRが どの ように問題 になったで しょうか?

例)分 割所 有/共 有 のため他社 との調整 の必要性が生 じた、な ど

制度未整備。

(8)成 果 ソフ トの普及 ・企 業化促進 のためのIPR政 策の望 ま しい あ り方 につい

ての ご意見 は?

略

(9)プ ロジェク ト参画 を容易 にするためのIPR政 策の在 り方は?

略

(10)新 しい ビジネスモデルに対す るIPR政 策の対応法 につい てのお考 えは?

従来の 「開発成果 に価 格 をつけて販売す る」的 なビジネスモデルだけで は

もはや不十分。 デフ ァク トス タンダー ドを目指す戦略や無償 で成果 を公開

して しまうオープンソース方式 な どの新 たなモ デルにIPR政 策は どの よう
　

に対応すべ きか。

委託事業の性 格付 け をもっ と明確 にすべ き

(グ ラン トなのか、補助 なの か、調達 なのか、請負 なのか)
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付録 ヒアリング議事録

ヒア リング先:元 国研の研究者、現 大学教授(回 答者E)

内容

● 国の成果 が広 まらないと言 う話 の中で、民間の人は多 くの場合IPRの 扱 い を問題 に

したが る。

●1990年 ごろ、工技院 の委託開発 制度がNEDOを 通 じて実施 され るようにな り、IPRの

扱 いや考え方 が変化 した。それ まで は国の プロジェク トの成果 は国 に帰属す ることに

なっていたが 、い ろいろ工夫 して実質民間 に渡すことを考 えるようになった
。

● 電子計算機相互 運用 システム(通 称 、インオペ。1985-92)で は主 たる成果が ソフ ト

ウェアであ ったこ とか ら、初め てソフ トウェア に関連 する権利の扱 いが問題 になった
。

● 当時 は 「プ ログラム権法」 の制定がほぼ失敗 し、著 作権 で ソフ トウェアの権利 を守

ろう と言 う状 況 になってい た。問題意識 と しては、ソフ トウェアを著作権 で守 るこ と

の意味 が良 く理解 で きない、と言 うところで、成果の事 業化 と言 うよ うな進 んだ意識

は無 かった。

● 私 自身が当時全国紙の論壇 に記事 を載せ た。 ソフ トウェアの特 殊性(自 動 プログ ラ

ミングでで きた ソフ トウェアの著作権 は誰 に帰属するか、自動 プログ ラ ミングシステ

ムの作成者 かあるいはそれ を用 いてソフ トウェアを作 った人か
、と言 うよ うな問題が

ある)に 鑑み て、著作権や特許以外の法 的保護 の手段 を考 えるべ き、と言 うような趣

旨だった。

● ソフ トウェ アを著作権で守 る とす ると、論文や白書 と同 じ扱 い になる
。大学の先生

が仕事で書い た論 文や書物 は先生個人の ものになるが、国の プ ロジェク トで大学の先

生が書いた ソフ トウェアが国の もの になるのは変 だ、とか、自社 開発分 とプロジェク

ト成果 の切 り分 けが 出来 ない とかの議論が あった。外資系 に も声 をかけたプロ ジェ ク

トだったが、会議用資料 の著作権の扱い など も話題 になった。 しか し、そ うい う様 々

な意見が集約す ることな く、いつの間 にか立 ち消 えにな った と言 う印象。

● プロジ ェク ト終 了後 に製 品化の動 きもあった。 このプロジ ェク トで は成果 はスペ ッ

ク ・規格案 と して国が所 有 した。 ソフ トウェア も作成 したが 、それ はスペ ック ・規格

の実証用 との位 置づけだった。民 間は国が所有す るスペ ックに基づ いて製品 を作 った

ことにな り、特 に トラブルは無か った。

一 付 _13一



● 情報分野 とハー ドウェアの分野 とではIPRの 考 え方 を変 え、権利 の コン トロールや

普及の させ方 を別 に考 える必 要がある。情報分野で も、規格 ・スペ ック的 な もの、ソ

フ トウェア、 コンテ ンツの3種 類 くらいをそれぞれ分けて考 える必 要があ ろう。

● さらに最 近ではスペ ックとプログラムの境 界が曖昧 になった とか、 イ ンターネ ッ ト

の広 が りは権利 を うるさ く言 わないことで成立 したな どの事情 がある。したが って、

ソフ トウェア と言 って もOSや ネ ッ トワー クの ような基盤的な もの と応用 システムは

分けて考 える必要があろ う。

●IPAの プロジェク トで は、契約書上の表面 的言 い回 しはともか く、実 質的 には受 託

側 に権利 を100%譲 る気持 ちでや ってい る。国の法律上の規制があ り、突 き詰 める と

国の もの にせ ざる を得 ないところがある。最近 の補 正では20%の 対価 を支払 って受託

者 に権利 を譲るこ とに してい るが 、もちろん これはIPAが 自由にで きる予算 を確保 し

てお きたいための理 由に使 われている側面 もあ る。

● 権利だけでな く、作 った もの を有効 に利 用で きるような仕組み も必要。 タダで使 わ

せ るとか。 ロイヤ リテ ィ徴収 はすべ きで な く、税収増 を期待すべ き。

● 補正 プロジェク トの成果 を商品化 した例 もある。 その際 、IPRの 扱 い は問題 になら

なかったが、会計検査 院が細か く追及する と、一私企業の便宜 を図っている、と言 う

ような意味で問題 になろ う。 しか し、そんなこ とは しない、と言 うような暗黙の前提

の中でや ってい る。

● 実質委託 の仕事 を形式 的には請負でや ってい るよ うなことも含 めて、新 たな対応 策

を考 えてス ッキ リさせて欲 しい。

●IPRの 扱 いにつ いて米国が理想 と言 う訳 で も無 く、彼 らも現時点で うまく動 く仕組

み を作 ってい るに過 ぎない。最近 もIPRの 法改正が話題 になったが失敗 した と聞 いて

いる。Co㎜unicationofACM。 「額 に汗の原理」。

● オープンソースへの対応 は難 しい問題 だ。 しか し、実 質的 には既 にや ってきて いる

ども言える。電総研 の成果 を組み込んだ ソフ ト開発 な どが その例だ。これか らの方向

として、すべ てが オープ ンソース方式 になるこ とも無 いだろう。

● システムプログラムな どは多面的 な性格 を持 つため に評価が困難で、したが って オ一
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付録 ヒアリング議事録

プ ンソースが向いている。 しか し応用 ソフ トはそ うで もないだ ろう
。国 はインフラ的

なものの開発 に重点 を置 き、アプリに近 い ところは補助 金 とかベ ンチ ャー支援の よ う

な枠組 みでやるのが良い だろ う。

●(米 国が成功 してい るの は起業家精神旺盛 な人々が いるか らで、彼 らが大学 か ら企

業 に身を転 じてい るのが重 要、IPRの 扱 いは補助 的、との指摘が ある。確 かに、 日本 の

ナ シ ョプロでの人の流動 は米 国 とまった く逆方向に向いている
。IPRを 整備 して も、こ

うい うところが何 とか な らない と事態 は変わ らないので は?)そ れ は大 きな指摘 だが
、

別 問題 と思 う。で きるところか らやっていかなければな らない。

●(日 本の特殊性 は確 かにある と思 う。少 な くとも米国 と同 じに はなれ ない
。 しか し

一方で グル ーバル化 の動 きの 中で身 を処 さなければな らず孤立す る
こ ともで きない。

どうい う解 があるんだろ うか?)米 国 は大統領が変わる と国の方向 も変 わる し
、変 え

られる。 日本では難 しい。結局大蔵省 とか、この方面 の話が分 かる議員 の存在 な どの

問題 になって しまう。大統領制 と議 院内閣制の違 いとも言 えるが、法律の改正が出来

る くらいの前提で話 を進め ない といけない。
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ヒア リング先:元 国研 の研究者 、現大学教授(回 答者F)

内容

●昔の電気試験所(現 電総研)は 今 とミッシ ョンが異 なる。当時は電気試験所 の設備 も技

術 も日本最高であ った。それゆ え、成果 を技 術指導 とい う形 で企業 に提供 す ることが

ミッシ ョンであ った。各企業のみ ならず 、大学か らも研究員が来て、一緒 に研究 を し、

技術 を持 ち帰 った。

●(特 定の企 業へ の支援 とい うことにな らないか、との問いに)原 則 的に企業 を選別 し

た り拒否 した りす ることは無 かった。私 自身は トランジス タコ ンピュー タの研究 を担

当 し、主なメーカの1号 機 はすべ て技術 的に面倒 を見 た。こ うした形 で企業 に技術供

与 をするこ とが当時の国策だった。

●現在の電総研が昔 と違 うところは、メーカ と技術 レベ ルが対等 になって きたこ と。メ

ーカの方が高い こ とも多い。技術指導の必 要性 が な くなったため に、ミッシ ョンが な

くなって しまった。

●(特 許やノウハ ウに関 してはど うだったか、との問いに)特 許 はずいぶ ん取 った。企

業の研究者 は特許取 得 ノルマが あったので、共同研 究 とい う形 に してあげて しまった

もの も多い。企業 か ら特 許取得 ・利用 につい て褒賞金 を頂いた こともある。

●昭和34年 頃、東 京大学で大型計算機導入の話が持 ち上が った。大学側 はIBMの 導入

を決めたが 、国産機 を導 入すべ きとの政策的判断か ら法律 を作 り、結局 日立 が導 入 さ

れた。 コンピュー タの国産重視 というの も当時の一つの政策 であった。

● しか し、国策で 国産 メーカだけで コ ンピュー タを開発 していたが技術的 に困難があ り、

国産 メーカ と海外 の有力 メー カとの提携が相次 いだ。日立/RCA、 日電/ハ ネ ウェル、

などだ。IBMは 国産 メー カとの関係 はなかっだので、 日本法人 を作 らなければな らな

かった。

●(大 プロ発足の経緯 につ いて)大 プロ発足 の発端 は、1965年 ごろMITIのX氏 がY氏

の もとを尋 ねたこ とか ら始 まった。X氏 は、世界 は 日本の コ ンピュー タ技術 を高 く評

価 している こと、お よび、フラ ンスがMITIの 政策 を評価 してお りMITIが 新 しい大型

プロジェク トを興 す とい う予測 をしてい る旨話 した。実 は 日本で は何 も考 えてい なか

った。 しか し、結 果的に フラ ンスのこの変 な予測が契機 となって、大型 プロジェク ト
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付録 ヒアリング議事録

を興す ことになった。

●(昔 の知的財 産権 に対す る考 えは、との問い に)最 初 は、国のお金で挙 げた成果 は当

然 国に帰属す るこ とで皆納得 していた。その後、企業が力 をつけて きたので、共有 す

る とい う話が 出て きた。

●(成 果が参加企業 に分割 して所 有 され て しまい企業化す る際 に面倒 になるので、公 共

的に使 える ように との思いで国有 にした との解釈 もあ るようだが、との問 いに)そ れ

は、多分後付 けの理 由で、本心 は国の金で作 った もの は国の もの、と言 うところだろ

う。

●(成 果 の事業化の際 に知 的財産権 に関 して問題 はあったか、の問い に)成 果 が共有 さ

れたため、他社 との 調整が難 しく事業化 しづ らい とい う話 は聞い たが、詳 しくは知 ら

ない。

●(こ れ か らの知 的財 産 権 の あ り方 は 、 の問 い に)FSF(FreeSoftwareFoundation)の

考 え方 が 重 要 で あ る。子 供 で も ソ フ トウエ アの コ ピー が で き る時 代 に な り、現 在 の知

的財 産 権 の制 度 を維 持 す るの は難 しい 。FSFの 感 謝 権(rightofacknowledgement)で

よい 。 ポ イ ン トは、i)権 利 を明 確 にせ よ、ii)使 った ら感 謝 せ よ、iii)勝 手 に手 直 し

して はい け ない 、iv)思 し召 しで 良 い か ら寄 付 を。

●FSFはNPOの 考 え方 に通 じる。FreeXXXFoundationが ソフ トウエ ア に限 らず 、 い ろ

い ろ 出 て くる だ ろ う。NPOを 育 て るの が 政府 の 役 割 で あ り、 もっ と力 を注 ぐべ きだ 。

知 的財 産権 に か らん だNPOも た くさん 出 て くるで あ ろ う。

●(NPOに 援助 しようとす ると、請負契約 だと最 初に仕様 を決めるのが不 可能 な ど、法

的に問題が あ りそ うだが 、の問い に)今 後、どの ように社会が変 わるか予測 で きない。

したが って、最 初か らルールを決 めよ うとして も意味がない。運用 も一つの ルールだ

と思 う。運用 をうま くや らない と事が運ばない。もっ とフ レキ シブルに考 えるべ きだ。

● デ ファク ト・ス タンダー ドに対す る支援 も重 要であ る。今 はどの企業で も同 じことが

で きる。す ると企業の画一化 が進 む。これが問題点 だ。それで どれだけの企業が生 き

残れ るのか。 ここで知的財産権 が大 きな意味 を持つ。

●21世 紀 型経 済社 会 で 生 き残 るポ イ ン トが3つ あ る。

-fasteatsslow(=winnertakesall)… 企業 覇 権 主 義 の こ と
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－firstmoversadvantage… 機 先 を 制 し た も の が 勝 つ

－softpower… だ ま っ て い て も 寄 っ て く る 魅 力(ex
.英 語)

●米国はこ うい う対応 をよ くや っている。た とえば、日本で は弁護士 が年 間750人 しか

生 まれ ないが、米国で は7万 人だ。ロ シア崩壊や 中国の混乱の際 には、これ らの弁護

士が現地 に行 き、法律 を米 国流 に変えて しまった。

● 日本の企業 も国内のみで商売 してい てはダメだ。N'1'rも規制 を緩和 して米国で商売 を

す るな ど しないと生 き残 れない。一橋 大の中谷教授 などは、極 めて ドライに 「日本流

はもうダメだ。さっさと米 国流 に変革 しない と生 き残れ ない」 と主張 してい る。私 自

身はそ こまで ドライに割 り切 れ ない。(米 国流の)ビ ジネス と(日 本流 の)生 活 は別

に したいのが理想 である。

●(国 の事業でや るべ き分野 は、の問い に)科 学技術 の進歩が社会 システムの進歩 に直

結 している。現在 の情報時代 は2030年 頃 に飽和す る と予想 してい る。 国は環境時代

(=ポ ス ト情報 時代)に 向けた技術 開発 を体力 のある今の うちか らやってお くべ きだ。

重要 な分野 は順 に、エ ネルギー、食糧、生命科学、社 会環境であ る。

●HarvardのLawSchoolで は 、InternetandSocietyLab.が 開 設 され た。 社 会 を イ

ンター ネ ッ トとい う切 り口 か ら分 析 し、新 しい学 問 を作 ろ う と してい る。各 界 の専 門

家 が お り、非 常 に学 際 的 活動 を行 っ て い る。例 え ば、電子 マ ネー は暗 号 化 され るた め

イ ン ター ネ ッ ト(=経 済)が ブ ラ ッ クボ ックス に な る。す る と、銀 行 の 地 盤 が低 下 し、一

国 と経 済が 分 離 して しま う。 この よ うな変 化 を社 会 学 者 が 気づ か な い とい け な い。

●新 しい技術 に よって、新 たな社会問題が発生す ることは避 け られない。こ うい う実験

的な ところを国のプ ロジェク トでや るの も良い。こうい う問題 に対応す るの には学 際

性 が重要だ。米国は ダブルメジ ャーが 一般的 だが 、日本 は まだ まだ科 目ごとにアイ ソ

レー トしている。
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ヒア リング先:元 国研の研 究者、現大学教授(回 答者G)

内容:

● 超高性能電子計算機 プロジェク ト、パ ター ン情報 処理 システムプロジェ ク ト、ICOT

に関与 した。昔 は国有財 産法 に基づいて成果のIPRは 国に帰属 していた。民 間 も、国

の金で作 った ものは国の もの、と言 う論理 を納得 していたが、それは成果 を自分 も利

用で きると言 う前提が あっての話だ。しか し成果 に対す る国の ガー ドが 固 く手続 きも

煩雑 で、許可が下 りるまで3,4年 もかか り、実質的 に成果 を使 うこ とが で きなか った

ことか ら改善へ の動 きが 当時か らあった。

● その後、国 と企業が権利 を折半する とい う若干の進 歩があ った。NEDOを 改組 して、

プロジェク トを工業技術院か ら移 したことと関係 していたか も しれない。折半す る と

い う制度 は変で あ り、良 くない と感 じた。

●ICOTで は、すべ ての権利 をオープンに しようと試み た。 しか し、MITI、 工 業技 術 院

は折半 な りで囲い込 みたか ったため反対 された。

● 基本的 には、国が関与 した基礎研究 プロジェ ク トの成果 は100%フ リーに して公 開す

べ きだ。それが国民 全体 の利益 になる。受託者 も知恵 を出 し、人 を出 したの だか ら権

利 を持 つべ きとの意見が あるが、それは正 しくない。受託者 は先行者利益 だけで十分

な筈。それが嫌 な らプロジェク トに参 画 しなければ良い。

● 現在 は成果 の権利 が国の ものになるとは言 って も、官僚機構 の中で成果 が囲い込 ま

れ、発展的 に使 われ ない ことが問題。国が成果の権利 を持 ったら、国はその適切 な権

利行使 として、成果の さらなる発展 を促進す る道を考 えるべ きだ。 しか し、実体 的 に

国が権利行使 をす るの は、枝葉末節の書類の不備 とか体裁 につ いての話 で しかない。

● 通常の財産 と研 究 開発成果の意味の相 違に気 がつか なけれ ばな らない。 マス コ ミな

どに もそ う した論調 が見 られないのは残念 なこ とだ。

● もちろん、応用 に近い分野、商業 的利用 に結 びつ く領域 での研 究開発 は基礎研究 と

は主旨が異 なる。こう した産業政策的な もの、補助金的 な もの は国が保有す るのでは

な く受託者が権利 を持 てば良い。ただ し、受託者が事業化 しない場合 、国 はその権利

を第三者 に も与 えるこ とがで きる ようになっていなければな らない。
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● また、権利が どこまで及ぶか について明確 に してお く必要があ る。国の成果 を使 って

その上 に誰 かが新 しい もの を作 った ら、それは作 った人の もの になるべ きで、土台 が

国の成果 だか らと言 って上の部 分 も国の もの になるのはおか しい。OSを 作 ったか ら

といって、アプリケー シ ョンに まで権利が 及ぶわけで はない。

●景気対 策のための施策 をMITIが やるのは誤 りだ。その ようなこ とは本来民間が考 え

るべ き。市場 を切 り開 くと言 う自分達の責務 について口を閉ざ し、黙 ってMITIの プ

ロジェ ク トに参画す る民間 も悪 い。(景 気対策 のため に行 われた)補 正 プロジェク ト

では、何十セ ンチかの報告 書 を作 らされた りした。その ようなこ とが景気対策 や まし

てや研 究開発 の育成 になることは ない。さらに言 うと、こうした成果 を官僚やその関

連機構が検収するのはナ ンセ ンスで、 まだ有識者 の方が良い だろう。

●(い らない特許だけ国に納め るこ とは実際 にあ ったかの問いに)直 接 は知 らないが、

30年 前か らやってい るのではないか、半分常識か もしれない。

● 基礎研究はRWCし か残 ってい ない。それ も応用指向 に転 じている。RWCは 止 めるか、

基礎研 究 を続 けるべ きだ。研 究方針 は民 間が主導すべ きで、国が口 出 しすべ きことで

はない。

●(こ れ までの プロジェク トの成果活用 に際 してIPRの 扱 いが問題 になったことはある

か、 との問いに)基 本的 には無 か った。手続 きが煩雑だ った とかの問題 はあった。

● 日本では、正確 な権利意識が確立 されていない。権利 と言 うと何か を守 ること、囲 い

込 む ことと言 う認識 がある ようだが、本 来はそ うで はな く、権利の境 界 を明確 に しな

けれ ばならない。相手の権利 を認 める ことが必要 なこと もあ る。

● フリー ソフ トとい って も、著 作権表示や名誉 的な先行貢献者の氏名表示はある。ソフ

トウエアの権利 にも様 々な形態が ある とい うことだ。日本で はソフ トウエ ア著作権 に

関 して変な習慣がついて しまった。囲い込むのではな く、何が権利 か を{まっ きりク リ

アにす るとい う権利意識が希薄 なのが問題である。

●国有財 産法 を改正すべ き。机 と研 究成果 を一緒 にす るの は後進国だ。例 えば、国有財

産法 は研究成果 には及ば ない とかで もよい。国は法律 の改正 は嫌が り、運用 でカバ ー

したが るが、法律 を改正 しなけれ ばい けない。

●政策 を動 かすこ とがで きる立場の人 間(若 手政治家 とかMITI官 僚 な ど)が 世界の状
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付録 ヒアリング議事録

況 を勉強 して理解 しなければな らない。現状 はあ ま りにも世 界 を知 らず、実体験 も無

いo

●(ソ フ トとハー ドで はIPRの 内実が異 なるのでは、 との問 いに)そ う見 えるが、 良

く検討 して区切 りを明確 にすれば、本質的な相違 はないか も知れない。ソフ トウエ ア

では発 明 した ものの区切 りを明示する方法が な く、そ して習慣 もない。インター フェ

ース ・ブ リッジや性能 向上 な どの ソフ トウエ アの価値 の カテ ゴリを作
って、権利 を明

確 にすべ きだ ろう。

●研究 開発事 業 は、請負 で も委託で も良 くない。 もっ とフリー にす るべ きだ。(国 とし

ては検収がで きない と困るだろうの問いに)騙 されるこ とを何%か 見込 まない といけ

ない。
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ヒア リング先:元 メーカ研究者 、現大学教授(回 答者H)

内容

1.∀過去の傾 向[大 ざっぱにはこの3,4年 前 まで]

背景:

各社十分な研究研究開発予 算 を持 ってお り、事業化の見 えたテーマや重要性 が明確

なテーマに関 しては、自己資 金で実施 した。そのため、国家 プロジェク トに提案 す

るテーマは、事業性が薄 く、社 内で予算が付 かない または不足 しているテーマ に限

られた。

応募の方法:

研究者個人やチームが、研究 を続 けたい と思 うテーマ を選 び、電子協 や学会な どの

研究 会の集 ま りで プロジ ェク トを企画 した。(い わゆる仲 良 しクラブ)

職制の承認:

研究者個人やチームが、業務部 の国家 プロジェク ト担 当の協 力 を得 て公募 まで行い、

国家 プロジェク トとして認め られた段階で、研究所内の承認 を得 ることが多 かった。

そのため、所 長 としては事後承認す るこ とが多かった。

実施の状況:

職制 としてはほとん どタ ッチせ ず、途 中で止め させ るこ とも実質 的には不可能であ

った。(プ ロジェ ク ト内の都合で止 めるこ とはある)

成果の扱い:

研 究 レポー トのみ。積極 的に特許 を取得す る努力 は してい ない。(職 制 として もフ

ォロー していない)積 極的 に事業化す る努力は してい ない(元 々事 業性 の薄いテー

マであ る)

結論:

事業化す る意識がないため、国家 プロジェク トのIPRに 関 しては興味が ない。実態

は、国の予算 と会社 の予算 を足 して実施す るこ とが多 く、国に帰属す る特許 と会社

に帰属す る特許 を区別 して出 してい る。

(例外)工 場サ イ ドの参 画があ るプロジェク トは事業化 を強 く意識 しているので、

上記の事例 に適合 しない。[ICOTな どは工場 も加わ ったので、上 よ りは事業 化 を意

識 した。]
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2.最 近の傾 向[大 ざっぱにはここ2 ,3年 の こと]

背景:

各社研 究費 をカッ トされ、従来 の ように十分な研究開発予算 を持 っていない。そのた

め、外部資金の導 入 にも積極的 になっている。国家プロジェ ク トにな りそ うなテーマ

は、社 内予算が付 くか否 かに関 らず積 極的に提 案 し、浮 いた予算 を他の研 究 テーマ に

回 して総額 を増 やす努力 を始 めた。

公募の方法:

研 究所 内の開発審査 会で各部か ら提 案 された研 究 テーマの 中か ら国家 プロジ ェク ト

として提案す ることが相応 しいテーマ を トップ ダウンに選ぶ
。 もし、国家 プロジェク

トと して認 め られなかった場合 は、社内予算で救 済する。本社の業務部 と協力 して
、

各省庁 の担当課 に根 回 しを して採用 を働 きかけ る。

プロジェク ト編成:

通常 は部長級が動 き、パー トナーを探す。異業種連携が基本であ る
。NTr、KDD、JR、

電 力会社が 中心 とな って プロジェク トを編成す る場合 は積極的 に参加す る
。[完 成 し

たシス テム をいずれ調 達 して くれる可能性 があるから]

国立研 究所 や大 学が 中心 にな って プロジェク トを編成 す る場合 は消極 的で ある
。

(研究成果が事業化 につ なが る保 証の差)工 場 サイ ドも参画す るように働 きかけ
、

事業化が スムーズ に行 くように心掛 ける。

実施の状況:

社 内プロジェク トと同様 に職制 として管理す る。成果が 出ない ものは、途 中で止 め さ

せ ること もあ りえる。

成果の扱 い:

研究 レポー ト+特 許+試 作 品

社 内 と同様 に管理 し、 目標 を与 える。

結論:

事業化する意識が強 いため、IPRの 独 占的優先実施権 を主張す る。一方 で、安全策 を

施 している。す なわ ち・国の予算 と会社の予算 を足 して実施す るこ とが多 く
、国 に帰

属す る特 許 と会社 に帰属 す る特許 を区別 して出 している。
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3.国 家プロジェク ト成果 の望 ま しい扱 い

理想:

波 及効果が大 きい技術成果が生 まれ、その成果 を活用 した色 々な産業が起 こ り、その

企業 が納め る税金で回収 する姿で ある。

現実:

技術が産業 を生 み出すので はな く、市場ニーズが産業 を生み 出 し、それに応 える技術

が生み出 される。すなわち、市場 ニーズのない ところに技術 シーズ をい くら投入 して

も産業 は起 こらない。

解決策:

国が社会ニーズ を示す。このニ ーズを顕在化す るための法整備 やイ ンフラ整備 を行 う。

これ に関連 した国家 プロジェ ク トを起 こ し、技術 シーズを高 める。(例:放 送のデ ィ

ジ タル化、ITS、 在宅医療 な ど法整備 とイ ンフラ整備の典型)

成果の扱い:

特許重視(独 占的特許を前面 に出 した国際企業の圧力から守 り、健全な競争環境 を作

る。)

企業のインセンティブを高めるために、特定企業に優先実施権 を与える方向である

が、国民の税金を投入することか ら考えると望ましい姿ではない。この矛盾を解決す

るには中立機関である大学や国研 による基本特許取得に力を入れなければならない。

応用特許に限 り生み出した特定企業に優先実施権 を与えれば両立できると思われる。

4.中 長期的 に国が集中投資すべ き対象.

社会 ニーズの明確 なものに重点投資すべ きで ある。

た とえば、医療 、福 祉、環境、エ ネルギー、安 全、教育、情報化 な ど法整備 とイ ンフ

ラ整備 を平行的 に実施す ることが条件 であ り、省庁の連携が重要である。

[他 に、 国際標準化へ の対応(国 民 のニーズに合致)、 変革の加速 などの分野 もある]

5.大 学 をいか に して産業 のシーズを生み 出せ る組織 にするか?

大学 の変革 を加速 する仕組み作 りが ポ イン トであ る。

現状:

日本 の大学が 自ら変革す ることは不可能である。思い切 った施策 が取 れるのは新設大

学や新設 学部 に限 られ、伝統 があ る大学 ほど変 革するこ とは困難であ る。
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原 因:

すべ ての決定機 関は教授 会であ り、教授の ほとん どは既 存の権利 を侵 される

ことを好 まない。 まして自分の職場 を奪われる教授は猛反対する。教授 会は

全会一致 を原則 として運営 されているため、余程の外 圧が ない限 り変 革 しな

い仕組 みになっている。

文部省が カ リキュラム変更の度に口出 しす ることも変革 を阻害する要 因であ

る。

解決策:

教育 と研究 の分離

教育 は、安定的 な環境の下、長期的視野 に立 って実施すべ きもので ある。頻繁 な変更

は教育 を阻害す る。

研究 は、競争的 な環境 の下、成果 中心 に運営すべ きで ある。時代 を先取 りして機敏 に

反応す るこ とが望 ま しい。

研究 を通 じて人材 を育成するのが大学である といわれるが、これは大学院の話であ る。

学部の実態 か らみ ると、演習 中心の人材育成の ほうが現実 的である。

教育 と分離 された研 究組織 の在 り方

国研 と同列 に扱 い、競争 させ るべ きであ る。大学 院の学生か ら授 業料 を取 るのではな

くて、逆 に、給 与 を払 うべ きであ る。大学の研究所は国や企業か ら研 究費 を調達 すべ

きであ る。調達能力のない先生 は自然淘汰すべ きである。この ような環境 にすれば、

米国の ように企業 ニーズを意識せ ざるを得 な くなる。
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ヒア リング先:メ ーカ研 究者(回 答者D

内容

● 通産省関連で は現在RWC、MMCA(地 域情報 化)の プロジェク トを実施 している。

成果の権利 はRWCで は国の もの にな り、MMCAで は共有 になる。MMCAプ ロジェク ト

は基本的には20%の 対価 を支払 って権利 を取得す るこ とになってい るが、成果 をブ

リーにするこ とで対価支払 い を免 れている。

●MMCAの プロジェク トでは、1社 内に既 にあった基本技術 を使用 してお り、ユ ーザ

インタフェースな どその周 りの システム部分 をMMCAの 費用で開発 している。20%

の対 価支払い を して成果の権利 を共 有す るかあ るい は対価支払 い をせず に公 開す

るか迷 った。結局、自社 の技術が漏れ ない範囲で公 開 し対価支払 い を免れ た。その

結果 公 開 され た部分だけ見て も第三者が使 うこ とは実質的にで きない ものになっ

ている。

●20%を 支払 って成果 を実質 自らだけの もの に して商売で元 を取 るか、あ るい は対価

支払 いをせずに公 開す るか は、その時 々の事業部 門の経営状況 や技術の内容 によっ

て判断す る。MMCAの 場合 は経営状況 か ら出費 を抑 えたかった。

● 上の言い訳で は無いが、成果 を第三者 も使 え るような レベ ルに仕上 げるのは相 当

大変 な作業 だ。そのためにはAPIを きちん と決めてある程度洗練 された もの にす る

必要があるが、補 正の ように1年 間の プロジェク トで は とて もそこ まで行か ない。

● アプリケー シ ョンに近い分野で研究 開発 した と して も、 ドメイ ンオ リエ ンテ ッ ド

な部分 や タスクオ リエ ンテ ッ ドな部分 を何 とか しない と、第三者がその ままは使 え

ない。この ツール化 の作業が非常 に大変で、国のプロジェク トではそ こまでやれな

い。 したが って、成果物 を第三者が使 うの は(IPRの 問題 はさてお き、 まず)技 術

的に困難だ ろう。

● 国の プロジェク トに参加す る際 にやは りIPRの 扱 い は大 きな問題 だ。特 に最近の

ようにビジネスに近 い分野が国の プロジ ェク トの対象 になる と、社内で走 っている

類似 プロジェク トの問題があ る し、人間的 に も国の プロジェ ク ト専属で はな く掛 け

持 ちになる ことが多いので、成果の切 り分 けがで きに くい。切 り分 けがで きた とき

も、国のプロジェク トの部分が本 質的 でない可能性が ある。
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● 過去 に、研究所 が実施 した国の プロジェク トのテーマ に近い内容 を別の事 業部門

が独 立 にや っていたこ とが あった。結果的 には、その事業部 門の商売が 国の成果の

扱 い にコンフリク トす る と言 うこ とで金を払 ったこ ともある。

● こ うした事情 のため に、国の プロジェ ク トに最適 な体制 を作 る こ とが出来 ず、 し

たがって成果 も良い もの にならない可能性 もある。前述のRWCプ ロジェク トでは全

社 的に見 れば、非常 にノ ウハ ウを持 っているセクシ ョンもあるが、成果の切 り分 け

の問題が あ り、結局 その部 門は参加 していない。

● 会社の財産 を守 るこ とには力 を入れている。 ソフ トウェアは特許で も著作権で も

保護で きるので、両方で対応 してい る。成果 をオープ ンにす る ことで、標準化 を狙

うとい うような分野で は話 は別だが。

● 国のプロジェク トで は成果 のIPRが せめて共有 になってい るこ とが必 要だ。 それ

に よって参画障壁 が減 る。 しか し一方で、国 と自社が権利 を共有す ることと自社 と

他社が権利 を共有す る場 合 とで は ロイヤ リテ ィ支払 の義務 につ いて大 きな違いが

あ り、相対的 には国 との権利共有 は他社 とのそれに比べ る とウエル カムでは無 い。

国は 自ら権利 を行使 しないか らとの理屈で ロイヤ リテ ィ支払 を義務付 けるが、会社

相手 だ と先方 にロイヤ リテ ィを支払 うことはあ りえ ない。

● 国が ビジネスに近す ぎる分野 をやっている感 じがあ る。 国の プロジェ ク トの ヒア

リングなどで、研究 開発対 象になってい る技術や システム を会社の事業部門が どの

ような戦略で商 品化 しよ うとしてい るか とか、売 り上 げ見込 は どうかな ど聞かれる

ことがあるが、こうい うことには意味 はないだろう。会社 自身 も先が良 く見 えず に

試行錯誤 してい る状 況で もあ る し、 ましてや国が方針 を決め てやれる訳が無い。

● 国 のプロジ ェク トでは もっ とベ ースに近い分野 をや るべ きだ。OSと か言語 に限定

しな くて も他 に もあるはず だ。最近、そ もそ もソフ トウェアの研究 はあ り得 るのか、

とい うような疑 問 を持 つ ことがあ る。OSは ダメ、言語 もダメ、… と言 うような状

況だ。 しか し例えば、オ ン トロジー とか知識管理に関連 す る分野で大学や企業 な ど

と共 同でや ろうと した ことがあるが、あるところか ら先 は企業秘密 の壁が あって進

めない。 こうい うところをなん とか したい。

● 結局IPRの 扱 いが、出来上が った成果の普 及につ いて ク リテ ィカルな問題か どう

かは分 か らない(前 述の ように成果 自身が第三者 に使 えない ような性質 を持つ)が 、

参画 時 に企業 に とって問題 にな りそれが原因 で良 い成 果が生 まれない と言 うこ と
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はあ りえ る。

●(OpenSourceの ような活動へ の国の支援 は考 えられ るか との問いに)あ って も

良いが、結果 と して、法制 な どでが ん じが らめ になる可能性が ある。
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ヒア リング先:メ ーカ研究者(回 答者J)

内容

●関与 したプロジ ェク トは、超高性能電算機、科学計算用高速計算 システム、ICσr、RWCP、

FRIEND21、 工技院の医療福祉研 の ものな どである。ICOTは 、一番関わ った。RWCPは

コンセプ ト固めの段 階か ら関わった。また直接研究開発 に関わった社 内の人 間の意見

も聞 いてあ る。(以 下の回答 にはそれ らも含 まれる)

●ICOTは 成果のIPRは100%国 の ものであ った。 お金 をもらうので仕方が ないが、100%

とい うのは疑 問 とい う声が主で あった。

● 某 プロジェク トの成果 を利用 しようと した ら、利用のための審査 が年2回 しかな く、

また審査 に も時 間が かかるため、時機 を逸 して しまう、とい うこ とが わか った ことが

あった。手続 きの簡素化、透明化 が必要であろ う。

●大 プロの成果 を事 業的 に活用 した ことはない。例えばスパ コンの大 プロではジ ョセブ

ソン ・ジャンクシ ョン、 ガリひ素 メモ リ、FORTR州 よ り高級 な言語 な どをや ったが、

その後 の技術がそ うい う方向 に進 まず成果 を生かす機会が無 かった。 またICOTで 開

発 したマシ ンも専用 機だ ったためその後商業的 にはうま く行か なか った。つ ま り結果

的 に研 究開発 の方向性 がその後の技術動 向に合わなか ったため に成果 を普及 させ る

ことがで きなかった訳で、IPRの 問題 まで至 らなかった
。

●某 プロジェク トの成果 を用い て製品化 しようとした ら、売上 げの30%を ロイヤ リテ ィ

として支払 う必 要が あるこ とが判 り、製品化をあきらめた。メー カか らす ると、これ

で は特 許 を実 質的 に使 わせ ない制度 とも考え られ る。以後、社 内のIPRを 管理す る部

所 か ら国のプロジェク トには、いい特許 を出すな とい うようなこ とを言 われるな ど、

メーカー としては防御本 能がはた ら くこ とになる。

●い い特許 を出すため には、発 明者へ の動機づけが必要で、社 内では特 許 を出 した個 人

に実績保証 を行 なってい る。売上 、クロスライセ ンス、他社の攻撃 か ら守 ったな どの

実績 に応 じて、報酬 を与 えるものである。国の プロジェ ク トでは、考 えられ ない。ま

た、権利が半々で も、民 間が 出願費用 を負担す るのも不公平 で ある。

● 某 プロジェク トで は、プロジェ ク ト管理側の複数の機関が 関係 し、契約関係 な ど複

雑で あった。 また、外 注分 と自社 開発分の ソフ トの取 り扱 い な ども曖昧 であ った。

一 付 一29一



●権利 を国 と民間の共有 にする ことについては基本的 には異論 はない。第三者 に実 施権

を付与す る際の費用 をもう少 し上 げるべ きとの意見 も社内 にはあ る。この辺 は難 しい

ところだが、先行者利益 のみで は不十分 と言 う見解 だ。

●某 プロジェク トで既 に自社開発 してあ った部分 を除 き、新規開発部分 のみ を納め たこ

とがあるが、その部分 だけでは使用で きない とい う問題が ある。

●(成 果が使 われない理 由 と してIPR以 外 にも、研究 の方向性の問題 、第三者が使 える

ところまで整備で きない、米で は大学の研究者 が研究成果 を用いて企 業化す るな どの

人の動 きがあ る、な どの意見が あったが、との問い に)確 かに人の動 きが重要 なの で

あろう。

●(国 のプロジェク トを行 な うべ き分野 は、 との問い に)イ ンフラ(基 盤)整 備 的な も

の と社会的な実験(電 子 マネーな ど)。 民 間1社 で は難 しい もの をやるべ き。失敗 に

終 るような実験が あって もよ く、自然淘汰でい くつか良い ものが生 き伸 びれば よいの

ではないか。NSFで もベ ンチ ャー育成 に使 われている。育ってか らの評価 は社 会 に任

せ ている。米で もや は り基礎研究 に力 を入れ るべ きだとの意見 もで てい るようであ る

が。

●米で もデフ ァク トを取 りたい ときなどは、相当戦略的 に動 き、ヨーロ ッパ も数で くる

ので 、日本初のデ ファク トは難 しい。それ らの動 きに巻 き込 まれる とい うこ との方が

多い。 国際的 な戦いで は どこか と組 んでや らざるを得 ないだ ろう。暗号 な どでは、A

社 、B社 などが独立 に提案 していた ものの うち、内容が似た ものが まとまっていった。

● 、(OpenSourceの よ うな活 動 を国 が 支 援 す る 、 とい う よ うな こ とは ど うか 、 との 問 い

に)私 企 業 が や る もの に皆 が 飛 び つ くか、 とい う疑 問 が あ る。NetscapeとSunだ っ

た ら、Microsoftに 叩 か れ て可 哀 想 なNetscapeを 応援 した い とい う よ う に、 ど こが

や る か 、 とい う問 題 もあ る。

●Linuxに ついては、基本 的に個 人活動 なので会社 と して どの ような支援 がで きるか判

らない。会社 の製 品に合 うよ うにソー スを書 き換 えた時 な どのサポー トの問題、特 許

の問題な ど、 メー カ としての取 り扱 い も難 しい。

● こう した オー プ ンソースの ソフ トウェア をメーカが 自社 のマ シンに取 り入 れ よ うと

す る と難 しい課題 もある。主 な問題 は、オープ ンソースの システムが第三者 の権利侵
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付録 ヒアリング議事録

害 を していない保証 を得 ることの困難iさとシステムの動作保証がで きない点 だ。前者

の問題 についてLinuxの 関連で言 えば、マイクロ ソフ トが ロ ングファイル ネームの特

許 を所有 してい る とい う噂があった りす る。真偽 の程 は不明だが、仮 にこの特許権 を

たてにマ イクロソフ トがLinux(の 提供者、あ るいは使用者?)を 訴 えた りす るよう

なことがあ った らと考 える と、メーカ としては オープンソー スへ の関与 には躊躇す る
。

国が オープ ンソース の システムの支援 を した とす るとや は り同様 の 問題 が発 生す る

のではないか。

●国の プロジェク トは、構想の良 さ、誰がや るか、とい うことによ り、どれだけまわ り

がサポー トで きるかが決 まる。ICOTのKLIC、 米澤先生 の言語(ABCL?)
、PDC(田 中

英彦先生以下60人 程度の大学研究者 とメー カ)の 成果 な どが 、比較 的広 まった例で

あろ う。

●1社 のメイ ン7 .レームな ど現在90数%ま で、米 国向け輸 出である。 またそれ らによ り、

米国の情報処理分野が発展 してい くこ とを考え ると、悩 ましい。日米 でマ イン ドの差

が大 きい。一般 的に 日本 は挑戦せず保守的であ る。米 はある程度 まで は失敗 して もい

い、 とい うところがある。 また米の国の ビジ ョンは判 りやすい
。

●スーパー コ ンピュー タな どハ イエ ン ドな ものをやれば、技術 は下流 に流れ る、とい う

考 え方があるが、これか らは上流下流 とい う考 えからはなれ、家庭 で使 うような ものな

ど日本が得意 とす る分野 に も力 を入れるべ きであ る。
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ヒア リング先=メ ーカ知的財産権 担当セ クション責任 者(回 答者K)

●K社 で は国の プロジェク トにあ ま り参加 していない。理 由は2つ あ り、第一 はIPR

の問題、第二 は貴重 なエ ンジニ アを会社 の 目的 と異 なる仕事 に向ける訳 に行か ない

こ とだ。現在、い くつ かの国の プロジェク トを実施 してい るが、これ らは上 の条件

をク リア した ものだ。

●国の プロジェク トでIPRが 国 に帰属 して しまうの は非常 に変 だ。金は国が出 したか

も知 れ ないが、発 明者 に権利が無いの は納得で きない。最低限共有 になっていない

とK社 は参画 しない。

●(国 の法律上の規定 な どのため に、契約書上では国に帰属するが実運用で は受託側

に も権利 あ り、 と言 うようなケー ス も世の中 にはあ るようだが、 との問い に)K

社 と してはそれでは ダメだ。きちん と正式 な文書 に謳 われてい ない と社 内の法務 セ

クシ ョンの許可がお りない。

●(国 と成 果 を共有 した場合 、商品化 な どに際 して形式的 には国にお伺い を立て ない

とい けない ことが あるが、 との問い に)そ れは別 に問題ない。実態 としてその権

利 をK社 が行使 で きれば良い。た だ し、煩雑 な事務手続 きがあるのは困る。

●(今 後 オープンソース形式が増 えて きそ うだ。この種 のプロジェク トに国の予算が

入る可能性 もあ るがK社 としては どうか、 との問いに)OSSそ の もの は良いが、

国が金 を出す と した らK社 は参画が困難かあ るいは少 な くとも極 めて慎重 に対応

す ることになろ う。国の意向な どで混乱が生 じる可能性が あるか ら。

●(規 格制定 の仕事な どにも国の予算が入 ることは無 いか、 との問いに)そ れ に近

い 申 し出があ った りす るが断 ってい る。エ ンジニアが理想 としてい ることにつ いて

非常 にイ ンテンシブな議論 を してい る時 に、役所 の政策 や意向 に対す る配慮 に時間

をかけるの は嫌だ。
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付録 ヒア リング議事録

ヒア リング先:ソ フ トウ ェアハ ウス役 員(回 答者L)

内容

● これ まで に参画 したプロジェ ク トとそ こでの成果の扱 いは以下 の通 り。
・ モ ジュール研 究組合(昭 和48 -50年 度?通 産省)

国に100%帰 属?

・ プロ グラム生産技術 開発計画(昭 和51 -56年 度JSD)

国 に100%帰 属?

・ シグマ プロジェク ト(昭 和60 -63年 度IPA)

国 に100%帰 属

・ 中小企 業情報 高度化 システム(平 成3 -5年 度?ITC)

?

・ 創造 的 ソフ トウェア育成事業(平 成7年 度IPA)

共有

・ 先端的情 報化推 進基盤整備事業(平 成10年 度IPA)

対価支払い によって共有

● シグマプロジェ ク トまでは成果の権利 は国 に帰属 し、受託企業 はその使用権 を与

えられて、販売す る とロイヤ リテ ィを国に支払 っていた。全般 的に プロジェク ト参

画や成果 普及な どの際 にIPRを 気 に した ことはほとん どない。昔 はIPRと 言 う言葉

も当然無 く、 ソフ ト協 とセ ンター協 の合併 の頃(昭 和57 ,8?)に ソフ トウェアの

著作権が問題 になったと思 う。その頃開催 され た世界情報産業会議 で著作権が議題

になった覚 え もあ る。

●IPAの 補正 プロジェク トの際 には、IPRの 規定が開発 内容や共 同開発企業 の決定 に

影響 を及 ぼ した。す なわち、既 に自社 の ノウハ ウで開発 した ものを活用す る ことに

危険 を感 じた り、共 同開発者 との成果共有 を事実上義務づ け られ るので、 「共 同会

社 の選択」 に配慮 が必要 だった。 また、IPAと の契約 は主担 当 とだけ行 なわ れるた

め、権利 の共有関係が複雑 にな る。

● 成果 を事業化す る ことを想定す る と、気心の知れた所 としか組 めない。成果 をす

べ て共有する とは言 って も貢献度合 には差が ある し
、ビジネスの形態 も様 々あ りえ

るので、販売時の ロイヤ リテ ィ決定 な どで トラブルになる恐れがあ る。事 前 に細 か

い ところまで決め ることはで きず、信義 の問題 にな らざるを得 ない部分が ある。
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●(IPAに は原 プロダク トを認 める ことに よって、積極的 に成果 を企業 と共有す る

理 由に したい との意向があった ようなので、む しろ自社 の ノウハ ウを使 うこ とを積

極 的に主張すれば良い との考 え もあ るが、 との問いに)そ うか も知れ ないが、原

プロダク トの認定 に関 る手続 きが面倒そ うだ った し、また、原 プロダク トと認 め ら

れ ると当然なが らその部分の経 費が認め られな くなるのが辛い
。原 プロダク トとは

言 って も、現実 的には既存 の もの にまった く手 を入れず に使 うことはな く相応の手

間がかかる。

● プロジェク トで生 まれた成果 は、過去の ものでは ほとん ど事業 とは関係 なかった

が、最近の ものは商 品化 も考えてい る。

・ モ ジュール研

ア プリケーシ ョンソフ トウェア開発技術の研究 開発、社内へ の啓蒙 と技術の 向上 に

は役立 ったが、 ソフ トウェア成果 その もの は役立 っていない。
・ プログラム生産技術 開発計 画

特 に生産性 と言 う観点か らの ソフ トウェア開発技術の研究開発 、社 内へ の啓蒙 と技

術 の向上 には役立 ったが、 ソフ トウェア成果 その ものは役立 っていない
。

・ 創造 的 ソフ ト

研究 開発的位 置づけだが、成果 を営業マ テ リアルに記載 し、所有技術の一部 として

顧 客 に披 露 している。プロジェ ク ト終了後 さらに手 を加 えて商 品化す るなどは行 っ

てい ない。

●(ソ フ トウェアハ ウスなどがIPRに 関心薄 い理 由 として、成果 の事業化 は考 えず

に開発 プロジェク ト受 注 によ り得 られ る人件 費その ものが 目的 との姿勢が あ るか

ら との見 方について?)そ うい う面があ ると思 う。

●(国 の プロジェ ク トの成果 が利用 されない理 由の一つ に、 ソフ トウェア としての

完成度が低い こ とがある との意見が あるが、 との 問い に)そ うい う面 はある
。 し

か し、それはそれ として、国のプ ロジェク トの成果 はで きるだけオープ ンに した方

が良い。使 う側の努力で ソフ トウェ アの質の向上が図 られる こともあろ う
。国の プ

ロジェク トの成果 を全部サーバー にまとめてサー ビスす るなどの配慮 が必 要
。各受

注企業 に対 して、公開す るための経 費 を認 めるこ とも一案であ る

●(解 析 の分野 な どい ろい ろなノウハ ウをお持 ちだが、そ うい うものが国の プロジ

ェク トで流出す るこ とを恐れ る気持 ちは?)基 本的 にはあ ま り無 い
。そ もそ もソ

フ トの分野で は暗号 アルゴリムズな どご く一部 を除 くと、オ リジナ リテ ィの ような

ものはあ ま り無い ように思 える。成果 を権利化 して囲い込 む ことより、次 か ら次へ
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と新 たなアイデ ィアを組 み入れて行 くことの方が重要だろ う。普及す る ソフ トのポ

イ ン トは機 能 とか インタフェースなどで、そ こには権利 の対象になる ようなアル ゴ

リズム などは無いのでは。

●(オ ー プ ンソー スを国が支援 す るこ とは?)良 い ことと思 う。 第三者の権利 侵

害の問題 な どあるか も知れ ないが、それ を根拠 にソフ トを使 わせない と言 うような

こ とにはな らない だろう、金で解決で きる問題 と思 う。

●(国 の プロジェ ク トでや るべ き分野)予 算の目的 を明確 にすべ きだ。景気対策

な らテーマ云々 よ りは企業 に金 をば らまけば良い。中長期 的な技術育成 を狙 うな ら、

基礎的 な部分 に投資すべ き。弱者救済 よ りは強者育成がポ イン トだ。技術者育成 も

同 じく大 きな課題 だ。ソフ ト会社 は社員の教 育にさける時間 も金 も無 いので、こう

い う部分 を国の プロジェ ク トとしてや って欲 しい。労働省の制度 で企業教 育 を支援

する仕組 み もあ るようだが 、中小企業の多い東京では実 質的に機能 していない。

● 技術者 の教育 に金 を出す ことを重点 的に行 い、成果の社 会へ の還元 は、長い猶予

期間 を与 えるこ とも考 えるべ きである。
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ヒア リング先 ベ ンチャ企業経営者(回 答者M)

内容

●M社 はベ ンチ ャー企業で ある。IPAの 先端的情報化推進基盤事業 に採択 された。成

果の権利 は、IPAと の共有 になる。

●(プ ロジ ェク ト参画時 にIPRの 問題 はなか ったか、の問い に)新 しいアル ゴリズ ム

を開発 中であ ったのだが、IPAと 契約す る と成果 はすべ てIPAと 共有 になって しま

うとい う危慎が あ り、公募 をため らった。 内定通知 の後 、 ヒア リングの直前 に、そ

れ まで開発 したアルゴ リズ ムを特許 として申請 し、権利 を守 るこ とに した。 この手

続 きが面倒であ った し、本来完成 してか ら特許 申請 したかったので、無駄 な時 間 と

資金 を遣 って しまった。

●公 募 に採択 される以上、必ず既存の資産があ るが、ソフ トウエアの場合 には既存 の

資産 との切 り分けが非常 に難 しい。また、既存 の資産がその まま利用 で きる訳で も

ないので、技術 開発 や修正作業 は必 要だが、既存 の資産 として しまうとその部分 に

は予算がつか な くなって しまう。

ノ

●(プ ロジェク ト遂行上でIPRの 問題 はなか ったか、の 問い に)単 独(1社)で 受注 し

たこ ともあ り、IPRは 問題 にな らなか った。

●(プ ロジェク トの成果 の普 及 ・事業化 については、の問いに)直 接 、成果物 を製品

化す るのは市場的 に辛いので、ネ ッ トワー ク ・サー ビスのイ ンフラで通信量削減 の

モ ジュール として組み込 むこ とを検 討中である。つ ま り、他のサー ビス との差別化

要素 として利用す る。'

●(事 業化の際 にIPRの 問題 はあるかの問 いに)イ ンフラの一部 と して組 み込 むの は、

IPAに 納 品 したアプ リケー シ ョンではな く、その一部 をライブラ リとして切 り出 し

た ものであ る。 この ように部 品 として利 用 した場合 に、IPA開 発分の算定が難 しく、

ロイヤ リテ ィの支払 いで もめる ことを危惧 している。

●(企 業化促進 のため にIPR政 策に望 む ことは、の問い に)ベ ンチ ャー にとって重要

なの はIPR政 策ではない。企業化す るための本質的 な支援 政策 を求めている。開発

した成果が需要家 とマ ッチ ングす るため の場 を、実効性 のある形で運営す ることが

一番であ る
。
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● アイデアを思いつ たときに、それが既 に特 許な どとして登録 されているか、世 の中

に製品やサ ー ビスがあ るか などを調べ るのが非常 に大変であ る。開発途 中や開発後

に他社 でや ってい ることが発覚 して、ダメになったケース もい くつか知 っている。

特許庁 やIPAが ソフ トウエ アに関 して技術 やサー ビスを簡単 に調べ られ るよ うな

デー タベース を運営 する とか もある。

●(新 しい ビジネスモデル に対す るIPR政 策について、の問いに)ソ フ トウエ ア製品
ノ

を単 に売 る ことが難 しくなって きた。サー ビス を売 ることが本 質で、その手段 と し

て ソフ トウエ アが ある。いわ ば裏方の黒子 になった ソフ トウエ ア開発 を支援 す るだ

けでは ダメで、サー ビス創 出を支援す る政策が もっと欲 しい。国の事 業 とい うのは、

そ もそ も雇用創 出 と税収増加の ためにあ り、その手段 としてIPRが あるはず なのに、

IPR政 策 だけと りだ して議論 して も無意味だ と思 う。

●IPAの 事業 に参加 した ことは、ベ ンチ ャー企業 に とって企業 自身 と開発 プロダク トに

箔がついた とい う点で は大 きなメ リッ トだった。

●IPAの 事業 は成果物 が書類 とい う考 え方 に基づ いているので、この部分に手 間ばか り

かか って、特 にベ ンチ ャーでは とて もや ってい られない。

一 付 一37一



、

`

～

.

τ

竃



一





一

本書 の全部 あ るいは一部 を断 りな く転載 また は複写(コ ピー)す ることは、

著作権 ・出版権の侵害 となる場 合があ りますので ご注意下 さい。
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